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１ 計画策定の趣旨 
 

介護保険制度が創設されてから17年が経過し、介護や支援を必要とする要介護等認定者

の65歳以上の高齢者人口に占める割合（認定率）の全国平均は、平成12年８月末現在の

11.0％から平成29年８月末には18.5％と上昇しています。また、サービス利用者が制度

創設時の３倍を超え、500万人に達し、介護サービス提供事業所数も着実に増加し、介護

が必要な高齢者の生活の支えとして定着、発展してきています。 

一方で、2025年（平成37年）には、いわゆる団塊の世代すべてが75歳以上となるほ

か、2040年（平成52年）には、いわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上になるなど、人

口の高齢化は、今後さらに進行するものと見込まれています。 

国は、団塊の世代がすべて75歳以上となる平成37年を視野に入れ、医療や介護が必要

な高齢者の増加に対応するとともに、介護保険制度の持続可能な安定的な運営維持を図る

ため、平成24年度開始の第５期介護保険事業計画から「地域包括ケアシステム」の導入を

進めてきました。地域包括ケアシステムは、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能としていくため、限りある社会資源を

効率的かつ効果的に活用しながら十分な介護サービスを確保するとともに、医療、介護予

防、住まい、自立した日常生活の支援などを含め包括的に確保する仕組みであり、各市町

村等の実情に応じて構築することが求められました。 

第７期介護保険事業計画策定にあたっては、地域包括ケアシステムの強化のための介護

保険法等の一部を改正する法律により、保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止

に向けた取組の推進、医療・介護の連携の推進、地域共生社会の実現に向けた取組の推進、

現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し、介護納付金における総報酬割の

導入等の措置を講ずることなどの介護保険制度の見直しが行われました。 

忠岡町においても、高齢化が進み、高齢者人口の総人口に占める割合（高齢化率）は、

平成29年９月末現在で28.0％となっています。また、平成29年９月末現在の認定率は

21.5％で、全国水準を上回っています。さらに、ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯も

増加しています。 

こうした中で、「忠岡町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画2018」は、元気にいきい

きと活動する高齢者の増加とともに、支援や介護が必要になっても安心して暮らしていけ

るように、地域ぐるみ、町ぐるみで支え合い、忠岡町らしい地域包括ケアシステムの深化・

推進を目指し、策定するものです。 
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２ 計画の位置づけ 
 

① 法令の根拠 

この計画は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８の規定に基づく市

町村老人福祉計画であり、かつ介護保険法（平成9年法律第123号）第117条の規定

に基づく市町村介護保険事業計画です。 

忠岡町では、高齢者の福祉施策の総合的な推進を図るため、両計画を一体のものと

して策定しています。 

 

 

② 他計画との調和 

この計画は、忠岡町のまちづくりの基本計画である「第５次忠岡町総合計画」（平成

23年３月策定）を上位計画とし、「第３次忠岡町地域福祉計画・地域福祉活動計画」

（平成28年３月策定）をはじめ、「忠岡町健幸づくり・食育推進計画」（平成27年３

月策定）、「忠岡町障がい福祉計画（第５期）及び障がい児福祉計画（第１期）」（平成

30年３月策定）、「忠岡町子ども・子育て応援プラン2015」（平成27年３月策定）、

その他関連計画や施策との連携を図るとともに、「大阪府高齢者計画2018」等との調

和を保って策定しています。 

 

■他計画との調和 
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③ 計画の内容 

計画の内容は、下記のとおりです。両計画を一体のものとして定めたこの計画は、

団塊の世代全員が、要介護等認定率や認知症などの発症率が高くなる後期高齢期を迎え

る平成37年以降の高齢者介護の姿を見据え、第５期で開始した地域包括ケアシステム

構築のための取組を継承し、さらに深化・推進していくものです。 

■計画の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 
 

この計画は、介護保険制度のもとでの第７期の計画であり、計画の期間は平成30年度か

ら平成32年度までの３年間とします。 

加えて、「団塊の世代」が75歳以上となる平成37年（2025年）までのサービス水準、

給付費や保険料水準などを推計し、中長期的な視野に立った施策を明らかにする中で、第

７期の目標数値を設定しています。 

■計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

まい、認知症への対応などを含む総合

的な計画です。 

介護保険事業計画 

○すべての高齢者及び 40～64 歳の壮年者を含めた健康づくりや生

活習慣病の予防、介護予防とともに、高齢者の社会参加や生きが

いづくり、在宅生活の支援、在宅医療・介護の連携、高齢者の住

まい、認知症への対応などを含む総合的な計画です。 

○要介護（要支援）高齢者、要介護（要支援）となるリスクの高い高齢

者を対象とした、介護（予防）サービス、地域支援事業の基盤整

備に関する実施計画です。 

高齢者福祉計画 

地域包括ケア計画 

第 5 期計画 

H24-26年度 

第７期計画 

H30-32年度 

第６期計画 

H27-29年度 

第８期計画 

H33-35年度 

第９期計画 

H36-38年度 

Ｈ37年 
（団塊の世代 

 が75歳以上） 

第５期は、地域包括ケア 

システムのスタート 「地域包括ケアシステム」

の深化・推進に向け、「点

検・評価・改善」の計画 
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４ 国の制度改正について 
 

平成29年（2017年）５月26日に、「地域包括ケアシステムを強化するための介護保険

法等の一部を改正する法律」（以下「改正法」といいます。）が成立し、６月２日に公布さ

れました。改正法のポイントは次のとおりで、順次施行されます。 

■「改正法」のポイント 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

資料：厚生労働省ホームページより抜粋 

  

全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取組む仕組の制度化 

 国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業（支援）計画を策定。計画に介護予

防・重度化防止等の取組内容と目標を記載 

 都道府県による市町村に対する支援事業の創設 

 財政的インセンティブの付与の規定の整備  等 

 

 

①自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法） 

 

○「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能

とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設 

 ※現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。病院または診療所か

ら新施設に転換した場合には、転換前の病院または診療所の名称を引き続き使用できることとする。 

○医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支

援の規定を整備 

 

②医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法） 

 

 

 市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制づくり、福祉分野の共通事

項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化 

 高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制

度に新たに共生型サービスを位置づける  等 

 

 

③地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支

援法、児童福祉法） 

 

 各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保険間では

『総報酬制』（報酬額に比例した負担）とする。【平成29年８月分の介護納付金から適用】 

 

 

⑤介護納付金への総報酬制の導入（介護保険法） 

 

年金収入等が340万円以上の場合、３割とする。ただし、月額44,400円の負担の上限あり。 

 ※具体的な基準は政令事項。【平成30年８月施行】 

 

 

④２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする（介護保険法） 
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③の地域共生社会の実現に向けた取組の推進等に関しては、社会福祉法が改正され、地

域住民と行政等が協働し、公的な体制による支援と相まって、地域や個人が抱える生活課

題を解決していくことができるよう、「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制を整備する

ことが市町村の努力義務とされています。また、今後の福祉改革を貫く基本コンセプトと

して、次のことがあげられています。 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 「住民に身近な圏域」での「我が事・丸ごと」 市町村域等 

根

拠 

① 他人事を「我が事」に変え
ていくような働きかけを
する機能 

第106条の３第1項第1号 

② 「複合課題丸ごと」「世帯丸
ごと」「とりあえず丸ごと」
受け止める場 
第106条の３第1項第２号 

③ 市町村における包括的な相
談支援体制 

 
第106条の３第1項第３号 

趣

旨 

●地域づくりの３つの方向性 
⇒互いに影響し合い、「我が事」
の意識を醸成 

●他人事を「我が事」に変える働
きかけをする機能が必要 
・「どのような地域に住みたいか」

を話し合える土壌 
・「楽しい」「やりがいがある」
取組への地域住民の参加 

・「深刻な状況にある人」に対し
「自分たちで何かできないか」
と思える意識 

●「住民に身近な圏域」の中で、住民
が直面している、あるいは住民が気
付いている課題に対して、「複合課

題丸ごと」「世帯丸ごと」相談する
先が分からない課題でも「とりあえ
ず丸ごと」受け止める機能をつくる

ことが必要である。このことによ
り、「安心して見つけて解決するこ
と」ができる地域を目指す。 

●ソーシャルワークの５つの機能 
・制度横断的な知識 
・アセスメント力 

・支援計画の策定・評価 
・関係者の連携・調整 
・資源開発 

●多様な、複合的な課題については、
福祉関係だけではなく、医療、保
健、雇用・就労、司法、産業、教

育、家計、権利擁護、多文化共生
など多岐にわたる分野で、市町村
単位、ときには都道府県単位の専

門機関も含めた多機関が協働する
体制の中で、解決方法が考えられ
るべき。 

●制度の狭間の問題の解決には、関
係機関同士が連携するだけではな
く、地域住民と協働して新たな社

会資源を見つけ出したり、必要に
応じて制度等をつくり出すことが
必要。 

●協働の中核を担う機能が必要。 
●協議の場やコーディネート機能を
担う人は、市町村で調整。 

  資料：「地域力強化検討会最終とりまとめ」（平成29年9月12日）等より抜粋 

  

～我が事・丸ごとの地域共生社会の実現～  

地域共生社会とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地

域住民や地域の多様な主体が、『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて

『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

のことです。 
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５ 計画の策定体制 
 

計画の策定にあたっては、保健関係者、福祉関係者、被保険者代表者等の参画のもとに、

可能な限り幅広い意見の聴取と、施策に対する広報・啓発に努めました。 

 

① 策定委員会による審議 

この計画の策定にあたり、学識経験者、保健関係者代表、福祉関係者代表、住民団

体関係者代表、議会代表、被保険者代表、公益代表から構成する「忠岡町第７期介護

保険事業計画及び第８次高齢者福祉計画策定委員会」において審議を行い、幅広い意

見の反映に努めました。 

 

 

② アンケート調査による住民ニーズ等の把握 

地域包括ケアシステムの構築を一層推進するとともに、「忠岡町高齢者福祉計画及び

介護保険事業計画」の見直しのための基礎調査とするため、２種類のアンケート調査

を実施しました。 

■アンケート調査の実施状況 

項 目 内  容 

調査地域 忠岡町全域 

調査対象 

① 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

平成29年３月１日現在、要介護等認定を受けていない65歳以上の方、 

及び要支援認定者の方を対象 

② 在宅介護実態調査 

  平成29年３月１日現在、在宅の要支援・要介護認定を受けている方 

調査方法 両調査ともに郵送による配布・回収 

調査期間 平成29年３月１日～３月15日（ただし、回収は４月10日まで実施） 

回収結果 

① 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

配布数：1,399件、回収数：952件、回収率：68.0％ 

② 在宅介護実態調査 

配布数：581件、回収数：376件、回収率：64.7％ 

 

 

③ パブリックコメント 

※実施後記載予定 
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６ 計画の推進体制 

 

この計画は、次のような体制により円滑かつ着実に推進していきます。 

 

① 計画の進行管理 

この計画の進行管理は、ＰＤＣＡサイクルにより、住民をはじめ医療や福祉の関係

者による介護保険運営協議会において行っていきます。 

また、介護保険事業の決算状況などについて、毎年広報紙により住民に公表してい

ますが、今後も計画の決算や進捗状況について公表を行っていきます。 

 

 

② 広域事業者指導課による地域密着型サービスの指定等 

地域密着型サービス事業者の指定、指導及び介護サービス事業者の実地指導等につ

いて、引き続き、近隣５市（貝塚市、岸和田市、泉大津市、和泉市、高石市）により

設立した広域事業者指導課において行っていきます。 

 

 

③ ケースカンファレンス等の推進 

介護予防や認知症の予防、重度化の防止など、介護サービスと併せて支援を必要と

する高齢者に対する適切なサービスの調整が必要であり、また、家族に対する支援等

総合的な対応が必要なケースや困難事例なども増加している中で、ケースカンファレ

ンスの一層の推進を図ります。 

 

 

④ 関係機関、地域との連携 

誰もが高齢期を健康でいきいきと送ることができるように、地域での健康づくりを

はじめ、介護予防の取組や世代間交流等の機会づくりなどを進めていく必要がありま

す。 

また、支援や介護が必要になっても安心して暮らすことができるように、身近な地

域でのボランティアや高齢者同士による支え合い、安否確認、虐待及び孤立死の防止、

認知症高齢者の徘徊等による事故防止など、地域団体や住民の方々との連携及び協働

による取組が一層、必要となっています。 

さらに、支援困難ケースをはじめ、多様化する福祉ニーズに対応するとともに、在

宅での看護や看取りへのニーズへの対応も必要となっています。 

そのため、医師会や歯科医師会、薬剤師会、、介護サービス事業者等関係機関等との

連携を強化するとともに、関係団体等との一層の連携強化を図ります。 
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１ 2025年を見据えた重点課題 
 

  忠岡町における2025年（平成37年）を見据えた重点課題を次のように設定します。 

 

  ① 人口動向 

 人口は今後、緩やかに減少を続け、平成37年には15,758人と推計され、高齢化率は

平成29年の28.0％から29.3％になるものと推計されます。 

 平成29年時点で後期高齢者数（2,419人）が前期高齢者数（2,409人）を初めて上回

りましたが、今後高齢者の中の高齢化が加速し、平成37年には後期高齢者が高齢者総

数に占める割合が61.5％となるものと推計されます。 

 平成29年時点の人口ピラミッドでは、団塊の世代を含む前期高齢者とその子どもの団

塊ジュニアの40代が多く、一方、60歳前後の層は極端に少ない状況です。 

 高齢者の就業率が上昇しています。 

今後の課題：前期高齢者の健康づくりと介護予防の取組の一層の推進。 

      40～50代の壮年者の生活習慣病の予防と健康づくりの推進。 

      身近な地域での集いの場づくりやいきがい活動の推進。 

      地域住民が主体となった健康づくりや介護予防の推進。 

                  高齢者の経験や知識などを活用する場や機会、ボランティアや就労の

場の確保など。 

 

  ② 世帯動向 

 平成27年の国勢調査から、高齢者のいる世帯は全体の46.1％とおよそ半数を占めてい

ます。 

 ひとり暮らしや夫婦のみ世帯は、高齢者のいる世帯の57.6％で、平成22年に比べて2.0

ポイント上昇し、今後も上昇が見込まれます。 

 ひとり暮らしでは、男性の割合が上昇傾向にあります。 

今後の課題：地域共生社会の構築の推進。 

          住み慣れた地域で済み続けることができるよう、支援や介護が必要に  

なった時の住まいの確保や在宅医療と介護の連携の推進。 

 

③ 要介護等認定者動向から 

 要介護等認定者数の平成21年から29年でおよそ1.4倍となっていますが、特に要支援

及び要介護１の増加率が高くなっています。また、平成29年７月末時点の要介護度別

構成では、要介護１の構成比は全国や大阪府水準より高くなっています。 

 要介護等認定者数は、女性のほうが平均寿命が長いことを反映し、男性のおよそ2.4倍

となっています。 

第２章 計画の基本的な考え方 
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 年齢別の認定率は、65～69歳が4.3％に対し、80歳を超えると急上昇し、90歳以上

では76.7％で、およそ４人に３人が要介護等認定を受けています。 

今後の課題：介護予防や重度化防止の一層の推進。 

          認知症予防等認知症対策の推進。 

          若年性認知症に関する実態把握や相談・支援の充実。 

 

④ アンケート調査から 

 非認定者の介護予防事業対象者率は、趣味や生きがいが思いつかない人や、誰かと食事

をする機会が少ない人、運動機能や口腔機能の低下している人、閉じこもり傾向のある

人などが高くなっています。 

 非認定者の治療中等の病気は、男性では高血圧や脳卒中、心臓病、腎臓・前立腺の病気

女性よりが高く、女性では筋骨格の病気や目の病気、高脂血症が男性より高くなってい

ます。 

 要介護等認定者が現在抱えている病気は、男性では脳卒中が女性より特に高く、女性は

筋骨格系疾患や変形性関節症が男性より特に高くなっています。 

 非認定者で健康づくり活動や趣味等のグループ活動のお世話役として「是非参加したい」

や「参加してもよい」と考えている人は、男性が30.6％、女性が25.6％となっていま

す。 

 非認定者で近所の手助けできることとして、男性は77.5％が、女性は80.9％があげて

います。内容として、男性では「外回りの作業や力仕事」や「緊急時の連絡・応対」が

女性より高く、女性では「話し相手」や「買物や移動の手助け」「家事の手伝い」「ゴミ

出し」が男性より高くなっていました。 

今後の課題：性差によりかかる病気が違うことにも留意した健康づくりの推進。 

          健康づくり活動や趣味等のグループ活動、近所での支え合いに参加意

向を持つ人が参加しやすい仕組みづくり。 
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２ 計画の基本的視点 
 

  この計画の施策を展開するための基本的視点として、次の点を重視します。 

① 人権の尊重 

この計画の施策の推進や介護サービスの提供にあたっては、同和問題をはじめ障が

いのある人、在日外国人、ＬＧＢＴ（性的少数者）等に係る人権上のさまざまな問題

を十分考慮し、すべての高齢者の人権を尊重します。 

特に障がいの有無や程度、心身の状況、人生経験、社会環境等、高齢者一人ひとり

の多様な状況に応じて、個性を尊重し、高齢者が主体的に、必要な時に必要な所で、

必要な情報や支援を利用できるよう、施策のあらゆる場面において、きめ細かな取組

の推進に努めます。 

また、個人情報の収集及び提供にあたっては、個人情報保護に関する法律、特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律、個人情報保護条例、国の「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を踏まえ、関

係機関（者）との間で個人情報を収集・提供する場合のルールの策定に取り組みます。 

 

② 自立支援、介護予防・重度化防止の推進 

地域包括ケアシステムの構築の一環として、高齢者への支援、介護予防、要介護状

態等の軽減、重度化の防止が必要です。 

そのため、自立支援・介護予防に関する地域全体への普及啓発をはじめ、介護予防

に資する住民主体の通いの場の充実、リハビリテーション専門職種等との連携、口腔

機能向上や低栄養防止に係る活動の推進、自立支援型ケアマネジメントや多職種連携

による地域ケア会議の推進、地域包括ケアセンターの機能強化等、忠岡町の実態や状

況に応じた取組を計画的に進めます。 

 

③ 高齢者の自立と尊厳を支える体制の整備・施策の推進 

高齢者が要介護状態等になっても、自分の意思で自分らしい生活を営むことを可能

とする「高齢者の自立と尊厳を支えるケア」の確立の重要性を踏まえ、可能な限り住

み慣れた地域において、継続して日常生活を営むことができるよう、高齢者の意思及

び自己決定を最大限尊重する視点に立って、体制の整備やきめ細かな施策の推進を図

ります。 
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④ 地域包括ケアシステムの深化・推進における協働の重要性 

これまで進めてきた地域包括ケアシステムを深化・推進するため、医療・介護の連

携体制の整備をはじめ、日常生活支援体制の整備、地域ケア会議の開催など、体制整

備の充実が必要です。 

そのため、これまで以上に大阪府をはじめ、近隣市や医師会、サービス提供事業者

等関係機関との連携・協働を進め、忠岡町らしい地域包括ケアシステムの構築・推進

を目指します。 

 

⑤ 中長期的な視点に立った施設整備と在宅サービスのあり方 

全国的には団塊の世代が75歳以上となる2025年が大きな節目となりますが、大阪

府では、要介護認定率は2035年、介護需要は2040年に向けてさらに高まることが

予測されています。 

忠岡町では、平成29年9月末時点で、後期高齢者数が前期高齢者数を上回りました。

2025年以降の取組については、今後の人口動向を見つつ、介護予防施策にも取り組

み、施設整備や在宅サービス等の基盤のあり方を検討していきます。 

 

⑥ 災害時における福祉サービスの継続と関係機関の連携 

災害発生後に、関係者と連携を取りながら、他の地方公共団体等からの応援派遣等

も活用し、サービスの提供継続に必要な体制を確立する方策について、今後検討して

いきます。 

また、介護サービス事業者に対し、災害時における対応に関するマニュアルの整備

など、災害対策の取組を促進します。 
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３ 計画の基本理念と将来像 
 

地域包括ケアシステムの構築を目指して、前期の第6期計画では介護、医療、生活支援、

介護予防の充実が求められ、本町が目指すべき地域包括ケアシステムの将来像と基本理念

を次のように設定しました。 

設定の根拠としては、団塊の世代が高齢期を迎えて、高齢化の進行が一層加速すること

が予測されますが、要介護認定を受ける人は20％強で、大半の高齢者は元気であり、ある

いは病気を抱えながらも日常生活を自立して送っています。そこで、健康寿命の延伸を図

り、住み慣れた地域で、それまでに培われた豊富な経験や知識、技術等を生かして、いき

いきと豊かに暮らせるまちづくりを、町民みんなで進めていくことが必要です。 

また、支援や介護が必要な状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で、個人の尊厳

やその人らしい生き方が尊重され、安心して暮らせるように、行政をはじめ地域社会を構

成するさまざまな人や団体、機関等が連携し、助けあい、支えあう、参加と協働の福祉の

まちづくりを推進していくことが必要です。 

この考え方は、地域包括ケアシステムを深化・推進していく上でも、基底となるもので

あることから、第7期計画においてもこの将来像と基本理念を踏襲します。 

 

■基本理念                                 ■将来像 

    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長年培ってきた経験や知識、技術
等を生かした社会参加や社会貢
献、いきがいづくりを進め、健康
でいきいきと暮らし、人が輝くま
ちを目指します。 

誰もが住み慣れた家庭・地域でいつま
でも安心してその人らしく暮ら
すことができるよう、介護・予防
・医療・生活支援・住まいに関する支
援・サービスの包括的な提供体制
の構築を目指します。 

高齢者等の多様な生活課題等を
「我が事・丸ごと」受け止め、解
決に向けて、地域のさまざまな主
体による取組が行われるよう、心豊
かな地域づくりを目指します。 

基本理念１ 

人が輝くまち 

基本理念３ 

協働のまち 

基本理念２ 

安全・安心なまち 

みんなでつくろう 

健康長寿と 

安心介護のまち 
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４ 計画の基本目標 
 

本計画の将来像である『みんなでつくろう 健康長寿と安心介護のまち』を実現するた

め、４つの基本目標を掲げ推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 健やかでいきいきした暮らしのための支援 

高齢者が住み慣れた地域で、健康寿命を延ばし、社会との関わりの中でいきいきと

暮らし続けることができるようにすることを目標とします。 

そのため、生活習慣病や運動器機能の低下の予防を進めるとともに、ボランティア

や就労、生涯学習などの活動支援の取組を進めます。 

また、活動を支援するため、利用しやすい施設・設備や外出しやすい環境づくりを

進めます。 

基本目標２ 地域での自立した暮らしのための支援 

高齢者が支援や介護が必要になっても、住み慣れた家庭や地域で自分らしく自立し

て暮らし続けることができるようにすることを目標とします。 

そのため、支援や介護が必要になった時や緊急時など、いつでも安心して相談できる

体制の充実や相談・生活支援の拠点である地域包括支援センターの機能強化を進めます。 

また、地域住民をはじめ保健・福祉・医療等関係機関との連携のもと、介護予防・重

度化防止や生活支援、医療と介護の連携、認知症対策、防犯・防災対策などを進めます。 

基本目標３ 尊厳と権利が守られた暮らしのための支援 

年齢や心身の状態に関わりなく、尊厳と権利が守られて暮らし続けることができる

ようにすることを目標とします。 

そのため、人権尊重を基本に、地域住民をはじめ、関係機関、企業・商店などとの連

携のもと、虐待の防止や孤立死の防止などを進めるとともに、判断能力の低下した人が

財産や金銭の管理、介護サービス等利用のための契約などが行えるよう支援します。 

基本目標４ 安心できる暮らしのための介護保険制度の運営 

支援や介護を必要とする高齢者等が、一人ひとりの状態に応じてサービスを利用し

ながら安心して暮らし続けることができるようにすることを目標とします。 

そのため、介護サービスの質や量の充実とともに、家族介護者が働きながら介護で

きるように、また、心身の負担の軽減が図られるよう支援します。 

さらに、介護保険制度の安定した運営を目指し、公平・公正で適切な要介護認定の

実施や給付の適正化を進めます。 



－１４－ 

 

 

 

１ 人口と世帯の構造 
 

(１) 人口や世帯の動向 

① 人口はゆるやかに減少し、後期高齢者が前期高齢者を上回る 

忠岡町の人口はゆるやかに減少を続け、平成29年９月末現在では17,272人となっ

ています。そのうち、15歳未満の年少人口は2,240人、15～64歳の生産年齢人口

は10,204人で、ともに減少を続けています。一方、65歳以上の高齢者人口は4,828

人で、増加を続けています。 

高齢者のうち、65～74歳の前期高齢者及び75歳以上の後期高齢者は、ともに増加

を続けてきましたが、平成29年９月末現在では、前期高齢者が減少に転じ、後期高齢

者が前期高齢者を上回りました。 

 
■年齢区分別 人口の推移 

 
資料：住民基本台帳人口（外国人登録含む）（各年９月末現在） 
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－１５－ 

② 平成26年以降、高齢化率が全国及び大阪府水準より高く、高齢化が加速 

高齢化率は、平成25年までは全国水準より若干低く、大阪府水準より若干高く推移

していましたが、平成26年以降は全国水準より高く、高齢化の進行が加速しています。

平成29年９月末現在では28.0％となっています。 

 
■高齢化率の推移／全国及び大阪府との比較 
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資料：忠岡町は、住民基本台帳（外国人を含む）（各年９月末現在） 

全国、大阪府は総務省統計局「人口推計」（各年10月１日現在） 
 
 

 

 

  



－１６－ 

③ 人口ピラミッドは前期高齢者と40代が多い 

平成29年９月末現在の性・年齢５歳階級別人口構成では、団塊の世代を含む70歳

前後の層、つまり前期高齢者とその子どもの団塊ジュニアの40代が明らかに多くなっ

ているのがわかります。団塊の世代がすべて後期高齢者になる平成37年以降は、要介

護等認定者や認知症高齢者の増加が予測され、前期高齢者の健康づくりと介護予防の

取組を一層、推進することが必要です。 

 

■性・年齢５歳階級別人口構成［平成29年９月末現在］ 
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資料：住民基本台帳（外国人を含む） 
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－１７－ 

④ 高齢者のいる世帯は全世帯のおよそ半数近く、ひとり暮らし及び夫婦のみ世

帯は高齢者のいる世帯のおよそ６割 

高齢者のいる一般世帯数は増加を続け、平成27年には3,093世帯、一般世帯総数

の46.1％とおよそ半数近くになっています。 

また、ひとり暮らし、夫婦のみ世帯、同居等世帯はそれぞれ増加していますが、ひ

とり暮らし及び夫婦のみ世帯は合わせて1,783世帯で、高齢者のいる一般世帯総数の

57.6％を占め、平成22年の55.6％より高くなっています。 

 

■高齢者のいる世帯の推移 

 
資料：国勢調査（各年10月１日現在） 

注）夫婦のみ世帯とは、夫が65歳以上、妻が60歳以上の世帯とし、棒グラフの上の数値は高齢者世帯総数 

 

              ■一般世帯数の推移     （単位 上段：世帯 下段：％） 

年次 
項目 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 
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61.4 
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59.1 
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資料：国勢調査（各年10月１日現在） 
注）夫婦のみ世帯とは、夫が65歳以上、妻が60歳以上の世帯 
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－１８－ 

⑤ ひとり暮らし世帯では、男性の割合が上昇傾向に 

平成27年の国勢調査から、ひとり暮

らし世帯の性別構成をみると、男性が

260人、女性が636人で、男性が29.0％、

女性が71.0％となっています。平成22

年に比べて男性が2.9ポイント上昇し、

一方、女性は2.9ポイント低下していま

す。女性は平成22年調査でも平成17年

から低下していて、男性の割合が上昇傾

向にあります。 

 
 

⑥ 高齢者のいる世帯の持ち家率は75％ 

平成27年の国勢調査から、高齢者の

いる世帯の住居の状況をみると、持ち家

率が74.9％を占め最も多く、民営の借家

が16.6％、公営・ＵＲ借家が7.4％など

となっています。持ち家率は、平成22

年に比べて1.8ポイント上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 高齢者のおよそ５人に１人が就業し、第３次産業が３分の２を占める 

平成27年の国勢調査から、高齢者の

就業状況をみると、就業者数は826人で、

高齢者人口4,737人の17.4％を占め、

平成22年より2.8ポイント上昇してい

ます。 

また、産業大分類別では、第１次産業

が2.2％、第２次産業が26.6％、第３次

産業が67.3％、分類不能が3.9％で、第

３次産業がおよそ３分の２を占めます。 

 

 

男性

260人

29.0%
女性

636人

71.0%

■ひとり暮らし高齢者の性別構成 

全体 

896人 

■高齢者世帯の住居の状況 
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■高齢者の就業状況 

 
資料：平成27年国勢調査（10月１日現在） 

第１次

産業

18人

2.2%

第２次

産業

220人

26.6%

第３次

産業

556人

67.3%

分類不能

32人

3.9%

全体 
3,093世帯 

資料：平成27年国勢調査（10月１日現在） 

全体 

826人 

資料：平成27年国勢調査（10月１日現在） 
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－１９－ 

(２) 要介護等認定者の状況 

① 要介護等認定者数は増加傾向にあり、認定率は全国より高く大阪府と同水準 

忠岡町の要介護等認定者数（各年次9月末現在）は、平成21年の743人が、平成

28年には1,041人と千人を超えて増加を続けています。平成29年９月末現在では

1,026人と若干減少しましたが、依然千人を超えています。 

第１号被保険者数（おおむね高齢者人口）に占める要介護等認定者数の割合（認定

率）は、平成21年に18.3％と一旦低下し、以降、低下、横ばいなどがあるものの、

おおむね上昇傾向にあり、平成28年には21.8％となり、過去最高となりました。平

成29年には21.4％と低下傾向を示していますが、介護保険制度が開始された平成12

年は11.5％で、17年間でおよそ10ポイント上昇しています。 

■要介護等認定者数及び認定率の推移 

 
資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在） 

注）認定率は認定者数を第１号被保険者数で除した数値 
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－２０－ 

② 要介護度別認定者数の推移では、要支援１及び要支援２、要介護1の伸びが

大きい 

平成21年以降の要介護度別認定者数の推移は、次の図のようになりますが、認定者

総数は平成21年から29年でおよそ1.4倍となっています。 

要介護度別では、要支援1が1.7倍で最も増加率が高く、次いで要支援2が1.6倍、

要介護1及び要介護2が1.4倍、要介護5が1.3倍、要介護３及び要介護4は横ばいとな

っていて、要支援１及び要支援２の増加率が高くなっています。 

■要介護度別 認定者数の推移 

  
資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在） 

  

 

③ 要介護等認定者の性別構成は、女性がおよそ７割を占める 

平成29年９月末現在の要介護等認定者について、性別の構成をみると、全体では、

男性が29.2％、女性が70.8％で、女性は男性のおよそ2.4倍と多くなっています。 

 

■要介護等認定者の性別構成（平成29年９月末現在） 

 
資料：介護保険事業状況報告 
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－２１－ 

要介護等認定者全体の年齢区分構成では、40～64歳が1.9％、65～74歳の前期高

齢者が合わせて14.8％、75～84歳の後期高齢者の前期が38.7％、85歳以上の後期

高齢者の後期が44.6％で、後期高齢者は合わせて83.3％となっています。 

性別では、男性は40～64歳、前期高齢者率が女性より高く、女性は後期高齢者率

が86.3％で、男性の76.3％より10ポイント高くなっています。 

■要介護等認定者の性別 年齢区分構成（平成29年９月末現在） 

 
資料：介護保険事業状況報告 

 

 

④ 認定率は65～69歳が4.3％、90歳以上が76.7％で、女性は各年齢層で男

性より高い 

認定率は、後期高齢者になると上昇し、特に85歳以上では高く、85～89歳が

57.4％、90歳以上では76.7％となります。 

女性は各年齢層で男性より高く、年齢が上がるにしたがいその差が開き、90歳以上

では男性が63.9％に対し、女性は81.0％となっています。 

■年齢別の認定者数と認定率（平成29年９月末現在） 

 
資料：介護保険事業状況報告 
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－２２－ 

■性・年齢別の認定者数と認定率（平成29年９月末現在） 

年齢区分 
項目 

40～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90歳以上 

認
定
者
数 

全  体 19 56 95 139 259 270 188 

男  性 9 24 38 47 73 70 39 

女  性 10 32 57 92 186 200 149 

認
定
率 

全  体 0.3 4.3 8.7 14.7 34.2 57.4 76.7 

男  性 0.3 3.9 7.7 11.1 25.7 47.6 63.9 

女  性 0.4 4.6 9.5 17.6 39.8 61.9 81.0 

注）認定率は、平成29年７月末現在の忠岡町の年齢別人口に対する割合 

 

 

⑤ 要支援１・２の率は28.7％で、全国水準と同程度、大阪府より低い。要介

護１は大阪府や全国水準より高い 

平成29年９月末現在の要介護度構成を、全国及び大阪府と比べると、要支援１及び

要支援２の割合が、大阪府より低く、全国より若干高い水準となっています。大阪府

は全体では要支援１が19.5％と特に高くなっています。忠岡町では、この要支援の率

が10年前に比べて高くなっています。 

また、忠岡町では要介護１が大阪府及び全国水準より高く、要介護２は大差なしと

なっています。要介護３以上は、大阪府より若干低く、全国より低く、10年前に比べ

て要介護３が特に低くなっています。 

 

■要介護度別認定者数の構成比の全国・大阪府との比較 

 
資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在） 
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２ 高齢者アンケート調査からみた生活とニーズ 
 

(１) 生活機能評価から／非認定高齢者の介護等リスクの状況 

① 介護予防事業対象者の判定における性差と加齢に伴う影響 

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」から、要支援認定を受けていない高齢者（「非

認定者」といいます。）について、基本チェックリストに準じる項目により、介護予

防事業対象者率と生活機能全般、運動器機能、栄養状態、口腔機能の４分野別のリス

ク該当者率を性別でみると、女性は特に介護予防事業対象者率及び運動器機能低下者

率が男性に比べて高くなっています。 

■非認定者／性別 ４分野別リスク該当者率 

性別 
介護予防事業

対象者率(%) 

生活機能全般

低下者率(%) 

運動器機能 

低下者率(%) 

低栄養 

該当者率(%) 

口腔機能 

低下者率(%) 

男性(N=337) 27.9 9.5 9.2 1.2 21.4 

女性(N=403) 33.3 6.2 15.9 1.7 23.8 

   

性・年齢３区分別では、男女共に介護予防事業対象者率をはじめ、生活機能全般、

運動器機能、口腔機能で85歳以上の方のリスク該当者率（機能低下者率）が高くなっ

ています。女性は、低栄養該当者率も85歳以上で高く、口腔機能以外の各分野は男性

よりも高く、女性は加齢の影響が特に大きくなっています。 

■非認定者／性・年齢３区分別 ４分野別リスク該当者率 

分  野 

男性 女性 

65～74歳 

(N=199) 

75～84歳 

(N=116) 

85歳以上 

(N=21) 

65～74歳 

(N=255) 

75～84歳 

(N=125) 

85歳以上 

(N=23) 

介護予防事業対象者率(%) 22.6 33.6 47.6 24.7 43.2 73.9 

生活機能全般低下者率(%) 6.5 12.9 19.0 2.4 7.2 43.5 

運動器機能低下者率(%) 5.5 12.9 23.8 11.4 17.6 56.5 

低栄養該当者率(%) 1.5 0.9 0.0 1.6 0.8 8.7 

口腔機能低下者率(%) 18.6 23.3 38.1 16.5 36.8 34.8 

 

 

② 性・世帯類型における違い 

介護予防事業対象者率及び４分野別のリスク該当者率を性・世帯類型別でみると、

男女共にひとり暮らしが介護予防事業対象者率及び口腔機能低下者率が高くなって

います。女性のひとり暮らしは生活機能全般、運動器機能、栄養状態でのリスク該当

者率も高く、顕著な違いがあります。 



－２４－ 

■非認定者／性・世帯類型別 ４分野別リスク該当者率 

分  野 

男性 女性 

ひとり 

暮らし 

(N=31) 

夫婦のみ 

世   帯 

(N=195) 

同居等 

世  帯 

(N=111) 

ひとり 

暮らし 

(N=87) 

夫婦のみ 

世   帯 

(N=169) 

同居等 

世  帯 

(N=141) 

介護予防事業対象者率(%) 35.5 30.3 21.6 40.2 29.0 34.8 

生活機能全般低下者率(%) 9.7 11.3 6.3 11.5 2.4 7.8 

運動器機能低下者率(%) 12.9 9.2 8.1 23.0 11.8 17.0 

低栄養該当者率(%) 0.0 1.0 1.8 3.4 1.2 1.4 

口腔機能低下者率(%) 29.0 21.5 18.9 29.9 20.7 24.1 

 

 

③ 前回調査との比較 

非認定者について、前回調査の65歳以上（前回調査は60歳以上対象）と比べると、

介護予防事業対象者率及び運動器機能低下者率が、特に低下しています。その他の分

野では大差ありません。 

■非認定者 分野別リスク該当者率／前回調査との比較 

調査 
介護予防事業

対象者率(%) 

生活機能全般

低下者率(%) 

運動器機能 

低下者率(%) 

低栄養 

該当者率(%) 

口腔機能 

低下者率(%) 

全体(N=758) 31.0 7.7 12.8 1.6 23.0 

前回(N=1,080) 37.1 9.6 23.1 1.5 24.2 

 

④ その他の機能低下の判定における性差と加齢に伴う影響 

基本チェックリストに準じる項目により、その他の判定による機能低下の状況を性

別でみると、男女共に認知機能低下者率が50％を超えて高くなっています。また、女

性は転倒リスクあり率が男性より特に高くなっています。 

■非認定者／性別 その他リスク該当者率 

性別 
転倒リスク 
あり率(%) 

閉じこもり 
要注意者率(%) 

閉じこもり 
該当者率(%) 

認知機能 
低下者率(%) 

うつ傾向 
該当者率(%) 

男性(N=337) 24.6 6.2 3.9 54.6 37.7 

女性(N=403) 29.5 8.4 4.0 57.6 40.9 

 

性・年齢３区分別でみると、男女共に転倒リスクあり率、認知機能低下者率、うつ

傾向該当者率が85歳以上の方で特に高くなっています。なかでも転倒リスクあり率は、

加齢に伴う影響が大きいことがわかります。 

また、閉じこもり要注意者率は、特に女性の85歳以上の方が高く、閉じこもり該

当者率は、特に男性の85歳以上の方が高くなっています。 
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－２５－ 

■非認定者／性・年齢３区分別 その他リスク該当者率 

分  野 

男性 女性 

65～74歳 

(N=199) 

75～84歳 

(N=116) 

85歳以上 

(N=21) 

65～74歳 

(N=255) 

75～84歳 

(N=125) 

85歳以上 

(N=23) 

転倒リスクあり率(%) 18.6 31.9 42.9 25.5 34.4 47.8 

閉じこもり要注意者率(%) 4.0 10.3 4.8 5.5 11.2 26.1 

閉じこもり該当者率(%) 3.0 4.3 9.5 2.7 6.4 4.3 

認知機能低下者率(%) 47.2 63.8 71.4 54.5 60.8 73.9 

うつ傾向該当者率(%) 38.2 35.3 42.9 41.2 37.6 56.5 

 

 

⑤ 性・世帯類型における違い 

その他の判定による機能低下の状況を性・世帯類型別でみると、男性は閉じこもり

要注意者率をはじめ、認知機能低下者率、うつ傾向該当者率が夫婦のみ世帯で高くな

っています。 

一方、女性は閉じこもり該当者率を除く各分野で、ひとり暮らし及び同居等世帯で

高くなっています。 

■非認定者／性・世帯類型別 その他リスク該当者率 

分  野 

男性 女性 

ひとり 
暮らし 
(N=31) 

夫婦のみ 
世   帯 
(N=195) 

同居等 
世  帯 
(N=111) 

ひとり 
暮らし 
(N=87) 

夫婦のみ 
世   帯 
(N=169) 

同居等 
世  帯 
(N=141) 

転倒リスクあり率(%) 35.5 23.1 24.3 32.2 26.6 32.6 

閉じこもり要注意者率(%) 3.2 8.7 2.7 11.5 5.3 10.6 

閉じこもり該当者率(%) 0.0 5.1 2.7 2.3 3.6 5.7 

認知機能低下者率(%) 48.4 58.5 49.5 58.6 55.6 60.3 

うつ傾向該当者率(%) 35.5 39.5 35.1 44.8 37.3 41.8 

 

 

⑥ 前回調査との比較 

非認定者について、前回調査の65歳以上と比べると、認知機能低下者率及び閉じこも

り該当者率が、特に増加しています。 

■非認定者 その他リスク該当者率／前回調査との比較 

調査 
転倒リスク 
あり率(%) 

閉じこもり 
要注意者率(%) 

閉じこもり 
該当者率(%) 

認知機能 
低下者率(%) 

うつ傾向 
該当者率(%) 

全体(N=758) 27.0 7.3 3.8 56.3 39.4 

前回(N=1,080) 22.3 4.7 0.2 35.8 37.5 

   注）前回の転倒リスクあり率は、今回調査に合わせて「過去1年間の転倒経験あり」率を使用。 

  



－２６－ 

(２) 非認定者の介護予防事業対象者の暮らし像 

① 介護予防事業対象者は、男性より女性が多く、男女共に65～74歳が多い。 

■非認定者／介護予防事業対象・対象外別 性・年齢３区分別構成 

 

注）対象外には、各設問無回答などで判定不能を含みます（以下、同様）。 

 

 

② 介護予防事業対象者率は、趣味や生きがいがある人よりも「思いつかない」

と回答した人のほうが高い。 

■非認定者／趣味や生きがいの有無別 介護予防事業対象者率 

【趣味】                【生きがい】 

 

 

③ 介護予防事業対象者は、ボランティアグループ、スポーツ関係、老人クラブ、

収入のある仕事などの地域での活動に週１回以上の参加率が対象外の人に比

べて低い。 

■非認定者／介護予防事業対象・対象外別 地域での活動への週１回以上の参加率 
＜ボランティアグループ＞   ＜スポーツ関係＞       ＜趣味関係＞    ＜学習・教養サークル＞ 
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④ 介護予防事業対象者は、誰かと食事を一緒にする機会が「少ない」及び「ほ

とんどない」人が対象外の人より多い。 

■非認定者／介護予防事業対象・対象外別 誰かと一緒に食事をする機会 

 

 

 

⑤ 介護予防事業対象者は、運動器機能や閉じこもり関連、口腔機能について対

象外の人に比べて特に差が著しい（3倍以上）。 

■非認定者／介護予防事業対象・対象外別 差が３倍以上ある項目 
＜階段の昇り＞   ＜椅子からの立ち上がり＞＜15分位の継続歩行＞  ＜外出回数の減少＞ 
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－２８－ 

(３) 機能の維持・向上のために 

① 非認定者の治療中の病気または後遺症のある病気 

非認定者の場合、男女共に「高血圧」がトップで、男性が49.3％、女性が41.7％

となっています。男性は「高血圧」以外に、「脳卒中」や「心臓病」「腎臓・前立腺の

病気」が女性より特に高く、一方、女性は「筋骨格の病気」をはじめ、「目の病気」「高

脂血症」が男性より特に高くなっています。 

男女共に有病率が前回調査よりわずかながら低下し、男性は、「高血圧」や「脳卒中」

「外傷」以外は低下あるいは同程度となっています。女性は、「筋骨格の病気」以外

は低下あるいは同程度となっています。 

■非認定者／性別 治療中の病気または後遺症のある病気（複数回答）  （単位：%） 

性別 高血圧 脳卒中 心臓病 糖尿病 高脂血症 
呼吸器 
の病気 

胃腸・肝
臓・胆のう 

腎臓・前立
腺の病気 

男性(N=337) 49.3 4.5 11.6 11.3 7.7 4.7 6.2 13.9 

女性(N=403) 41.7 1.0 5.2 10.9 10.2 2.7 5.2 2.0 
 

性別 
筋骨格 
の病気 

外傷 がん 
血液・免疫

の病気 
うつ病 認知症 

パーキン 
ソン病 

目の病気 

男性(N=337) 4.7 3.3 3.0 0.3 1.2 1.8 0.3 14.2 

女性(N=403) 19.6 3.7 1.5 1.2 1.5 0.7 0.2 22.1 
 

性別 耳の病気 その他 有病率 

男性(N=337) 6.2 4.7 79.5 

女性(N=403) 6.7 6.5 78.1 

注）網掛けは性差が特にみられる疾病等。 

■非認定者／性別 治療中の病気または後遺症のある病気（複数回答）／前回調査 （単位：%） 

性別 高血圧 脳卒中 心臓病 糖尿病 高脂血症 
呼吸器 
の病気 

胃腸・肝
臓・胆のう 

腎臓・前立
腺の病気 

男性(N=478) 46.4 3.8 12.8 14.9 7.9 6.1 8.2 15.9 

女性(N=598) 44.1 1.2 6.5 11.2 9.2 4.0 7.2 2.0 
 

性別 
筋骨格 
の病気 

外傷 がん 
血液・免疫

の病気 
うつ病 認知症 

パーキン 
ソン病 

目の病気 

男性(N=478) 6.9 1.0 5.4 1.3 0.8 0.6 0.2 13.4 

女性(N=598) 18.1 4.3 4.0 0.5 1.3 0.5 0.5 22.1 
 

性別 耳の病気 
皮膚の 
病気 

歯の病気 その他 有病率 

男性(N=478) 7.1 9.6 12.8 3.8 81.8 

女性(N=598) 7.9 3.3 13.5 5.9 82.8 

注）網掛けは性差が特にみられる疾病等。 

前回調査では、「皮膚の病気」「歯の病気」あり。 
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② 非認定者の介護・介助が必要になった主な原因 

非認定者で何らかの介護・介助が必要な人の場合、その主な原因となった疾病等は、

男性の場合、「心臓病」や「関節の病気」「視覚・聴覚障がい」が女性より特に高く、

一方、女性は「骨折・転倒」や「その他」が男性より特に高くなっています。 

  ■非認定者／性別 介護・介助が必要になった主な原因（複数回答）    （単位：%） 

性別 脳卒中 心臓病 がん 
呼吸器 
の病気 

関節の 
病気 

認知症 
パーキン 
ソン病 

糖尿病 

男性(N=21) 9.5 19.0 0.0 4.8 9.5 9.5 4.8 14.3 

女性(N=32) 6.3 9.4 3.1 3.1 3.1 9.4 3.1 18.8 
 

性別 腎疾患 
視覚・聴覚 

障がい 
骨折・転倒 脊椎損傷 

高齢による 
衰弱 

その他 

男性(N=21) 0.0 9.5 4.8 4.8 14.3 9.5 

女性(N=32) 0.0 0.0 9.4 3.1 12.5 15.6 

注）網掛けは性差が特にみられる疾病等。 

 

 

③ 要支援認定者の治療中の病気または後遺症のある病気 

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の要支援認定者は回答数が少なく（特に男

性）一概にはいえませんが、非認定者と同様に、男女共に「高血圧」がトップで、男

性が29.4％、女性が57.1％で、特に女性が高くなっています。男性は「脳卒中」や

「胃腸・肝臓・胆のう」などが女性より特に高く、一方、女性は「高血圧」以外に、

「心臓病」「呼吸器の病気」「筋骨格の病気」「外傷」「目の病気」「耳の病気」が男性

より特に高くなっています。 

■要支援認定者／性別 治療中の病気または後遺症のある病気（複数回答） （単位：%） 

性別 高血圧 脳卒中 心臓病 糖尿病 高脂血症 
呼吸器 
の病気 

胃腸・肝
臓・胆のう 

腎臓・前立
腺の病気 

男性(N=17) 29.4 23.5 0.0 5.9 5.9 0.0 23.5 11.8 

女性(N=42) 57.1 4.8 14.3 4.8 7.1 9.5 9.5 7.1 
 

性別 
筋骨格 
の病気 

外傷 がん 
血液・免疫

の病気 
うつ病 認知症 

パーキン 
ソン病 

目の病気 

男性(N=17) 11.8 17.6 5.9 0.0 0.0 0.0 5.9 17.6 

女性(N=42) 38.1 23.8 9.5 0.0 2.4 0.0 2.4 28.6 
 

性別 耳の病気 その他 有病率 

男性(N=17) 5.9 11.8 88.2 

女性(N=42) 16.7 7.1 100.0 

注）網掛けは性差が特にみられる疾病等。 

 

 



－３０－ 

④ 要介護等認定者の現在抱えている傷病 

「在宅介護実態調査」から、要介護等認定者の現在抱えている傷病についてみると、

男性は「脳卒中」が女性に比べて特に高くなっています。一方、女性は「筋骨格系疾

患」や「変形性関節疾患」が男性より特に高くなっています。 

        ■要介護等認定者／性別 現在抱えている傷病（複数回答）     （単位：%） 

性別 脳卒中 心臓病 がん 
呼吸器 
疾患 

腎疾患 
筋骨格系 

疾患 
膠原病 

変形性 
関節疾患 

男性(N=116) 19.8 12.9 9.5 10.3 2.6 12.9 4.3 6.9 

女性(N=260) 7.7 13.5 5.8 5.4 1.9 30.4 4.6 19.2 
 

性別 認知症 
パーキン 
ソン病 

難病 糖尿病 
眼科・耳鼻

科疾患 
その他 

男性(N=116) 22.4 6.9 2.6 15.5 24.1 22.4 

女性(N=260) 19.2 5.4 0.8 16.2 26.5 19.6 

注）網掛けは性差が特にみられる疾病等。 

 

 

(４) いきいきした支えあいの地域づくりに向けて 

① 健康づくり活動や趣味等のグループ活動への参加意向 

健康づくり活動や趣味等のグループ活動について、非認定者の男性は75～84歳、

85歳以上の参加意向「あり」（「是非参加したい」＋「参加してもよい」）率が、女性

の同年齢層より高く、また、企画・運営（お世話役）としての参加意向「あり」率も、

各年齢層で女性より高くなっています。 

■非認定者／性・年齢３区分別 健康づくり活動や趣味等のグループ活動への参加意向 

＜参加者として＞     ＜企画・運営（お世話役）として＞ 
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非認定者について小学校区・地区別にみると、「是非参加したい」及び「参加しても

よい」を合わせた参加意向「あり」率は、参加者としてもお世話役としても東忠岡小

学校区が高くなっています。 

また、忠岡小学校区では、参加者としてもお世話役としても忠岡北が最も高く、参

加者としては65.0％、お世話役としては35.0％となっています。東忠岡小学校区で

は、参加者としてもお世話役としても北出が最も高く、参加者としては66.6％、お世

話役としては44.5％となっています。 

■非認定者／小学校区・地区別 健康づくり活動や趣味等のグループ活動への参加意向 

＜参加者として＞    ＜企画・運営（お世話役）として＞ 

 

 

 

② 近所の手助けできること 

非認定者が近所の手助けできることでは、手助けできる率は男性が77.5％、女性が

80.9％で、女性が若干高くなっています。男性は65～74歳が80.9％で最も高く、

年齢が上がるにしたがい低下し、85歳以上では66.7％となっています。 

一方、女性は65～74歳及び75～84歳がそれぞれ82.8％、83.2％と高く、85歳

以上では47.8％と半数を割り、男性より低くなっています。 

内容としては、男性は「外回りの作業や力仕事」や「緊急時の連絡・応対」が女性

より高く、女性は「話し相手」や「買物や移動の手助け」「家事の手伝い」「ゴミ出し」

が男性より高くなっています。 
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■非認定者／性・年齢３区分別 近所の手助けできること（複数回答）（単位：%） 

性・年齢 

３区分 

回
答
数 

話
し
相
手 

買
物
や
移
動
の

手
助
け 

家
事
の
手
伝
い 

外
回
り
の
作
業

や
力
仕
事 

ゴ
ミ
出
し 

緊
急
時
の
連
絡
・ 

応
対 

見
守
り 

そ
の
他 

手
助
け
で
き
る

率 

何
も
で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 758 44.3 20.6 8.2 9.2 22.4 30.6 28.2 2.1 79.3 12.5 8.2 

男   性  337 30.0 16.0 3.3 16.3 17.5 38.0 30.3 2.1 77.5 15.4 7.1 

65～74歳 199 23.1 18.6 3.5 20.1 16.1 42.2 32.2 1.0 80.9 16.1 3.0 

75～84歳 116 40.5 12.9 2.6 11.2 20.7 30.2 28.4 3.4 73.2 14.7 12.1 

85歳以上 21 38.1 9.5 4.8 9.5 14.3 38.1 19.0 4.8 66.7 14.3 19.0 

女    性 403 56.8 24.3 12.2 3.2 26.6 24.3 26.8 2.2 80.9 10.2 8.9 

65～74歳 255 55.7 28.6 14.1 4.7 26.7 25.9 32.9 2.0 82.8 8.6 8.6 

75～84歳 125 60.8 19.2 9.6 0.8 27.2 24.0 16.8 3.2 83.2 8.8 8.0 

85歳以上 23 47.8 4.3 4.3 0.0 21.7 8.7 13.0 0.0 47.8 34.8 17.4 

注）網掛けは性別で差がある項目と各項目で高いもの。 

 

小学校区・地区別では、手助けできる率は忠岡小学校区が79.4％、東忠岡小学校区

が79.1％で、ほぼ同率となっています。また、内容的にも小学校区で大差ありません。 

地区別では、忠岡小学校区の忠岡北は、手助けできる率が95.0％で各地区を通じて

最も高く、内容としては「話し相手」をはじめ「外回りの作業や力仕事」「見守り」

が各地区を通じて最も高くなっています。東忠岡小学校区では、手助けできる率は高

月北が86.4％で最も高く、内容的には「緊急時の連絡・応対」をはじめ「ゴミ出し」

「家事の手伝い」が各地区を通じて最も高くなっています。また、北出は「買物や移

動の手助け」が各地区を通じて最も高くなっています。 

■非認定者／小学校区・地区別 近所の手助けできること（複数回答）（単位：%） 

小学校区 

・地区 

回
答
数 

話
し
相
手 

買
物
や
移
動
の

手
助
け 

家
事
の
手
伝
い 

外
回
り
の
作
業

や
力
仕
事 

ゴ
ミ
出
し 

緊
急
時
の
連
絡
・ 

応
対 

見
守
り 

そ
の
他 

手
助
け
で
き
る

率 

何
も
で
き
な
い 

無
回
答 

忠岡小学校区 233 42.5 19.3 8.2 11.2 23.6 30.0 28.8 2.1 79.4 12.9 7.7 

  忠岡北 40 55.0 25.0 7.5 17.5 32.5 35.0 45.0 7.5 95.0 2.5 2.5 

  忠岡中 100 35.0 21.0 6.0 8.0 22.0 32.0 25.0 1.0 71.0 19.0 10.0 

  忠岡南 93 45.2 15.1 10.8 11.8 21.5 25.8 25.8 1.1 81.7 10.8 7.5 

東忠岡小学校区 512 45.1 21.1 8.0 8.2 22.1 30.5 28.1 2.1 79.1 12.3 8.6 

  忠岡東 229 45.0 18.8 7.0 6.6 24.9 29.3 27.5 1.7 77.3 13.1 9.6 

  馬  瀬 109 51.4 21.1 9.2 8.3 16.5 27.5 29.4 3.7 81.6 10.1 8.3 

  北  出 63 34.9 28.6 6.3 12.7 11.1 33.3 22.2 0.0 74.6 15.9 9.5 

  高月南 52 48.1 17.3 7.7 5.8 19.2 26.9 28.8 0.0 78.8 15.4 5.8 

  高月北 59 42.4 25.4 11.9 11.9 35.6 40.7 33.9 5.1 86.4 6.8 6.8 

注）網掛けは各項目で高いもの。 
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③ 非認定者及び要支援認定者の利用したいサービスやたすけあい 

非認定者が介護保険サービス以外のサービスやたすけあいを利用したい率は、男性

が36.8％、女性が46.6％で女性が高くなっています。女性は「ゴミ出し」や「大型

家具の移動」「その他」以外の項目は男性より高く、特に「冷暖房器具の出し入れや

電灯の交換」が男性より高くなっています。 

また、世帯類型別では、ひとり暮らしの利用意向率が男女共に最も高く、男性が

45.1％、女性が51.8％となっています。女性の場合、夫婦のみ世帯も47.9％で、男

性の夫婦のみ世帯の39.5％より高くなっています。男性のひとり暮らしは、「入院時の

病院内での洗濯等援助サービス」や「配食」「普段使っていない部屋の掃除」が、女性

のひとり暮らしは、「通院の送り迎え」をはじめ「冷暖房器具の出し入れや電灯の交換」

「普段使っていない部屋の掃除」が、それぞれ他の世帯より高くなっています。 

■非認定者／性・世帯類型別 利用したいサービスやたすけあい（複数回答）   （単位：%） 

性・世帯類型 

回
答
数 

ゴ
ミ
出
し 

通
院
の
送
り
迎
え 

買
物
の
送
り
迎
え 

配
食 

普
段
使
っ
て
い
る
部
屋

の
掃
除 

普
段
使
っ
て
い
な
い
部

屋
の
掃
除 

見
守
り
サ
ー
ビ
ス 

大
型
家
具
の
移
動 

冷
暖
房
器
具
の
出
し
入

れ
や
電
灯
の
交
換 

移
動
販
売 

入
院
時
の
病
院
内
で
の

洗
濯
等
援
助
サ
ー
ビ
ス 

役
場
な
ど
に
提
出
す
る

書
類
の
作
成
・
援
助 

そ
の
他 

利
用
意
向
率 

全   体 758 4.7 17.2 9.1 7.7 6.2 7.5 9.2 7.0 6.1 4.9 8.7 6.3 1.7 41.9 

男     性 337 5.0 15.7 7.4 5.9 5.3 5.9 7.1 7.1 3.3 3.6 7.4 6.2 2.4 36.8 

ひとり暮らし 31 3.2 12.9 9.7 12.9 9.7 12.9 3.2 6.5 0.0 3.2 29.0 3.2 3.2 45.1 

夫婦のみ世帯 195 5.6 19.0 7.7 6.7 5.1 4.6 7.2 9.2 4.1 5.1 4.1 6.7 1.0 39.5 

同居等世帯 111 4.5 10.8 6.3 2.7 4.5 6.3 8.1 3.6 2.7 0.9 7.2 6.3 4.5 29.7 

女     性 403 4.5 18.6 10.7 9.2 7.2 8.9 11.2 6.9 8.7 6.2 10.2 6.7 1.0 46.6 

ひとり暮らし 87 6.9 20.7 10.3 10.3 9.2 13.8 11.5 6.9 16.1 4.6 10.3 1.1 0.0 51.8 

夫婦のみ世帯 169 5.3 18.9 11.8 11.8 7.7 9.5 12.4 5.9 8.9 8.3 8.9 10.1 0.6 47.9 

同居等世帯 141 2.1 17.0 9.9 5.0 5.0 5.7 9.9 8.5 4.3 4.3 12.1 6.4 2.1 41.9 

注）網掛けは性別、性・世帯類型別のそれぞれの差が大きい項目。 

 

要支援認定者の利用意向率は、男性が64.8％、女性が64.3％で同程度となってい

ます。男性は「通院の送り迎え」をはじめ、「役場などに提出する書類の作成・援助」

「ゴミ出し」「普段使っている部屋の掃除」が女性より特に高く、一方、女性は「入

院時の病院内での洗濯等援助サービス」が男性より特に高くなっています。 

世帯類型別では、ひとり暮らしの利用意向率が73.1％と高く、「普段使っていない

部屋の掃除」をはじめ、「見守りサービス」「普段使っている部屋の掃除」が他の世帯

より高くなっています。また、夫婦のみ世帯は、「通院の送り迎え」をはじめ、「買物

の送り迎え」「ゴミ出し」「冷暖房器具の出し入れや電灯の交換」「移動販売」が他の

世帯より高くなっています。 
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■要支援認定者／性別、世帯類型別 利用したいサービスやたすけあい（複数回答） （単位：%） 

性別、 

世帯類型 

回
答
数 

ゴ
ミ
出
し 

通
院
の
送
り
迎
え 

買
物
の
送
り
迎
え 

配
食 

普
段
使
っ
て
い
る
部
屋

の
掃
除 

普
段
使
っ
て
い
な
い
部

屋
の
掃
除 

見
守
り
サ
ー
ビ
ス 

大
型
家
具
の
移
動 

冷
暖
房
器
具
の
出
し
入

れ
や
電
灯
の
交
換 

移
動
販
売 

入
院
時
の
病
院
内
で
の

洗
濯
等
援
助
サ
ー
ビ
ス 

役
場
な
ど
に
提
出
す
る

書
類
の
作
成
・
援
助 

そ
の
他 

利
用
意
向
率 

全  体 61 9.8 32.8 19.7 1.6 4.9 16.4 14.8 11.5 8.2 9.8 23.0 18.0 3.3 63.9 

男  性 17 17.6 41.2 17.6 0.0 11.8 17.6 11.8 11.8 11.8 11.8 17.6 23.5 0.0 64.8 

女  性 42 7.1 31.0 21.4 2.4 2.4 16.7 16.7 11.9 7.1 9.5 23.8 16.7 4.8 64.3 

ひとり暮らし 26 11.5 26.9 19.2 0.0 7.7 30.8 23.1 11.5 7.7 7.7 30.8 15.4 7.7 73.1 

夫婦のみ世帯 19 15.8 42.1 21.1 0.0 0.0 0.0 10.5 5.3 15.8 15.8 5.3 21.1 0.0 57.8 

同居等世帯 15 0.0 26.7 13.3 6.7 6.7 13.3 6.7 13.3 0.0 6.7 33.3 20.0 0.0 53.3 

注）網掛けは性別、世帯類型別のそれぞれの差が大きい項目。 

 

④ 要介護等認定者の介護保険サービス以外の利用支援・サービス 

「在宅介護実態調査から、要介護等認定者の介護保険サービス以外の利用支援・サ

ービスをみると、利用率は、男性が55.2％、女性が48.1％で男性が高くなっていま

す。男性は、ひとり暮らし及び夫婦のみ世帯の利用率が同居等世帯より若干高く、女

性はひとり暮らしが61.5％で男女を通じて最も高くなっています。 

また、男性のひとり暮らしは「調理」をはじめ、「買物」「ゴミ出し」「外出同行」

などが他の世帯よりも若干高く、女性のひとり暮らしは「サロンなどの定期的な通い

の場」や「その他」以外の項目で他の世帯より高くなっています。また、夫婦のみ世

帯は、男性と同様に、「サロンなどの定期的な通いの場」が高くなっています。 

■要介護等認定者／性・世帯類型別 介護保険サービス以外の 

利用支援・サービス（複数回答）                           （単位：%） 

性・世帯類型 

回
答
数 

配
食 

調
理 

掃
除
・
洗
濯 

買
物
（
宅
配
は
含
ま

な
い
） 

ゴ
ミ
出
し 

外
出
同
行
（
通
院
、

買
物
な
ど
） 

移
送
サ
ー
ビ
ス
（
介

護
・
福
祉
タ
ク
シ
ー
等
） 

見
守
り
、
声
か
け 

サ
ロ
ン
な
ど
の
定
期

的
な
通
い
の
場 

そ
の
他 

利
用
率 

全   体 376 8.2 5.6 16.0 7.7 5.9 11.7 23.4 5.9 5.6 7.2 50.2 

男     性 116 7.8 5.2 12.9 6.0 6.0 12.1 29.3 6.0 6.0 7.8 55.2 

１人暮らし 19 10.5 10.5 15.8 10.5 10.5 15.8 26.3 0.0 0.0 5.3 57.9 

夫婦２人世帯 55 7.3 5.5 14.5 3.6 7.3 12.7 36.4 9.1 9.1 1.8 56.4 

同居等世帯 42 7.1 2.4 9.5 7.1 2.4 9.5 21.4 4.8 4.8 16.7 52.4 

女     性 260 8.5 5.8 17.3 8.5 5.8 11.5 20.8 5.8 5.4 6.9 48.1 

１人暮らし 83 16.9 12.0 26.5 13.3 10.8 14.5 26.5 10.8 2.4 4.8 61.5 

夫婦２人世帯 62 8.1 4.8 22.6 14.5 8.1 11.3 12.9 3.2 9.7 9.7 41.9 

同居等世帯 109 2.8 1.8 7.3 1.8 0.9 10.1 22.0 3.7 5.5 7.3 43.1 

注）網掛けは性別、性・世帯類型別のそれぞれの差が大きい項目 
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(５) 忠岡町の施設等の利用状況 

① 総合福祉センターの利用状況 

非認定者の総合福祉センターの利用状況は、全体では「利用している」（現在利用率）

が9.8％、「利用したことがある」（過去利用率）が11.1％で、利用経験率は合わせて

およそ20％となっています。 

現在利用率も利用経験率も男性より女性が高く、年齢3区分別でも男性より女性が

各年齢層で高くなっています。また、男性は75～84歳の現在利用率が最も高いのに

対し、女性は年齢とともに上昇し、85歳以上が17.4％で最も高くなっています。 

■非認定者／性・年齢３区分別 総合福祉センターの利用状況 

 

要支援認定者の現在利用率は14.8％、過去利用率は21.3％で、どちらも非認定者

よりも高くなっています。また、非認定者と同様に、現在利用率も利用経験率も男性

より女性が高くなっています。 

■要支援認定者／性別 総合福祉センターの利用状況 

 

9.8

6.2

5.0

8.6

13.2

11.4

16.0

17.4

11.1

10.4

7.0

16.4

9.5

11.9

9.8

15.2

17.4

75.9

80.1

84.9

71.6

85.7

71.7

75.3

65.6

65.2

3.3

3.3

3.0

3.4

4.8

3.2

3.5

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=758)

男性(Ｎ=337)

65～74歳(Ｎ=199)

75～84歳(Ｎ=116)

85歳以上(Ｎ=21)

女性(Ｎ=403)

65～74歳(Ｎ=255)

75～84歳(Ｎ=125)

85歳以上(Ｎ=23)

利用している 利用したことがある 利用したことはない 無回答

14.8

11.8

14.3

21.3

5.9

28.6

59.0

76.5

54.8

4.9

5.9

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=61)

男性(N=17)

女性(N=42)

利用している 利用したことがある 利用したことはない 無回答

 

 



－３６－ 

② 総合福祉センターを現在利用していない理由 

総合福祉センターを現在利用していない理由は、非認定者全体では「何をしている

のか知らない」が24.7％でトップ、次いで「利用したくない」が20.2％、「利用した

い教室や行事がない」が12.0％、「一緒に行ってくれる仲間がいない」が10.6％など

となっています。 

男性は特に「何をしているのか知らない」が30.8％で女性の19.6％より高く、女

性は「家から遠い」が13.4％で、男性の5.2％より高くなっています。 

また、性・年齢３区分別では、「何をしているのか知らない」は男性の65～74歳、

85歳以上ではそれぞれ36.1％、35.0％と高く、85歳以上は「一緒に行ってくれる

仲間がいない」が40.0％と高くなっています。 

■非認定者／性・年齢３区分別 現在利用していない理由（複数回答） 

                            （単位：%） 

性・年齢 

３区分 

回
答
数 

施
設
が
あ
る
こ
と
を

知
ら
な
か
っ
た 

希
望
す
る
時
間
帯
に

利
用
し
に
く
い 

一
緒
に
行
っ
て
く
れ

る
仲
間
が
い
な
い 

何
を
し
て
い
る
の
か

知
ら
な
い 

土
・
日
に
利
用
し
た

い
が
開
い
て
い
な
い 

家
か
ら
遠
い 

利
用
し
た
い
教
室
や

行
事
が
な
い 

利
用
し
た
く
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 659 9.3 9.6 10.6 24.7 4.2 9.4 12.0 20.2 15.5 12.7 

男    性 305 10.8 6.2 9.5 30.8 4.9 5.2 15.1 22.0 14.1 8.9 

65～74歳 183 13.7 6.6 6.6 36.1 6.6 3.3 15.8 21.9 14.2 6.0 

75～84歳 102 6.9 6.9 8.8 20.6 2.9 7.8 13.7 20.6 12.7 14.7 

85歳以上 20 5.0 0.0 40.0 35.0 0.0 10.0 15.0 30.0 20.0 5.0 

女    性 337 8.0  13.1  11.0  19.6  3.6  13.4  9.5  17.2  16.9  16.6  

65～74歳 217 8.8  12.4  10.6  18.4  5.1  10.6  12.4  18.0  19.8  14.3  

75～84歳 101 5.0  15.8  11.9  23.8  0.0  18.8  4.0  15.8  11.9  17.8  

85歳以上 19 15.8  5.3  10.5  10.5  5.3  15.8  5.3  15.8  10.5  36.8  

注）網掛けは性別で差が大きい項目と各項目トップの年齢層。 

 

要支援認定者は、全体では、「家から遠い」が28.6％でトップ、次いで「利用した

くない」が24.5％、「何をしているのか知らない」が20.4％、「一緒に行ってくれる

仲間がいない」が18.4％などとなっています。 

男性は特に「利用したくない」や「一緒に行ってくれる仲間がいない」が女性より

高く、女性は「家から遠い」や「何をしているのか知らない」「その他」「希望する時

間帯に利用しにくい」が男性より高くなっています。 

 

 

 



第３章 高齢者等を取り巻く現状と課題 

－３７－ 

■要支援認定者／性別 現在利用していない理由（複数回答） （単位：%） 

性別 

回
答
数 

施
設
が
あ
る
こ
と
を

知
ら
な
か
っ
た 

希
望
す
る
時
間
帯
に

利
用
し
に
く
い 

一
緒
に
行
っ
て
く
れ

る
仲
間
が
い
な
い 

何
を
し
て
い
る
の
か

知
ら
な
い 

土
・
日
に
利
用
し
た

い
が
開
い
て
い
な
い 

家
か
ら
遠
い 

利
用
し
た
い
教
室
や

行
事
が
な
い 

利
用
し
た
く
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 49 0.0 8.2 18.4 20.4 6.1 28.6 6.1 24.5 16.3 6.1 

男   性  14 0.0 0.0 28.6 14.3 7.1 21.4 7.1 42.9 0.0 7.1 

女    性 35 0.0 11.4 14.3 22.9 5.7 31.4 5.7 17.1 22.9 5.7 

注）網掛けは男女差が大きい項目。 

 

 

③ 福祉バスの利用状況 

非認定者の福祉バスの利用状況は、全体では「利用している」（現在利用率）が2.9％、

「利用したことがある」（過去利用率）が6.2％で、利用経験率は合わせておよそ10％

となっています。 

現在利用率も利用経験率も男性より女性が高く、年齢3区分別でも男性より女性が

各年齢層で高くなっています。また、総合福祉センターと同様に、男性は75～84歳

の現在利用率が最も高いのに対し、女性は年齢が上がるにしたがい上昇し、85歳以上

が13.0％で最も高くなっています。 

■非認定者／性・年齢３区分別 福祉バスの利用状況 

 

2.9

0.6

1.7

4.7

3.1

6.4

13.0

6.2

2.1

1.0

2.6

9.5

9.7

8.2

10.4

21.7

86.1

93.2

94.0

94.0

81.0

80.6

84.3

77.6

56.5

4.7

4.2

5.0

1.7

9.5

5.0

4.3

5.6

8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=758)

男性Ｎ=337)

65～74歳(Ｎ=199)

75～84歳(Ｎ=116)

85歳以上(Ｎ=21)

女性(Ｎ=403)

65～74歳(Ｎ=255)

75～84歳(Ｎ=125)

85歳以上（Ｎ=23)

利用している 利用したことがある 利用したことはない 無回答

 

 



－３８－ 

要支援認定者の現在利用率は6.6％、過去利用率は19.7％で、どちらも非認定者よ

りも高くなっています。また、非認定者と同様に、現在利用率も利用経験率も男性よ

り女性が高くなっています。 

■要支援認定者／性別 福祉バスの利用状況 

 

 

 

④ 福祉バスを現在利用していない理由 

福祉バスを現在利用していない理由は、非認定者全体では「利用する必要がない」

が70.7％でトップ、他は数％で分散しています。 

男性は特に「利用する必要がない」が77.9％で女性の64.0％より高く、また、「バ

スがあることを知らなかった」が6.2％で、女性の2.2％より高くなっています。 

性・年齢３区分別では、「利用する必要がない」は男女共に65～74歳が最も高く、

特に男性は83.6％となっています。また、男性の85歳以上は、「行きたい所の近くを

通らない」（21.1％）や「利用したい時間帯が合わない」（15.8％）、「運行本数が少

ない」（10.5％）が男女を通じて他の年齢層より高くなっています。 

■非認定者／性・年齢３区分別 現在利用していない理由（複数回答）  
（単位：%） 

性・年齢 

３区分 

回
答
数 

バ
ス
が
あ
る
こ
と
を

知
ら
な
か
っ
た 

バ
ス
の
停
留
所
が
家

の
近
く
に
な
い 

行
き
た
い
所
の
近
く

を
通
ら
な
い 

利
用
し
た
い
時
間
帯

が
合
わ
な
い 

土
・
日
に
利
用
し
た
い

が
運
行
し
て
い
な
い 

運
行
本
数
が
少
な
い 

利
用
す
る
必
要
が
な

い そ
の
他 

無
回
答 

全  体 700 4.0 4.0 5.4 4.1 1.7 3.7 70.7 8.1 10.7 

男   性 321 6.2 2.2 4.7 2.5 1.6 2.8 77.9 6.2 7.8 

65～74歳 189 7.4 2.1 5.3 2.1 1.6 3.2 83.6 4.2 4.2 

75～84歳 112 4.5 1.8 0.9 0.9 1.8 0.9 74.1 8.9 13.4 

85歳以上 19 5.3 5.3 21.1 15.8 0.0 10.5 42.1 10.5 10.5 

女    性 364 2.2 5.2 6.0 5.5 1.9 4.7 64.0 9.9 13.7 

65～74歳 236 2.1 5.1 5.9 4.7 2.1 4.2 69.9 8.1 10.6 

75～84歳 110 1.8 6.4 6.4 6.4 1.8 6.4 57.3 11.8 18.2 

85歳以上 18 5.6 0.0 5.6 11.1 0.0 0.0 27.8 22.2 27.8 

注）網掛けは性別で差が大きい項目と各項目トップの年齢層。 

6.6

7.1

19.7

11.8

23.8

65.6

76.5

64.3

8.2

11.8

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=61)

男性(N=17)

女性(N=42)

利用している 利用したことがある 利用したことはない 無回答



第３章 高齢者等を取り巻く現状と課題 

－３９－ 

要支援認定者は、全体では「利用する必要がない」が59.6％でトップ、次いで「行

きたい所の近くを通らない」（19.2％）、などとなっています。 

男性は特に「利用する必要がない」が80.0％と高く、女性は、「バスの停留所が家

の近くにない」や「利用する時間帯が合わない」（各13.5％）が男性より高くなって

います。 

■要支援認定者／性別 現在利用していない理由（複数回答）（単位：%） 

性 

回
答
数 

バ
ス
が
あ
る
こ
と
を

知
ら
な
か
っ
た 

バ
ス
の
停
留
所
が
家

の
近
く
に
な
い 

行
き
た
い
所
の
近
く

を
通
ら
な
い 

利
用
し
た
い
時
間
帯

が
合
わ
な
い 

土
・
日
に
利
用
し
た
い

が
運
行
し
て
い
な
い 

運
行
本
数
が
少
な
い 

利
用
す
る
必
要
が
な

い そ
の
他 

無
回
答 

全  体 52 0.0 9.6 19.2 11.5 11.5 11.5 59.6 9.6 5.8 

男    性 15 0.0 0.0 20.0 6.7 13.3 13.3 80.0 6.7 0.0 

女    性 37 0.0 13.5 18.9 13.5 10.8 10.8 51.4 10.8 8.1 

注）網掛けは男女差が大きい項目。 

 

 

 

(6) 仕事と介護の両立や介護負担の軽減のために 

① 要介護等認定者の世帯類型による主な介護者の状況 

「在宅介護実態調査」から、要介護等認定者で家族や親族等からの介護がある人

（75.0％）について、主な介護者の状況をみると、ひとり暮らし及び同居等世帯は「子

及び子の配偶者」が、それぞれ78.0％、77.2％と高く、夫婦のみ世帯は「配偶者」

の率が75.3％と高くなっています。また、ひとり暮らしは「孫」や「兄弟・姉妹」「そ

の他」が合わせて15.3％で、他の世帯より高くなっています。 

■要介護等認定者／世帯類型別 主な介護者 

 

33.3

1.7

75.3

16.3

58.2

78.0

20.6

77.2

0.7

1.7

0.8

2.8

11.9

0.8

0.7

1.7

1.0

4.3

5.1

3.1

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=282)

ひとり暮らし(N=59)

夫婦のみ世帯(N=97)

同居等世帯(N=123)

配偶者 子及び子の配偶者 孫 兄弟・姉妹 その他 無回答



－４０－ 

主な介護者の同居状況をみると、全体では「同居している」が66.0％、「別居して

いるが、15分以内で行き来できる範囲である」が13.1％、「別居しており、行き来に

15分以上かかる」が14.9％で、【別居】が合わせて28.0％となっています。 

【別居】は、ひとり暮らしが83.1％、夫婦のみ世帯が24.7％、同居等世帯が4.0％

となっています。 

■要介護等認定者／世帯類型別 主な介護者の同居状況 

 

 

 

② 主な介護者が行っている介護等と不安に感じる介護等 

主な介護者が行っている介護等をみると、主な介護者が同居の場合、要介護3以上

では「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」をはじめ、「服薬」「衣服の着脱」「食事

の介助（食べるとき）」がそれぞれ50％を超えており、要介護１・２との差も大きく

なっています。 

また、「入浴・洗身」は要支援１・２と要介護１・２が要介護3以上よりも高く、「外

出の付き添い、送迎等」や「認知症状への対応」「食事の準備（調理等）」は要介護１・

２が他の要介護度区分より高くなっています。主な介護者が別居の場合、同居の場合

と逆に、「入浴・洗身」は要介護３以上が他の要介護度区分より高くなっています。 

主な介護者が不安に感じる介護等では、同居の場合、行っている介護等よりも高い

項目は、要支援１・２と要介護１・２が共に「夜間の排泄」「入浴・洗身」で、要支

援１・２は「屋内の移乗・移動」、要介護１・２は「日中の排泄」、どの要介護度区分

も「認知症状への対応」となっています。別居の場合、要支援１・２と要介護１・２

が共に「夜間の排泄」と「屋内の移乗・移動」、要介護１・２が「日中の排泄」「入浴・

洗身」「衣服の着脱」、どの要介護度区分も「認知症状への対応」、要介護３以上が「医

療面での対応（経管栄養、ストーマ等）がそれぞれ高くなっています。 

66.0

8.5

92.7

13.1

39.0

11.3

2.4

14.9

44.1

13.4

1.6

6.0

8.5

8.2

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=282)

ひとり暮らし(N=59)

夫婦のみ世帯(N=97)

同居等世帯(N=123)

同居している（二世帯住宅を含む）

別居しているが、15分以内で行き来できる範囲である

別居しており、行き来に15分以上かかる

無回答



第３章 高齢者等を取り巻く現状と課題 

－４１－ 

■要介護等認定者／同居・別居別、要介護度３区分別 主な介護者が行っている介護等 

                           ＜同居＞                ＜別居＞ 

 
注）行っている介護等で、「わからない」及び無回答は省略。 

5.4

0.0

5.4

24.3

8.1

18.9

8.1

48.6

13.5

10.8

5.4

64.9

64.9

40.5

5.4

6.3

10.4

12.5

27.1

7.3

28.1

14.6

67.7

45.8

31.3

11.5

78.1

82.3

64.6

7.3

45.3

45.3

54.7

18.9

49.1

62.3

43.4

60.4

64.2

17.0

18.9

75.5

83.0

81.1

3.8

0 20 40 60 80 100

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べるとき）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

要支援１・２(N=37)

要介護１・２(N=96)

要介護３以上(N=53)

0.0

3.3

6.7

10.0

3.3

6.7

0.0

50.0

6.7

6.7

10.0

6.7

36.7

16.7

13.3

0.0

0.0

9.4

12.5

6.3

6.3

0.0

65.6

28.1

15.6

21.9

40.6

53.1

56.3

6.3

23.5

23.5

17.6

23.5

29.4

35.3

23.5

64.7

23.5

17.6

0.0

29.4

47.1

41.2

11.8

0 20 40 60 80 100(%)

要支援１・２(N=30)

要介護１・２(N=32)

要介護３以上(N=17)

(該当すべて選択) (%) 



－４２－ 

■要介護等認定者／同居・別居別、要介護度３区分別 不安に感じる介護等 

                          ＜同居＞                 ＜別居＞ 

 
注）不安に感じる介護等で、「不安に感じていることは特にない」及び「主な介護者に確認しないとわからない」、無回答

は省略。 

2.7

21.6

2.7

37.8

0.0

8.1

10.8

35.1

5.4

27.0

5.4

5.4

24.3

8.1

0.0

13.5

15.6

10.4

29.2

2.1

6.3

6.3

36.5

7.3

32.3

9.4

11.5

8.3

10.4

15.6

17.0

24.5

11.3

15.1

0.0

1.9

11.3

20.8

3.8

30.2

7.5

11.3

9.4

13.2

7.5

0 20 40 60

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べるとき）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

要支援１・２(N=37)

要介護１・２(N=96)

要介護３以上(N=53)

0.0

13.3

3.3

6.7

0.0

3.3

3.3

36.7

6.7

10.0

3.3

0.0

30.0

10.0

6.7

9.4

12.5

3.1

25.0

0.0

9.4

12.5

12.5

12.5

34.4

9.4

18.8

18.8

15.6

3.1

0.0

17.6

0.0

11.8

0.0

0.0

5.9

29.4

0.0

41.2

5.9

5.9

17.6

29.4

11.8

0 20 40 60 (%)

要支援１・２(N=30)

要介護１・２(N=32)

要介護３以上(N=17)

(該当すべて選択) (%) 
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③ 仕事と介護の両立のために必要な支援 

主な介護者がフルタイム及びパートタイム就労者（回答数97人、介護者がいる人の

34.4％）に、仕事と介護の両立に効果のある勤め先からの支援をたずねたところ、主

な介護者が同居の場合も別居の場合も、「制度を利用しやすい職場づくり」や「介護

休業・介護休暇等の制度の充実」「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」

が上位に挙げられます。また、別居の場合、「介護をしている従業員への経済的な支

援」が21.4％で、同居の9.3％に比べて高くなっています。 

■主な介護者の同居・別居別 勤め先からの支援への要望（フルタイム・パートタイム就労者） 

 

 

18.6

26.8

25.8

19.6

6.2

9.3

7.2

15.5

4.1

17.5

4.1

6.2

22.2

24.1

25.9

20.4

9.3

9.3

9.3

9.3

5.6

18.5

0.0

5.6

14.3

28.6

23.8

19.0

2.4

9.5

4.8

21.4

2.4

16.7

9.5

7.1

0 10 20 30 40

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない

介護休業・介護休暇等の制度の充実

制度を利用しやすい職場づくり

労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど）

仕事と介護の両立に関する情報の提供

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

介護をしている従業員への経済的な支援

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

(%)

全体(N=97)

同居(N=54)

別居(N=42)

(３つまで選択) 



－４４－ 

すべての主な介護者に、仕事と介護の両立や介護負担の軽減のため望む行政や介護

保険サービスをたずねたところ、同居の場合も別居の場合も、また、要介護者本人の

どの要介護度区分も「必要な時にショートステイが利用できる体制の整備」や「緊急

時に夜間の泊まりができる施設の増設」「24時間対応の在宅サービス（訪問介護、訪

問看護、デイサービスなど）の充実」が上位に挙げられます。なかでも同居の要介護

３以上の場合、「緊急時に夜間の泊まりができる施設の増設」が50.9％と高くなって

います。 

■主な介護者の同居・別居別・要介護度３区分別 行政や介護保険サービスに対する要望 

＜同居＞                 ＜別居＞ 

 

 

 

 

 

24.3

24.3

29.7

18.9

10.8

16.2

0.0

10.8

24.3

53.1

36.5

39.6

16.7

14.6

15.6

1.0

11.5

9.4

52.8

50.9

39.6

5.7

7.5

9.4

3.8

17.0

3.8

0 20 40 60

その他

特にない

無回答

要支援１・２(N=37)

要介護１・２(N=96)

要介護３以上(N=53)

20.0

30.0

30.0

20.0

10.0

3.3

0.0

10.0

30.0

50.0

28.1

37.5

21.9

0.0

3.1

0.0

12.5

15.6

35.3

41.2

35.3

0.0

11.8

11.8

0.0

17.6

23.5

0 20 40 60 (%)

要支援１・２(N=30)

要介護１・２(N=32)

要介護３以上(N=17)

(３つまで選択) (%) 

必要な時にショートステイが利用で

きる体制の整備              

 

 

緊急時に夜間の泊まりができる施

設の増設 

 

24時間対応の在宅サービス（訪問

介護、訪問看護、デイサービスな

ど）の充実 
 

介護者等の勤務時間に合わせてデ

イサービスやデイケアを利用できる

体制の整備 

 

介護技術や認知症などに関する講

習会の開催 

 
 

介護者同士の話し合いの場や相談

できる機会づくり 
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３ 高齢者施策の実施状況からみた課題 
 

第６期計画の高齢者施策・事業の実施状況について、

右の表の評価基準に基づき評価を行いました。 

  その結果から、基本目標・施策の方向別の取組状況と

課題を整理しました。 

   
 

■評価結果 

基本目標・施策の方向 
施策・
事業数 
（件） 

評価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

１ 総合的な健康づくりと介護予防対策の推進 22 1 20 － 1 － 

 (1) 健康づくりと生活習慣病の予防 14 － 14 － － － 

 (2) 総合的・効果的な介護予防の推進 8 1 6 － 1 － 

２ 高齢者の豊かな生活づくり  21 1 17 － 2 1 

 (1) いきがいづくりの推進 15 1 11 － 2 1 

 (2) 高齢者が活動しやすい生活環境づくり 6 － 6 － － － 

３ 地域での自立を支える包括的な生活支援体制の充実 62 3 46 － 4 9 

 (1) 相談支援・情報提供体制の充実 9 1 8 － － － 

 (2) 地域包括支援センターの機能強化 8 1 7 － － － 

 (3) 生活支援の充実 17 － 10 － 3 4 

 (4) 医療と介護の連携の推進 4 － 3 － － 1 

 (5) 認知症高齢者への支援の充実 10 － 8 － － 2 

 (6) 参加と協働による地域福祉活動の推進 8 1 4 － 1 2 

 (7) 防災・防犯対策の推進 6 － 6 － － － 

４ 高齢者の尊厳の確保と権利擁護の推進 14 － 14 － － － 

 (1) 高齢者の人権尊重と虐待防止 8 － 8 － － － 

 (2) 高齢者の権利擁護 6 － 6 － － － 

５ 利用者本位の介護保険事業の推進 31 － 31 － － － 

 (1) 介護サービスの充実 6 － 6 － － － 

 (2) 家族介護への支援 4 － 4 － － － 

 (3) 介護保険制度の適正・円滑な運営 21 － 21 － － － 

計 150 5 128 － 7 10 

 

 全施策・事業数は150件で、そのうち、Ａ評価（実績増）が５件、Ｂ評価（実績維持）

が128件、Ｃ評価（実績減）は該当がなく、Ｄ評価（未実施、廃止）が７件、Ｅ評価（新

規）が10件となっています。 

 基本目標別にＡ・Ｄ・Ｅ評価の施策・事業をみると、「基本目標１ 総合的な健康づくり

と介護予防対策の推進」では、Ａ評価（実績増）は「新しい介護予防についての啓発」の１

施策・事業があり、介護予防・日常生活支援総合事業の開始にあたり、ホームページや広

報、パンフレットの作成により周知を図るとともに、集会所等で住民への説明会も開催し

ました。 

評価指標 内 容 

Ａ 実績増 

Ｂ 実績維持 

Ｃ 実績減 

Ｄ 未実施、廃止 

Ｅ 新規 

 



－４６－ 

Ｄ評価（未実施、廃止）は「介護予防のための自主グループの育成・支援」で、自主グ

ループのリーダーとなる人材の発掘ができていない状況です。 

また、Ｂ評価（実績維持）の施策・事業のうち、「生活支援と介護予防の充実」では、町

社会福祉協議会によるサロン活動を始めているものの、さまざまな担い手による多様なサ

ービスの展開ができていない状況です。 

 今後の課題：地域での介護予防や健康づくりなどの活動を広げるための担い手やリーダ

ーなどの人材確保。 

 

「基本目標２ 高齢者の豊かな生活づくり」では、Ａ評価（実績増）は「求人情報の提

供」の１施策・事業があり、泉州エリアの求人情報紙「workinぱど(泉州広告㈱)」のラッ

ク設置とともにハローワーク求人情報を１階エレベータ前に設置することにより、持ち去

り数が増加しました。 

Ｄ評価（未実施、廃止）は、「知識や技術の活用」と「コミュニティ活動活性化の支援」

の２施策・事業で、「知識や技術の活用」では、文化会館のクラブに対して、学びを地域の

方々に広めませんかという投げ掛けを行いましたが、希望者はいませんでした。「コミュニ

ティ活動活性化の支援」では、まず職員が他市町村の事例を研究することが必要です。 

Ｅ評価（新規）は「高齢者が働きやすい職場環境づくり」の１施策・事業があり、「まち・

ひと・しごと」の戦略事業として「レベルアップ支援補助金」を平成28年度から新設しま

した。65歳までの在住者及び在勤者が職業や就労に適した技能や資格を修得した際に、経

費を一部補助します。 

 今後の課題：高齢者の豊かな経験や知識を生かす機会づくりとともに、きっかけづくり

や参加してみたいと思うような仕組みづくり。 

 

「基本目標３ 地域での自立を支える包括的な生活支援体制の充実」では、Ａ評価（実

績増）は３施策・事業があり、１つは施策の方向「(1) 相談支援・情報提供体制」の「身

近な地域での相談対応の充実」で、毎月開催している民生委員・児童委員協議会の定例会

において、社会状況に応じた研修を実施していること、また、平成29年度より地域住民に

よる支えあい活動を支援する、ひとり暮らし高齢者見守り事業を開始したことが評価につ

ながっています。2つ目は、施策の方向「(２) 地域包括支援センターの機能強化」の「い

きいきネット相談支援センターとの連携」で、地域での課題に適切に対応できるよう、必

要に応じ連携しています。3つ目は、施策の方向「(6) 参加と協働による地域福祉活動の

推進」の「高齢者の孤立死の防止」で、民生委員・児童委員の活動を促進するとともに、

平成28年度には、高齢者を見守る官民パートナーシップ協定を調印し、高齢者の生活上の

異変を把握する体制強化を図りました。また、平成29年度より地域住民による支えあい活

動を支援する、ひとり暮らし高齢者見守り事業を開始したことも上述内容と重複しますが、

あげられます。 

Ｄ評価（未実施、廃止）は4施策・事業があり、施策の方向「(3) 生活支援の充実」では

「生活管理指導員派遣事業の実施」と「生活管理指導短期宿泊事業の実施」「養護老人ホー

ムの措置」の３施策・事業で、いずれも事業は実施していますが対象者がいない状況です。 
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もう1つは、施策の方向「(6) 参加と協働による地域福祉活動の推進」の「高齢者サポ

ーター等の育成」で、人材の確保ができていない状況です。 

Ｅ評価（新規）は９施策・事業があり、施策の方向「(3) 生活支援の充実」では４施策・

事業となっています。 

「介護予防・日常生活支援総合事業の提供」では、訪問介護及び通所介護については、

既存事業所が移行することとなりましたが、ボランティア等の多様な主体によるサービス

提供体制の構築が今後の課題となっています。「要支援者に対するサービスの提供」では、

利用者の希望や状態に応じ、適正なケアマネジメントを行い、総合事業と予防給付の組み

合わせも適宜実施しています。「生活支援コーディネーターの配置」では、平成29年度よ

り地域包括支援センターに配置しました。「関係機関・団体等の連携の推進」では、介護予

防・日常生活支援総合事業開始時には事業者向けの説明会を開催するとともに、福祉事業

者連絡会にて情報交換を実施しました。 

施策の方向「(4) 医療と介護の連携の推進」では、「在宅医療についての相談や情報提供

体制の確立」の１施策・事業があり、平成29年度にポータルサイトの立ち上げを予定して

います。 

施策の方向「(5) 認知症高齢者への支援の充実」では２施策・事業となっていますが、

「認知症相談の充実」と「専門医との連携の推進」が同じ内容で、認知症初期集中支援チ

ームを配置し、町内医療機関の認知症サポート医と連携し、認知症発症初期から適切な支

援が行えるように体制を整備しました。また、町全職員を対象とする認知症サポーター養

成講座を実施しました。 

施策の方向「(6) 参加と協働による地域福祉活動の推進」では、「ボランティア活動の促

進」と「生活支援コーディネーターの配置（再掲）」の２施策・事業となっています。その

うち「ボランティア活動の促進」では、平成28年8月に町社会福祉協議会においてボランテ

ィアセンターが設立され、ボランティア入門講座や手話通訳奉仕員講座等を実施しました。 

また、Ｂ評価（実績維持）の施策・事業のうち、「地域ケア会議の体制確保」では、平成

29年度中の開催に向け進めている状況です。 

今後の課題：地域ケア会議は、「個別課題の解決」とともに、「地域包括支援ネットワー

クの構築」「地域課題の発見」「地域づくり、資源開発」「政策の形成」の５

つの機能を有することが求められ、早急な体制整備と内容の充実が必要。 

      住民主体の協議体による介護予防・生活支援サービス事業の実施に向けた

検討が必要。 

 

「基本目標４ 高齢者の尊厳の確保と権利擁護の推進」では、Ｂ評価（実績維持）のみ

ですが、施策の方向「(2) 高齢者の権利擁護」の「住民の後見人の養成」では、大阪府社

会福祉協議会に委託し、市民後見人養成講座を府下市町村と共同で実施しました。 

今後の課題：高齢者虐待については、広報・普及啓発やネットワークの構築、行政機関

の連携、相談・支援など、体制整備が必要。 

      高齢者の権利擁護では、市民後見人を確保できる体制の整備とともに、法

人後見の導入についても検討することが必要。 



－４８－ 

「基本目標５ 利用者本位の介護保険事業の推進」もＢ評価（実績維持）のみですが、

施策の方向「(1) 介護サービスの充実」の「人材の確保」では、介護事業種に特化してい

ないものの、地域の求職･求人マッチングの機会として２市１町で毎年「就職情報フェア」

を開催しています。また、町内在住者を正規雇用した事業者には補助金給付を実施してい

ます。 

施策の方向「(2) 家族介護への支援」の「介護者家族の会の立ち上げについての検討」

では、認知症カフェの設置に向けて進めています。 

施策の方向「(3) 介護保険制度の適正・円滑な運営」の「立入調査権の効果的な行使」

では、広域事業者指導課により事業者による集団指導、実地指導を実施するとともに、「介

護サービス評価システムの導入」では、集団指導時に広域事業者指導課より、第三者評価

の利用周知を実施しています。 

また、「介護給付適正化に向けた取組の推進」では、３か月毎に、利用者に対し、自身の

利用実績のわかる介護給付費通知書を郵送し、請求内容を確認してもらっています。 

今後の課題：高齢障がい者の介護保険の円滑な利用の促進。 

      介護人材の確保やスキルアップ。 

      保険者機能の強化等による自立支援や重度化防止に向けた取組の推進。 

      介護給付の適正化の必須の取組である「認定調査状況チェック」や「ケア

プランチェック」「住宅改修実施調査」「医療情報との突合・縦覧点検」「介

護給付費通知」の推進。 
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４ 介護保険事業の実施状況からみた課題 
 

(１) 被保険者数及び認定者数 

① 被保険者数 

第１号被保険者とは、忠岡町の住民基本台帳人口（他市町村住所地特例者、適用除

外者は除く）に住所地特例者、外国人を加えた忠岡町の介護保険の資格を有する65

歳以上の高齢者をいいます。忠岡町ではこの数値と住民基本台帳人口の差が小さいた

め、第１号被保険者数は高齢者人口を適用しています。 

被保険者数について、第６期の計画値と実績値をみると、各年度共に40～64歳の

第２号被保険者数、第１号被保険者の65～74歳の前期高齢者数、75歳以上の後期高

齢者数は、それぞれ実績が計画値を上回っていますが、大差ない結果となっています。 

■40歳以上人口の計画値と実績値               (単位：人、％) 

年度 

年齢区分 

項目 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

40～ 
64歳 

65～ 
74歳 

75歳 
以上 

合計 
40～ 
64歳 

65～ 
74歳 

75歳 
以上 

合計 
40～ 
64歳 

65～ 
74歳 

75歳 
以上 

合計 

計画値 5,758 2,432 2,265 10,455 5,705 2,433 2,339 10,477 5,680 2,405 2,395 10,480 

実績値 5,766 2,444 2,276 10,486 5,757 2,451 2,353 10,561 5,754 2,409 2,419 10,582 

実績率 100.1 100.5 100.5 100.3 100.9 100.7 100.6 100.8 101.3 100.2 101.0 101.0 

資料：実績は住民基本台帳人口（各年10月１日現在） 

 

 

② 認定者数 

要介護等認定者総数は、平成27年度の計画値1,024人に対して実績値は988人、

平成28年度の計画値1,074人に対して1,041人で、両年度共に実績値が計画値を下

回っています。平成29年度の計画値1,114人に対し、７月末現在の実績値は1,030

人で、平成29年度も計画値を下回る見込みです。 

       ■要介護度別認定者数の計画値と実績値        （単位：人、％） 

項目・年次 

 

要介護度 

計画値 実績値 実績率 

平  成 
27年度 

平  成 
28年度 

平  成 
29年度 

平  成 
27年度 

平  成 
28年度 

平  成 
29年度 

平  成 
27年度 

平  成 
28年度 

平  成 
29年度 

認定者総数 1,024 1,074 1,114 988 1,041 1,030 96.5 96.9 92.5 

要支援１ 168 171 175 137 134 137 81.6 78.4 78.3 

要支援２ 148 160 171 151 152 159 102.0 95.0 93.0 

要介護１ 227 229 235 231 231 251 107.8 100.9 106.8 

要介護２ 160 170 176 159 188 173 99.4 110.6 98.3 

要介護３ 124 133 139 129 124 111 104.0 93.2 79.9 

要介護４ 110 115 121 104 117 103 94.6 101.7 85.1 

要介護５ 87 96 97 77 95 96 88.5 99.0 99.0 
資料：実績は、介護保険事業状況報告（平成27・28年は９月末現在、29年は７月末現在） 
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要介護度別では、３年間を通し、要支援１の計画値と実績値の差が大きくなってい

ます。また、ほとんどの要介護度で計画値を下回っていますが、要介護１は３年間を

通し計画を上回っています。 

今後の課題：被保険者数の実績が計画値を上回って推移していることから、第７期

の推計では実績を踏まえ、若干上方修正が必要。 

認定者は、被保険者とは逆に計画値を下回って推移していることから、

その原因分析と、第７期の推計では実績を踏まえ、下方修正が必要。 

 

 

③ 要介護等認定率と介護保険料 

大阪府全体では認定率（この場合の認定率は、第1号被保険者数に占める第1号要介

護等認定者数割合）、第1号被保険者1人当たり介護費（いずれも年齢調整後の数値）

が、平成26年度では全国一となっています。 

そのなかで、忠岡町は認定率が高い順には、41保険者中24番目で、第1号被保険

者1人当たり介護費は低い方から９番目となっています。認定率を押し上げているの

は、要支援１から要介護２までの人で、介護度の悪化防止と介護予防の推進が一層必

要といえます。また、女性は先にみたように、各年齢階級で男性よりも認定率が高く、

特に75歳以上で顕著となっています。 

さらに、忠岡町では在宅サービスの利用率が 

大阪市に次いで２番目に高くなっています。特

に訪問介護（２位）や通所リハビリテーション

（１位）、福祉用具貸与（３位）、介護予防支援・

居宅介護支援（４位）の受給率（対第１号被保

険者）が高く、訪問介護及び通所介護では、事

業所の被保険者千人当たり事業所数が１位と

なっています。 

また、大阪府では居宅介護支援事業所数は、

訪問介護給付費とより高い相関がうかがえる

とされていますが、忠岡町は居宅介護支援事業

所の被保険者千人当たり事業所数が１位で、被

保険者千人当たりのサービス付き高齢者向け

住宅戸数も１位となっています。 

ただし、介護保険料との関係では、認定率が同程度の田尻町や高石市に比べて、忠

岡町の第６期介護保険料は低くなっています。 

 

 

 

■サービス種類別の在宅サービス 
  の受給率（平成26年度） 

サービス種類 忠岡町 大阪府 

訪問介護 9.21％ 7.28％ 

訪問看護 1.04％ 1.53％ 

居宅療養管理 
指導 

1.76％ 2.39％ 

通所介護 5.88％ 5.37％ 

通所リハビリ 
テーション 

2.40％ 1.41％ 

福祉用具貸与 7.24％ 6.49％ 

介護予防支援 
居宅介護支援 

13.63％ 12.19％ 

 資料：「大阪府の要介護認定率、介護費の 

    現状等について」Ｈ28年7月1日 

    （大阪府福祉部高齢介護室） 

 注）受給率は対第1号被保険者 
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■介護保険料と要介護認定率 

      
資料：「大阪府の要介護認定率、介護費の現状等について」Ｈ28 年 7 月 1 日 

               （大阪府福祉部高齢介護室） 
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(２) 介護サービスの事業量 

① 施設・居住系サービス利用者数 

平成27・28年度の施設・居住系サービス利用者数の計画値と実績値についてみる

と、施設は3施設共に計画値を下回り、施設全体ではおよそ85％の実積率となってい

ます。そのうち、介護老人福祉施設の実績率は、低下傾向を示しています。 

一方、居住系サービス全体は両年度共に実績率を上回り、特に平成28年度では計画

値のおよそ1.4倍となっています。なかでも特定施設入居者生活介護（介護専用）の

伸びが著しく、平成27年度は計画値の4倍、28年度は6倍となっています。 

■施設・居住系サービス利用者数の計画値と実績値（平成27・28年度） (単位：人、％) 

項目・年度 

 

項目 

計画値 実績値 実積率 

平  成 
27年度 

平  成 
28年度 

平  成 
27年度 

平  成 
28年度 

平  成 
27年度 

平  成 
28年度 

施 設 利 用 者 数 82 84 70 71 85.4 84.5 

介護老人福祉施設 48 49 45 43 93.8 87.8 

介護老人保健施設 28 29 21 24 75.0 82.8 

介護療養型医療施設 6 6 4 4 66.7 66.7 
地 域 密 着 型 
介護老人福祉施設 

0 0 0 0 － － 

介 護 専 用 居 住 系 
サービス利 用 者 数 

16 18 19 25 118.8 138.9 

認 知 症 対 応 型 
共 同 生 活 介 護 

14 16 14 18 100.0 112.5 

特定施設入居者生活 
介 護 （介 護 専 用 ） 

1 1 4 6 400.0 600.0 

地域密着型特定施設 
入 居 者 生 活 介 護 

0 0 0 0 － － 

介護予防特定施設 
入居者生活介護 

1 1 1 1 100.0 100.0 

介護予防認知症対応
型共同生活介護 

0 0 0 0 － － 
       

施設・介護専用型居住
系サービス利用者数 

98 102 89 96 90.8 94.1 

注）実績値は各年度平均 
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② 予防給付費 

予防給付費は、平成27・28年度共に実績値が計画値を下回ったのは介護予防特定

施設入居者生活介護と特定介護予防福祉用具購入費で、介護予防通所介護は平成29

年度が計画値を下回りました。 

これ以外のサービスは計画値を上回りましたが、特に高い伸びを示したのが介護予

防住宅改修費で、平成27年度は計画値のおよそ2.8倍、28年度はおよそ2.6倍の利用

となっています。 

予防給付費全体の実績率は、平成27年度が122.9％、平成28年度が116.1％とな

っています。 

 ■予防給付費の計画値と実績値（平成27・28年度）        (単位：千円、％) 

項目・年度 

 

ｻｰﾋﾞｽ名 

計画値 実績値 実績率 

平  成 
27年度 

平  成 
28年度 

平  成 
27年度 

平  成 
28年度 

平  成 
27年度 

平  成 
28年度 

居宅介護予防サービス 
 介護予防訪問介護 24,475 24,884 29,654 27,455 121.2 110.3 

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 － － 

介護予防訪問看護 1,389 1,386 2,524 1,416 181.7 102.2 
介護予防訪問リハビリテ
ーション 

0 0 604 1,998 － － 

介護予防居宅療養管理 
指導 

432 630 909 801 210.4 127.1 

介護予防通所介護 13,824 20,270 17,892 16,978 129.4 83.8 
介護予防通所リハビリテ
ーション 

10,341 10,321 12,131 12,918 117.3 125.2 

介護予防短期入所生活 
介護 

0 0 15 0 － － 

介護予防短期入所療養 
介護 

0 0 33 0 － － 

介護予防特定施設入居 
者生活介護 

1,574 1,571 1,159 1,115 73.6 71.0 

介護予防福祉用具貸与 3,566 3,772 5,450 5,165 152.8 136.9 
特定介護予防福祉用具 
購入費 

866 1,087 759 926 87.6 85.2 

介護予防住宅改修費 1,127 1,127 3,122 2,942 277.0 261.1 

介護予防支援 8,500 8,768 11,137 10,870 131.0 124.0 
地域密着型介護予防サービス 
 介護予防認知症対応型 

通所介護 
0 0 0 0 － － 

介護予防小規模多機能 
型居宅介護 

0 0 570 3,105 － － 

介護予防認知症対応型 
共同生活介護 

0 0 819 0 － － 

小 計 70,594 73,816 86,779 85,688 122.9 116.1 
資料：介護保険事業状況報告年度集計版 

注）千円未満は四捨五入にしています。また、端数処理の関係上、計は一致しません。 
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③ 介護給付費 

介護給付費は、平成27・28年度共に実績値が計画値を下回ったのは、介護保険施

設サービスの3施設と、短期入所生活介護、短期入所療養介護、住宅改修費、小規模

多機能型居宅介護となっています。また、地域密着型通所介護は平成28年度からの利

用ですが、計画値を下回っています。 

一方、計画値を大きく上回ったサービスは特定施設入居者生活介護で、平成27年度

が計画値のおよそ4.5倍、28年度がおよそ7.1倍となっています。 

介護給付費全体の実績率は、平成27年度が97.5％、平成28年度が101.1％とな

っています。 

     ■介護給付費の計画値と実績値（平成27・28年度）       (単位：千円、％) 

項目・年度 

ｻｰﾋﾞｽ名 

計画値 実績値 実績率 

平  成 
27年度 

平  成 
28年度 

平  成 
27年度 

平  成 
28年度 

平  成 
27年度 

平  成 
28年度 

居宅介護サービス 
 訪問介護 258,187 265,173 276,719 306,232 107.2 115.5 

訪問入浴介護 5,638 5,628 10,343 13,653 183.5 242.6 

訪問看護 17,062 17,874 21,992 27,692 128.9 154.9 

訪問リハビリテーション 5,353 5,343 8,539 15,482 159.5 289.8 

居宅療養管理指導 15,364 15,985 15,051 21,232 98.0 132.8 

通所介護 274,486 188,856 265,152 205,365 96.6 108.7 

通所リハビリテーション 81,854 83,753 85,590 90,006 104.6 107.5 

短期入所生活介護 31,898 32,905 16,206 23,381 50.8 71.1 

短期入所療養介護 14,692 17,035 5,236 5,649 35.6 33.2 

特定施設入居者生活介護 1,750 1,747 7,832 12,426 447.5 711.3 

福祉用具貸与 52,185 54,079 50,574 56,713 96.9 104.9 

特定福祉用具購入費 1,405 1,405 2,734 1,976 194.6 140.6 

住宅改修費 8,978 9,064 7,124 5,835 79.4 64.4 

居宅介護支援 82,830 85,443 85,692 85,094 103.5 99.6 
地域密着型サービス 
 定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
0 0 1,538 3,179 － － 

夜間対応型訪問介護 497 496 0 0 0.0 0.0 

認知症対応型通所介護 1,031 1,498 0 0 0.0 0.0 

小規模多機能型居宅介護 23,646 30,331 21,758 23,957 92.0 79.0 

認知症対応型共同生活介護 41,952 47,688 42,369 57,248 101.0 120.1 
 地域密着型通所介護  101,692  64,137 － 63.1 
介護保険施設サービス 
 介護老人福祉施設 136,321 139,131 128,080 119,736 94.0 86.1 

介護老人保健施設 90,937 94,545 67,968 76,123 74.7 80.5 

介護療養型医療施設 20,883 20,843 17,747 18,672 85.0 89.6 

小 計 1,166,979 1,220,514 1,138,245 1,233,788 97.5 101.1 

資料：介護保険事業状況報告年度集計版 

注）千円未満は四捨五入にしています。また、端数処理の関係上、計は一致しません。 
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④ 総給付費 

介護給付費及び予防給付費を合わせた総給付費の実績率は、平成27年度が99.0％、

平成28年度が101.1％で、大きな見込み違いはない結果となっています。 

    ■総給付費の計画値と実績値（平成27・28年度）     (単位：千円、％) 

項目・年度 

 

項目 

計画値 実績値 実積率 

平  成 
27年度 

平  成 
28年度 

平  成 
27年度 

平  成 
28年度 

平  成 
27年度 

平  成 
28年度 

予防給付費 70,594 73,816 86,779 85,688 122.9 108.7 

介護給付費 1,166,979 1,220,514 1,138,245 1,233,788 97.5 101.1 

総給付費 1,237,573 1,294,330 1,225,024 1,319,476 99.0 101.9 

第１号被保険者数 (人) 4,697 4,772 4,720 4,804 100.5 100.7 

被保険者１人あたり 

給付費 
263.5 271.2 259.5 274.7 98.5 101.3 

     注）千円未満は四捨五入しています。また、端数処理の関係上、計は一致しません。 

        第１号被保険者数の計画値及び実績は各年度10月１日現在の高齢者人口としています。 

 

 

⑤ 介護保険料 

忠岡町の第1号被保険者の介護保険料は上昇率に差があるものの、一貫して上昇を

続け、第６期では5,283円となっています。第６期以外は大阪府水準と大差なく、大

阪府内では、第１期は高い順に４１保険者中９番目でしたが、第２期は２6番目、第

３期は27番目、第４期は17番目、第５期は15番目と上がりましたが、第６期は３5

番目となっています。 

■第1号被保険者の介護保険料の推移 

 
  資料：厚生労働省及び大阪府資料 
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■施策の体系 

将来像の実現を目指し、地域包括ケアシステムの構築に関する具体的な施策・事業を展

開するための施策の体系を、次のように設定します。 

 

 

 

        【基本目標】             【施策の方向】 

 

 
 

 

  

第４章 高齢者施策の展開方向 

～みんなでつくろう 健康長寿と安心介護のまち～ 

１ 健やかでいきいきした 

暮らしのための支援 

(1) 健康づくりと生活習慣病の予防 

(2) いきがいづくりの推進 

(3) 高齢者が活動しやすい生活環境づくり 

４ 安心できる暮らしの 

ための介護保険制度 

の運営 

(1) 介護サービスの充実 

(2) 家族介護への支援 

(3) 介護保険制度の適正・円滑な運営 

(1) 高齢者の人権尊重と虐待防止 

(2) 高齢者の権利擁護 

３ 尊厳と権利が守られた 

暮らしのための支援 

２ 地域での自立した 

暮らしのための支援 

(1) 相談支援・情報提供体制の充実 

(2) 地域包括支援センターの機能強化 

(3) 介護予防・重度化防止の推進 

(4) 生活支援の充実 

(5) 医療と介護の連携の推進 

(6) 認知症対策の推進 

(7) 参加と協働による地域福祉活動の推進 

(8) 防災・防犯対策の推進 

将来像 



第４章 高齢者施策の展開方向 

－５７－ 

基本目標１ 健やかでいきいきした暮らしのための支援 
 

(１) 健康づくりと生活習慣病の予防 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       

   

① 健康づくりの推進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

健康づくり意識の普 

及啓発 

高血圧や禁煙など、健康増進月間や週間に合わせ、パネルや模型

の展示などを行い、健康づくりに関する知識の普及啓発を進めま

す。 

健康づくり活動への 

支援 

保健師や管理栄養士が生活状況などを聞き取り、住民に対してラ

イフスタイルに合わせ自己管理できるよう支援します。 

また、かかりつけ医から指示があった場合、連携して生活改善を

指導するなど、地域の中で健康生活をサポートしていく体制整備を

行います。 

健康手帳の活用 

日常的な健康状態を継続的に記録し、自らの健康管理に役立てら

れるよう、健診を受診された方や手帳取得を希望された方に手帳を

交付し、健康手帳の効果的な活用促進を図ります。 

健康相談の推進 
健康に関する相談を窓口、電話にて常時受け付けし、必要に応じ

医療機関等関係機関へつなぎます。 

 

 高齢期に活力ある暮らしを送る「健康寿命の延伸」には、青年期及び壮年期にお

ける健康づくりや生活習慣病の予防が重要です。とりわけ、栄養・食生活の改善、

身体活動・運動の習慣化、禁煙及び口腔機能の維持・向上等による健康づくりの

推進が必要です。 

 高齢者のニーズ調査から、非認定者の治療中の病気または後遺症のある病気は、

男女共に「高血圧」がトップで、男性は「脳卒中」や「心臓病」「腎臓・前立腺の

病気」が女性より特に高く、一方、女性は「筋骨格の病気」をはじめ、「目の病気」

「高脂血症」が男性より特に高くなっています。 

 

主な課題 

「健康寿命の延伸」を図り、高齢期の暮らしを健やかで活力あるものにするため、

「忠岡町健幸づくり・食育推進計画」を踏まえ、ライフステージごとや健康分野別

の健康づくりを進めます。 

また、特定健康診査や特定保健指導の勧奨に引き続き取り組み、生活習慣病の予

防や重症化の予防を進めます。 

施策・事業 

施策の方向 



－５８－ 

施策・事業名 施策・事業の内容 

がん検診等の推進 

がん疾病を予防するため、初めてがん検診の対象となる方への無

料検診ハガキの送付やがん検診重点勧奨者への勧奨ハガキの送付

など個別へのアプローチに合わせ、広報等にて幅広い周知を行いま

す。 

骨粗しょう症予防の 

推進 

骨粗しょう症を予防し、転倒による骨折からねたきりを予防する

ため、30歳から骨粗しょう症検診を実施し、若い世代から骨粗し

ょう症への関心、骨密度の維持促進を図ります。 

予防接種 
高齢者インフルエンザと肺炎球菌ワクチン予防接種の実施及び

費用の助成を行い、発病及び重症化への予防を図ります。 

健康支援システムに 

よる健康施策の推進 

「健康支援システム」を活用し、住民一人ひとりの健康管理を支

援するとともに、健康データの分析・活用により、忠岡町の特性に

応じた健康施策の推進に取り組みます。 

 

② 生活習慣病の予防の推進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

特定健康診査の推進 

がん検診とのセット受診可能な日程、休日健診の実施など受診

しやすい体制づくりを行うとともに、広報やハガキ等を利用した

周知、及び個別電話勧奨等の受診勧奨を行います。また、インセ

ンティブ制度を導入し、健康づくりへの積極的・自主的な取組み

を推進します。 

特定保健指導の推進 

保健師と管理栄養士が連携し、特定健康診査受診者への結果説明

会への案内、指導を行います。また、特定保健指導対象者について

は個人の状況に応じた指導、支援を経過を見ながら行います。 

健康教育の推進 
糖尿病や肩こりなど健康に関する講座を行い、健康への意識づ

けや正しい知識の普及啓発を進めます。 

訪問指導 
保健師等訪問指導を行い、家庭内での状況を把握しながら、より

具体的な生活習慣の改善、指導を行います。 

歯科健診の推進 

住民に対し成人歯科健診を実施し、歯周疾患の予防、高齢時の

残歯の本数の増加、口腔ケアや嚥下機能の維持・向上などライフ

ステージに応じた啓発、検診を行います。 

 

 

  



第４章 高齢者施策の展開方向 

－５９－ 

(２) いきがいづくりの推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

   

① 生涯学習の推進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

各種講座の提供 
文化会館等において、高齢者等の多様なニーズやその時々の情

勢を踏まえた講座の充実を図ります。 

生涯スポーツの推進 

ゲートボール大会やマラソン大会等を開催するとともに、スポ

ーツ推進委員協議会と連携し、チャレンジ・ザ・スポーツを開催

するなど、スポーツを楽しむ機会を提供します。 

グループ・サークル 

活動等の育成支援 

 クラブの発表の場となっている文化協会主催のふれあいフェス

ティバルの開催を支援します。 

 

② 社会参加の推進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

老人クラブの運営支 

援 

老人クラブの活動を引き続き支援し、高齢者の生きがいや健康

づくり、地域社会との交流を支援していきます。  

 

 高齢者の社会参加は、介護予防やいきがいづくりにもつながるものであり、高齢

者が社会の一員として、豊かな経験や知識を活かすことができるようにすること

が重要です。 

 高齢者のニーズ調査から、非認定者の介護予防事業対象者率は、趣味やいきがい

がある人よりも「思いつかない」と回答した人のほうが高く、憩いの場や世代間

交流を推進するなど、いきがいづくりの機会の確保が必要です。 

 高齢者のニーズ調査から、非認定者の総合福祉センターの現在の利用率及び過去

の利用率はそれぞれおよそ10％で、周知と利用の促進が必要です。 

 

主な課題 

高齢者がいきいきと暮らすことができるよう、文化会館をはじめ総合福祉センタ

ーや老人いこいの家、地区集会所などを活用して、生涯学習や交流、グループ・サ

ークル活動などを促進するとともに、保育所や幼稚園等と連携し、世代間交流を促

進します。 

また、高齢者の豊かな経験や知識、技術などを生かせるよう、ボランティア活動

やシルバー人材センターの活動への参加促進を図ります。 

施策・事業 

施策の方向 



－６０－ 

施策・事業名 施策・事業の内容 

総合福祉センターに 

おける事業の推進 

総合福祉センターにおける各種相談をはじめ、健康増進や教養

の向上、クラブ・レクリエーション活動などの事業を推進します。

また、周知を進めることにより、多くの人の利用の促進を図りま

す。 

老人福祉農園の運営 
心身の健康の保持とともに、高齢者相互の親睦を深める機会を

提供する老人福祉農園を引き続き実施します。 

健康といきがいづく 

りの推進 

町社会福祉協議会において子どもとの世代間交流や各サーク

ル・クラブによる施設等への慰問活動を行うとともに、健康づく

りのためグラウンドゴルフ大会や健康体操教室等を実施します。 

 

③ 就労支援 

施策・事業名 施策・事業の内容 

シルバー人材センタ 

ーの活動の支援 

健康で働く意欲のある高齢者（60歳以上）が豊かな経験を生か

し、働くことを通じ、いきがいや社会参加ができるよう、シルバ

ー人材センターの活動を支援します。 

また、さまざまな媒体や機会を活用し、事業啓発や会員募集の

強化を図ります。 

求人情報の提供 

庁内１階にハローワーク編集の求人情報誌等のフリーペーパー

を適宜設置するとともに、４階産業振興課内の就労支援センター

では、全国ハローワークによる直近の求人情報を随時閲覧できま

す。大阪労働局編集の「高齢者のための再就職 知っ得ガイド」等

も広く活用し、就労支援を要望する高齢者等に有効な情報の提供

となるよう努めます。 

高齢者が働きやすい 

職場環境づくり 

65才までが対象となる「忠岡町レベルアップ支援補助金(職業や

就労に適した技能や資格を修得した際の経費の一部補助)」や厚労

省のシニアワークプログラム(55才以上対象の雇用を前提とした

技能講習)等の施策周知に努める一方、高齢者が中途採用されやす

い職種や、企業が高齢者に求めているもの等を明確化し、経験豊

かな高齢者が今後の人口減少時代に有効な人材となること等の周

知にも努めます。 

 

④ 交流の促進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

学校等における世代 

間交流の促進 

高齢者が子どもたちとふれあうことでいきがいを持てるよう、

保育所や幼稚園、小学校等の行事等への高齢者の招待を推進し、

子どもたちと高齢者との交流を促進します。 

地域における世代間 

交流の促進 

キッズクラブが福祉センターを訪問し、高齢者から昔ながらの

遊びを学ぶなど、地域における世代間交流等を推進します。 

 

 

  



第４章 高齢者施策の展開方向 

－６１－ 

(３) 高齢者が活動しやすい生活環境づくり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

   

① 人にやさしい福祉のまちづくりの推進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

福祉のまちづくりの 

普及啓発 

福祉のまちづくりのための情報提供や啓発・助言に努めます。 

大阪府福祉のまちづ 

くり条例に基づく整 

備の推進 

 ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた「高齢者、障害者

等の移動等の円滑化に関する法律」の趣旨も踏まえ、誰もが利用

しやすい公共的施設の整備を、事業者等が自ら取り組むよう、情

報提供や啓発・助言に努めます。 

道路のバリアフリー 

化 

段差解消や勾配の緩和、視覚障がい者誘導ブロックの設置など、

すべての人にとって利用しやすいユニバーサルデザインの視点に

立った道路整備に努めます。 

移動の支援 

高齢者や障がいのある人等の交通の利便性の向上を図るため、

福祉バスの運行をはじめ、より効果的な方法について、総合的に

検討を行います。 

 

  

 福祉のまちづくりの推進に関し、高齢者、障がいのある人をはじめ、すべての人

が安心してまちに出かけることができるよう、「高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律」及び「大阪府福祉のまちづくり条例」などに基づき、高

齢者等に配慮したまちづくりを推進することが重要です。 

 高齢者のニーズ調査から、非認定者の福祉バスの現在の利用率は2.9％と低く、利

便性の向上が必要です。 

 

主な課題 

高齢者や障がいのある人をはじめ、すべての人が安心してまちに出かけられるよ

う、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「大阪府福祉の

まちづくり条例」などに基づき、高齢者等に配慮したまちづくりを推進するととも

に、福祉バスの利便性の向上に努めます。 

また、高齢者の交通事故を防止するため、関係機関・団体と連携し啓発を進める

とともに、地域での交通安全教室の開催を進めます。 

施策の方向 

施策・事業 



－６２－ 

② 交通安全対策の推進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

交通安全教室の開催 

警察や交通安全協会などの関係機関、老人クラブをはじめとす

る忠岡町の各種団体と連携して、高齢者を対象とした交通安全教

室を開催し、交通マナーの向上と安全意識の啓発に努めます。 

安全運転の啓発 

ホームページや広報誌など各種媒体を活用し、高齢者に対し交通

事故防止に関する情報発信を行い、交通安全に関する啓発を推進し

ます。また、「高齢者体験・実践型交通安全教室」を関係機関と連

携して実施し、安全教育活動に努めます。さらに自転車の安全利用

及びヘルメット着用、又運転免許自主返納に係る周知を図ります。 

 

  



第４章 高齢者施策の展開方向 

－６３－ 

基本目標２ 地域での自立した暮らしのための支援 
 

(１) 相談支援・情報提供体制の充実 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

① 相談体制の充実 

施策・事業名 施策・事業の内容 

相談窓口の連携強化 

 住民の多様な保健・福祉等の相談に対応し、適切な助言が行え

るよう、各種関係機関との連携を強化し、住民の利便性の向上に

努めます。 

苦情対応の強化 

町介護相談窓口、地域包括支援センターにおいて、苦情相談を

受けられる体制を強化するとともに、大阪府国民健康保険団体連

合会との連携を深め、対応の充実を図ります。 

また、福祉サービスに関する苦情については、大阪府社会福祉

協議会に設置されている苦情解決の専門機関である「運営適正化

委員会」における相談及び解決の斡旋を積極的に活用できるよう、

周知を図ります。 

介護相談員の活動充 

実 

介護保険施設や介護事業所等を訪問し、利用している高齢者の

日常的な疑問や不満をくみ取り、相談に応じながら利用者と介護

サービス事業者・町の橋渡しを行い、問題の改善や介護サービス

の質の向上に向けた活動に取り組んでいる介護相談員の活動を支

援します。 

 介護保険制度の改正をはじめ、介護サービスの内容等、利用者や家族がわかりや

すい情報の提供が必要です。 

 高齢障がい者が介護保険サービスへ移行する際には、制度間の隙間が生じないよ

う、相談支援専門員と介護支援専門員の連携強化が必要です。 

 介護や認知症、虐待等多岐にわたる問題を抱える高齢者世帯の増加に対応し、支

援を担う専門職の確保と人材育成が必要です。また、問題が悪化する前に必要と

される支援に繋げることが必要です。 

 

主な課題 

高齢者とその家族が安心して生活できるよう、地域包括支援センターをはじめ、

保健センター、町社会福祉協議会、民生委員・児童委員、医療機関、薬局等と連携

し、福祉サービスや介護サービス、保健・医療等に関する相談支援や情報提供体制

の強化を図ります。 

また、引き続き、社会福祉法人に委託している老人介護支援センターにより、24

時間 365 日の相談対応を行います。 

施策・事業 

施策の方向 



－６４－ 

施策・事業名 施策・事業の内容 

身近な地域での相談 

対応の充実 

ひとり暮らし高齢者をはじめ、高齢者世帯等に対する相談に対

応できるよう、民生委員・児童委員の研修の充実を図ります。ま

た、地域レベルでの、見守りや支え合いの取組みを促進します。 

関係機関との連携ネ 

ットワークの構築 

 認知症高齢者あるいは虐待事例への早期対応を図るため、地域

包括支援センターと行政・司法・警察等の関係諸機関との連携を

強化し、ケースカンファレンス等解決に努めます。 

 

② 情報提供体制の充実 

施策・事業名 施策・事業の内容 

広報の充実 

高齢者に対する保健・福祉に係る制度・施策の情報について、

ホームページや広報紙、出前講座等の多様な機会を活用し、広く

住民に周知を図ります。 

また、広報にあたっては、できる限り平易な表現を用いるとと

もに、拡大文字の使用など、高齢者の多様な状況に配慮します。 

介護保険関係事業者 

連絡会を通じたサー 

ビス情報の提供 

利用者がニーズに応じて介護サービス事業者を選択できるよ

う、介護保険関係事業者連絡会を通じて的確な情報の提供を働き

かけます。 

情報提供機能の充実 

高齢者及びその家族等が、身近な地域で介護保険制度や地域支

援事業等の事業についての情報が得られるよう、地域包括支援セ

ンターの情報提供機能の充実に努めます。 

また、ひとり暮らし高齢者や要介護等認定者で、自らが情報を

入手することが困難な人に対して、関係機関や民生委員・児童委

員等と協力しながら、情報提供を進めます。 

関係機関等との連携 

ネットワークの構築 

高齢者や家族に対する相談・情報の提供を適切に、また、円滑

に行えるよう、庁内関係課や地域包括支援センター、民生委員・

児童委員、介護サービス事業者、保健センター、町社会福祉協議

会、ボランティアグループ等との定期的な情報交換の機会を持つ

とともに、情報ネットワークシステムの構築に努めます。 

 

 

 

 

 

  



第４章 高齢者施策の展開方向 

－６５－ 

(２) 地域包括支援センターの機能強化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 地域包括支援センターと関係機関・団体等との連携 

施策・事業名 施策・事業の内容 

地域包括支援センタ 

ーの機能強化 

地域包括支援センターが高齢者やその家族の多様なニーズ、地

域課題に適切に対処していくため、職員の研修機会の確保などの

スキルアップに取り組みます。 

また、地域包括支援センターの活動等を通じて、要支援・要介

護者や家族への支援を行うとともに、医療・介護の総合的・包括

的なケアマネジメントを行い、在宅生活をより一層支援します。 

 

 

 地域ケア会議は、個別課題の解決をはじめ、地域包括支援ネットワークの構築、

地域課題の発見、地域づくりと資源開発、政策の形成の５つの機能を有し、高齢

者個人への支援の充実とともに、それを支える社会基盤の整備を同時に行ってい

くことが求められ、地域ケア会議の体制の確保、推進が必要です。 

 地域包括支援センターは、介護離職の防止など、介護に取り組む家族等を支援す

る観点から、土日祝日の開所や、電話等による相談体制の拡充、企業や労働政策

担当部門との連携など、相談支援の強化が必要です。 

 第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画では、成果目標に精神障がいに

も対応した地域包括ケアシステムの構築とともに、医療的ケアが必要な子どもの

ための保険・医療・障がい福祉・保育・教育等の関係機関の協議の場の設置があ

げられ、地域包括ケアシステムは、今後、高齢者のみならず、障がいのある人、

子育て家庭、生きづらさを抱えた若者、生活困窮者など対象を広く捉えて推進す

ることが求められています。 

 

主な課題 

地域包括ケアシステムの構築の中核的な役割を担う地域包括支援センターが質の

高い業務を行うため、「地域包括支援センター活動計画」を策定するとともに、定期

的に事業を評価し、改善に取り組みます。 

また、高齢者と家族の支援をはじめ、それを支える社会基盤の整備を同時に行っ

ていけるよう、地域ケア会議の開催と内容の強化を図ります。 

さらに、障がいのある人や子ども等を含めた地域包括アシステムの構築に向け、

関係課や関係機関等との検討を進めていきます。 

施策の方向 

施策・事業 



－６６－ 

施策・事業名 施策・事業の内容 

地域ケア会議の推進 

困難ケースの対応等、高齢者一人ひとりの状態や家庭の状況等

に配慮し、きめ細やかな支援を行うため、関係機関や関係団体等

による情報の共有化や、支援策の検討を行う地域ケア会議の体制

確立を図ります。 

また、地域ケア会議の定期的な開催を行い、個別支援の積み重

ねによる支援ネットワークの構築と地域課題の把握、施策への反

映に努めます。 

さらに、多職種による包括的支援を推進するため、地域ケア会

議の構成メンバーについて、医療関係者をはじめ保健・福祉等と

の連携強化を図ります。 

介護支援専門員の業 

務相談・研修の実施 

介護給付及び予防給付について、一人ひとりのニーズや状態に

対応してきめ細やかなケアプランの作成を行えるよう、ケアプラ

ン作成の充実、演習等、介護支援専門員としての業務に必要な研

修を実施するとともに、個別相談窓口で介護支援専門員の相談に

応じます。 

民生委員・児童委員 

及び主任児童委員と 

の連携 

それぞれの担当地域において生活困窮者、高齢者、母子、心身

障がいのある人などに対して、相談や援助、あるいは保護・指導

を行ったり、関係行政機関との橋渡しを行います。 

介護相談員の活動充 

実（再掲） 

介護保険施設や介護事業所等を訪問し、利用している高齢者の

日常的な疑問や不満をくみ取り、相談に応じながら利用者と介護

サービス事業者・町の橋渡しを行い、問題の改善や介護サービス

の質の向上に向けた活動に取り組んでいる介護相談員の活動を支

援します。 

いきいきネット相談 

支援センターとの連 

携 

援護を要する高齢者、障がいのある人などを見守り、課題の発

見、専門的相談の実施、必要なサービスや専門機関へのつなぎ等

を行っているいきいきネット相談支援センターと地域包括支援セ

ンター、民生委員・児童委員等と連携して、高齢者支援ネットワ

ークを構築します。 

社会福祉法人の社会 

貢献活動の促進 

社会福祉法人（施設）が、自らの専門的な援助知識・相談技術

を活用して、各種制度の狭間で生活に困難をきたしている人を援

助する、施設コミュニティソーシャルワーカーの社会貢献活動の

活用を図ります。 

地域包括支援センタ 

ー等に関する情報の 

公表等 

地域住民をはじめ介護者や介護サービス事業者、民間企業、ボ

ランティア・ＮＰＯ、地域団体等が一体となって地域包括ケアシ

ステムを構築するため、多様な経路や手法を使い、忠岡町が目指

す方向について関係者が理解を深められるよう、考え方や取組に

ついての普及啓発を図ります。 

また、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続していけるよう、

地域包括支援センターの役割や配食・見守り等生活支援、介護予

防サービス等に関する情報の提供を積極的に進めます。 

 

 

 

 



第４章 高齢者施策の展開方向 

－６７－ 

(３) 介護予防・重度化防止の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

① 新しい介護予防事業の推進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

新しい介護予防につ 

いての啓発 

新しい介護予防に関する制度・事業について、多様な媒体や機会

を活用して、引き続き周知を徹底していきます。 

介護予防対象者の把 

握とサービスの提供 

基本チェックリストを３年に１度実施するとともに、民生委員・

児童委員等地域団体等との連携により、支援を必要とする住民の把

握に努めます。また、専門職や対応職員のスキルアップを図り、チ

ェックリストの結果に基づき、高齢者の状態に応じたサービスの提

供を図ります。 

介護予防教室の開催 

関係団体や教育機関等と連携・協力し、効果的で楽しみながら行

える運動プログラムの提案や、介護予防等に関する普及・啓発を、

総合福祉センターや地域の集会所など、高齢者にとって身近な地域

で行います。 

介護予防マネジメン 

トの実施 

必要な高齢者に対し、介護予防マネジメントを実施し、評価を行

うとともに、サービスの適正化を図るための点検に取り組みます。 

訪問による指導・助 

言 

うつや閉じこもり、認知症のおそれがあるなど、支援を要する高

齢者からの相談に対し、訪問による状況把握を行い、必要な指導・

助言を行います。 

住民自らが介護予防に取り組めるよう、地域に出向き、意識啓発を行います。 

また、高齢者にとって身近な地域で、気軽に集まり憩うことができる場づくりと

ともに、体操や趣味の活動が行えるような機会づくりを併せて進めます。 

施策の方向 

 新しい介護予防ついて、引き続き周知を図ることが必要です。 

 介護予防のための自主グループの育成・支援では、自主グループのリーダーとな

る人材の発掘ができていない状況であり、地域での介護予防を勧めていく上で、

人材の確保が必要です。 

 高齢者のニーズ調査から、非認定者の介護予防事業対象者は、運動機能や閉じこ

もり関連、口腔機能について対象外の人に比べて特に差が３倍以上と高いことか

ら、機能強化に向けた取組が必要です。 

 介護予防事業に取り組むために必要な条件は、非認定者では「料金が無料または

安いこと」や「楽しくできる雰囲気があること」「自宅に近い場所で行われること」

がトップ３で、住民に身近な地域で気軽に参加できる取組が必要です。 

主な課題 

施策・事業 



－６８－ 

② 介護予防の地域における展開 

施策・事業名 施策・事業の内容 

介護予防のための自 

主グループの育成・

支援 

介護予防教室の利用者や特定保健指導の受講者等を中心に、地域

で健康づくりや介護予防のための活動を行う自主グループの育成

とともに、活動の支援を図ります。 

地域での住民の自主 

的な支援活動の推進 

介護予防に関する地域住民やボランティア、町社会福祉協議会

が実施するサロン活動等の自主的な地域の支え合い活動を推進し

ます。 

生活支援と介護予防 

の充実 

町社会福祉協議会やシルバー人材センター、ボランティア団体、

民間企業等のさまざまな担い手による多様なサービスの展開を支

援します 

 



第４章 高齢者施策の展開方向 

－６９－ 

(４) 生活支援の充実 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

   

① 介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

施策・事業名 施策・事業の内容 

介護予防・日常生活 

支援総合事業の提供 

専門的な対応が必要な介護予防訪問サービスは継続し、その他

の担い手による生活支援サービスや基準緩和サービス等、サービ

スの多様化を図ります。 

介護予防通所介護サービスについては、利用者像に対応した基

準緩和サービスなど、サービスの多様化を図ります。 

要支援者に対するサ 

ービスの提供 

利用者のニーズや状態に応じ、適正なケアマネジメントを行う

とともに、総合事業によるサービスと予防給付によるサービスの

組み合わせも適宜行います。 

生活支援コーディネ 

ーターの配置 

平成29年度より、生活支援コーディネーターを地域包括支援セ

ンターに配置しています。生活支援コーディネーターは、高齢者

のニーズとボランティアなどの地域資源とマッチングさせ、生活

支援の充実を図る上で重要な役割を持つことから、その活動を推

進します。 

 

 

 

 

 「介護予防・日常生活支援総合事業の提供」では、訪問介護及び通所介護につい

ては、既存事業所が移行することとなったが、ボランティア等の多様な主体によ

るサービス提供体制の構築が必要です。 

 高齢者のニーズ調査から、非認定者が介護保険サービス以外に利用したいサービ

スやたすけあいでは、「通院の送り迎え」や「見守りサービス」「買物の送り迎え」

などです。また、ひとり暮らしは男女共に利用意向率が高く、身近な地域での支

え合いや見守り活動の推進が必要です。 

 

主な課題 

介護予防・日常生活支援サービス事業を利用することにより、要支援者の生活の

自立や、心身機能の重度化を防止するための取組ができるような事業を進めていき

ます。 

また、要支援者に対する専門職によるサービスに加え、多様な担い手による生活

支援のサービスの提供を進めていきます。 

施策・事業 

施策の方向 



－７０－ 

② 生活支援の充実 

施策・事業名 施策・事業の内容 

緊急時対応の強化 

ひとり暮らし高齢者の緊急連絡等の確保を図るため、老人福祉

電話の設置による支援を図ります。また、在宅で病弱なひとり暮

らし高齢者が、急病や火災等の緊急事態の発生を第三者に通報で

きるよう、緊急通報装置の設置を引き続き行います。 

また、要支援者としての登録申請のあった要配慮者に対し、各

自治振興協議会に支援者の選定をしていただき、各要支援者に対

して複数名の支援者で対応できるよう取り組んでいます。今後も、

対象者の把握と支援者の確保を勧めていきます。 

忠岡町在日外国人高 

齢者福祉金 

老齢年金等の支給が受けられなかった在日外国人に対し、忠岡

町在日外国人高齢者福祉金を支給します。 

軽度生活援助事業 

 軽易な日常生活の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高

齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態へ

の進行を防止します。今後は、事業対象者に総合事業の利用を促し

ます。 

生活管理指導員派遣 

事業、生活管理指導 

短期宿泊事業 

両事業は実施していますが、対象者がいないことから、未実施の

状況が続いています。今後は、事業対象者に総合事業の利用を促し

ます。 

街かどデイハウス支 

援事業の推進 

地域の中で高齢者同士の交流と介護予防活動が展開できるよ

う、街かどデイハウス支援事業を引き続き実施します。 

高齢者等配食サービ 

ス 

調理が困難な高齢者等に定期的に栄養バランスのとれた食事を

提供するとともに、安否確認を行い、高齢者の健康増進を図り、自

立した生活を維持できるよう支援します。 

ふれあい型配食サー 

ビスの促進 

町社会福祉協議会が地区福祉委員を通じて実施している、ひとり

暮らし高齢者の安否確認を兼ねた給食サービスを引き続き実施し

ます。 

 

③ 高齢者の住まいづくり 

施策・事業名 施策・事業の内容 

高齢者の住まいの安 

定確保 

高齢者の多様な住まいへのニーズに対応するため、高齢者の入

居を受け入れる大阪府の登録制度（大阪あんしん賃貸支援事業）

や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等の情報の提供

を進めます。 

また、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅について

は、入居者の要介護状態等の把握とともに、特定施設入居者生活

介護の指定なども含め、需要と供給のニーズを的確に把握しなが

ら、高齢者の住まいの安定確保について検討します。 

サービス付き高齢者 

向け住宅の質の向上 

サービス付き高齢者向け住宅の増加に対して、サービス等質の

向上が図られるよう、関係機関に要請します。 

養護老人ホームの措 

置 

居宅での生活が困難な要援護高齢者に対するサービス提供施設

として、養護老人ホームに対する措置を行います。忠岡町の利用

は現在はありませんが、引き続き広域での対応に努めます。 



第４章 高齢者施策の展開方向 

－７１－ 

施策・事業名 施策・事業の内容 

軽費老人ホームの利 

用促進 

忠岡町には軽費老人ホームが１か所、50床あります。今後もこ

のまま維持しながら、高齢者が支援や介護を必要とする場合、住

まいの選択の一つとしての利用を促進します。 

住宅改修の促進 

支援や介護を要する状態になっても、住み慣れた自宅で自立し

た生活を送ることができるよう、介護保険制度における住宅改修

について周知するとともに、利用促進を図ります。 

 

 

  



－７２－ 

(５) 医療と介護の連携の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

① 医療と介護の連携強化 

施策・事業名 施策・事業の内容 

かかりつけ医等の普 

及 

かかりつけ医やかかりつけ歯科医、かかりつけ薬局等を持つこ

との必要性についての啓発を図ります。 

介護支援専門員と医 

療機関との連携 

在宅療養の必要な慢性疾患患者等が、退院後に適切な医療と介

護を受けられるよう、介護支援専門員と医療機関、その他各種サ

ービス提供機関相互の連携強化を進め、事例検討会や研修会も開

催します。 

在宅医療ネットワー 

クの構築 

介護や医療を必要とする高齢者等が、よりよいサービスを選択

できるよう、介護支援専門員をはじめ介護サービス事業者、医師、

歯科医師、薬剤師などが連携・協力できる体制を整備します。か

かりつけ医と専門医との連携や、ターミナルケアに必要な施設間

の連携を推進します。 

在宅医療についての 

相談や情報提供体制 

の確立 

高齢者の在宅医療と介護に関する情報の収集や提供・相談体制

の確立を図ります。 

平成29年度には、近隣医療機関や介護事業所の検索ができるポ

ータルサイトを開設しましたが、その周知や、泉大津市医師会等

との連携により、情報提供の充実に努めます 

慢性疾患患者の在宅医療やターミナルケア等に適切に対応するため、かかりつけ

医やかかりつけ歯科医、かかりつけ薬局の普及を図るとともに、地域での医療や介護

情報を伝え、在宅療養を支援するために情報発信をしていきます。 

また、在宅医療・介護連携の取組の充実を図るため、各専門職による検討会の開催

を進めます。 

施策の方向 

 「在宅医療ネットワークの構築」では、各専門職により、在宅医療・介護連携の

取組について検討会を開催しています。今後も引き続き検討会の開催や内容の充

実を図ることが必要です。 

 町内医療機関にて、ターミナルケアの取組が行われていますが、在宅医療やター

ミナルケアについて、住民が理解し不安を抱かないよう、啓発が必要です。 

 高齢者ニーズ調査から、自宅で最期まで療養できるかどうかについて、「難しいと

思う」が非認定者では49.1％、要支援認定者では63.9％で、在宅療養が身近な

ものと捉えられていないため、周知と理解を深める必要があります。 

 

主な課題 

施策・事業 



第４章 高齢者施策の展開方向 

－７３－ 

(６) 認知症対策の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

  

  

① 認知症に関する理解啓発や相談の充実 

施策・事業名 施策・事業の内容 

認知症に関する正し 

い知識の普及啓発 

認知症に対する誤解や偏見をなくし、認知症予防の生活習慣が

身につくよう、また、早期発見による治療を促進できるよう、広

報誌をはじめ健康教育などの機会を活用し、正しい知識の普及啓

発を図ります。 

また、住民や事業所に対する若年性認知についての啓発や研修

会を行います。 

認知症サポーターの 

養成 

認知症啓発を広く子どもから高齢者まで、また、職域に広げる

ため、学校や事業所等と連携し、認知症サポーターの養成を一層、

進めます。 

認知症相談の充実 

認知症初期集中支援チームを配置し、町内医療機関の認知症サ

ポート医と連携し、認知症発症初期から適切な支援が行えるよう

体制整備を行っています。今後も、認知症に関する多様な相談に

対応できるよう、体制の充実を図ります。 

 認知症に関する施策では、認知症初期集中支援チームの配置や徘徊高齢者を早期

発見するための体制整備などを進めてきました。今後は、認知症ケアパスの作成

や地域包括支援センターに専任の認知症地域支援推進員を配置するなど、体制強

化が必要です。 

 若年性認知症については、本人とその家族が抱える問題が多様なため、実態を把

握するとともに、相談等支援の充実が必要です。 

 高齢者ニーズ調査から、非認定者が認知症について「よく知っている」は38.4％、

「少し知っている」は57.1％で、「知らない」は3.7％と低い状況です。しかし、「よ

く知っている」は前回調査（50.2％）より低下していて、認知症についての正しい

理解と適切な対応についての知識の普及啓発が必要です。 

 

主な課題 

認知症の症状や生活機能障害の進行に応じたサービスや支援があることを住民が

理解できるよう、認知症ケアパスを作成し、活用により周知します。 

また、住民が受診や必要な介護サービスの利用ができるように、認知症初期集中

支援チームにおいて支援の方向性を協議し集中的な支援を行います。 

さらに、若年性認知症についての住民の理解啓発を進めるとともに、若年性認知

症の本人や家族に対する支援の充実を図ります。 

 

施策の方向 

施策・事業 



－７４－ 

② 認知症の早期発見・早期対応 

施策・事業名 施策・事業の内容 

認知症ケアパスの作 

成・普及 

認知症に関する正しい知識や効果的な予防をするための講習会

を開催し、発症予防に努めるとともに、認知症が疑われる症状が

発症した場合に、いつ・どこで・どのような医療や介護サービス

を受ければよいのかをあらかじめ決めておく、認知症ケアパスの

作成について、早期に取り組みます。 

地域密着型サービス 

事業所との連携 

日頃の地域交流の中で、地域に顕在化する課題やニーズに気づ

き、早期に対応できるよう、地域密着型サービス事業所との一層

の連携強化を図ります。 

 

③ 認知症の本人や家族に対する支援 

施策・事業名 施策・事業の内容 

専門医との連携の推 

進 

認知症初期集中支援チームを配置し、町内医療機関の認知症サ

ポート医と連携し、認知症発症初期から適切な支援が行えるよう

体制整備を行っています。今後も、認知症に関する多様な相談に

対応できるよう、体制の充実を図ります。 

認知症地域支援推進 

員の配置の検討 

認知症高齢者への効果的な支援を行い、医療機関や介護サービ

ス及び地域の支援機関をつなぐコーディネーター（認知症地域支

援推進員）について、地域包括支援センター職員が担い、医療機

関等との連携を行います。 

地域密着型サービス 

の提供 

認知症高齢者が身近な地域でサービスの提供を受け、精神的に

安定した生活が送れるよう、認知症対応型通所介護や認知症対応

型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サー

ビスの提供を進めます。 

また、地域密着型サービス事業所の職員に対して、認知症高齢

者の介護に関する研修の受講促進を図ります。 

認知症高齢者徘徊見 

守りネットワーク事 

業の推進 

徘徊している認知症高齢者を発見した場合、住民や協力事業者

から連絡を受け、早期発見に繋げる高齢者等見守りネットワーク

事業を行っています。この事業の周知を図るとともに、民生委員・

児童委員等と連携し、対象となる方の把握と利用促進を図ります。 

家族に対する支援 

地域包括支援センターを中心とした認知症に関する相談体制の

充実を図ります。 

また、介護者自身が心身の健康を保持することができるよう、

家族介護者交流事業を実施し、介護者の負担軽減に努めます。 

認知症カフェの設置 

認知症高齢者等をはじめ、介護家族、地域住民、介護や福祉な

どの専門家などが気軽に集い、情報交換や相談、認知症の予防や

症状の改善を目指した活動などのできる場所について、開設を進

めます。 

 

  



第４章 高齢者施策の展開方向 

－７５－ 

(７) 参加と協働による地域福祉活動の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

   

① ボランティア・ＮＰＯ活動の促進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

体験ボランティアの 

実施 

ボランティア活動を体験することにより、自分たちの暮らして

いる地域社会や社会福祉に対して関心を深め、住民の一人として

積極的に社会参加することの意義を学ぶとともに、さまざまな

人々との出会いや体験から、自らの生き方や「ともに生きる」こ

との意味を考える機会を提供します。 

ボランティア活動の 

促進 

平成28年8月に町社会福祉協議会にてボランティアセンターが設

立されました。ボランティア入門講座や手話通訳奉仕員講座等を実施

していますが、今後、ボランティア活動の促進を図ります、 

 

  

 高齢者の孤立死防止に関連して、平成28年度には高齢者を見守る官民パートナー

シップ協定を調印し、高齢者の生活上の異変を把握する体制強化を図りました。

また、平成29年より地域住民による支えあい活動を支援する、ひとり暮らし高齢

者見守り事業を開始しました。今後も、地域住民や団体等と連携した取組の強化

が必要です。 

 地域住民が自ら暮らす地域の課題を「我が事」として捉えられるような地域づく

りの取組や、さまざまな相談を「丸ごと」受け止める場の整備、相談機関の協働、

ネットワーク体制の整備などを通じ、包括的な支援体制の整備が必要です。 

 高齢者ニーズ調査から、手助けできることでは、「話し相手」や「緊急時の連絡・

応対」「見守り」などが上位にあげられ、参加意向を生かせる仕組みづくりが必要

です。 

主な課題 

高齢者が住み慣れた地域で、家族や近隣の人々とともに安心して暮らしていくこ

とができるよう、町と町社会福祉協議会が連携するとともに、地域住民や地域団体、

ボランティアグループ、介護サービス事業者、医療機関等がそれぞれの役割を確認

しながら、「我が事・丸ごと」の地域共生社会の構築を進めます。 

施策の方向 

施策・事業 



－７６－ 

② 地域福祉活動の促進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

「我が事・丸ごと」

の地域共生社会につ 

いての啓発 

地域共生社会の構築が求められている背景や、その理念等につ

いて、さまざまな媒体や機会を活用して、住民にわかりやすく周

知します。 

生活支援コーディネ 

ーターの配置 

（再掲） 

生活支援コーディネーターの設置については、平成29年度より

地域包括支援センターに配置しています。生活支援コーディネー

ターは、高齢者のニーズとボランティアなどの地域資源とマッチ

ングさせ、生活支援の充実を図る上で重要な役割を持つことから、

今後、その活動を推進します。 

地区福祉委員会の活 

動の促進 

地区福祉委員会は、2小学校区を計10地区に細分化し、サロン

活動や個別訪問活動、地域活動への参加等を行っています。今後、

地域共生社会の構築に重要な役割を果たすことから、町社会福祉

協議会と連携して活動の支援、促進を図ります。 

高齢者の孤立死の防 

止 

平成28年度には、民間企業の協力により高齢者の生活上の異変

を把握する、高齢者を見守る官民パートナーシップ協定を調印しま

した。 

また、平成29年度より地域レベルでの支えあい活動を支援する、

ひとり暮らし高齢者見守り事業を開始しました。 

今後、こうした事業の推進を図り、援護が必要な高齢者が、地域

の中で孤立したまま見過ごされることのない体制強化を図ります。 

民生委員・児童委員 

の資質の向上 

民生委員・児童委員の資質の向上に努め、地域で高齢者や介護

家族等を見守るネットワークの中心的な役割を担う、地域住民の

身近な相談相手としての活動を促進します。 

高齢者サポーター等 

の育成 

地域において介護予防事業を推進していく人材を育成し、介護

予防のまちづくりを進めます。 

 

  



第４章 高齢者施策の展開方向 

－７７－ 

(８) 防災・防犯対策の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

   

① 防災対策の推進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

防災意識の啓発 

町では防災訓練や防災講演会を開催し、各自主防災組織では避

難訓練や机上訓練等を実施しています。今後、多くの住民に参加

していただくよう、防災訓練の必要性の啓発等防災意識を高めて

いきます。 

シルバーライフライ 

ンの充実（地域ケア 

体制整備事業） 

民生委員・児童委員、自主防災組織、各自治振興協議会、社会

福祉協議会等と協力し、災害時に自力での避難が困難な障がい者

や、高齢者一人ひとりに対する地域での支援体制（災害時避難行

動要支援者支援プラン）を推進します。 

また、福祉避難所の指定や事業者との協定を締結し、高齢者の

生活を支える体制づくりを支援するとともに、高齢者等を対象に、

地震発生時に備えて、家具転倒防止器具の現物支給を行っていま

す。今後もこうした取組を進めていきます。 

さらに、介護サービス事業者には、災害時対応マニュアルの整

備を促進します。 

老人日常生活用具給 

付 

要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者に対し、安全・安心な生

活が送れるよう、電磁調理器や火災報知器、自動消火器等の給付

または貸与を引き続き実施します。 

地域防災力の向上 

自主防災組織の育成に向け地域が実施する避難訓練等において

全面的に支援をしています。 

また、防災備品の充実に向けても支援を行っています。 

 地域の自主防災組織では、避難訓練や机上訓練等を実施していますが、訓練を実

施する組織や参加者が特定の者となっていることから、多くの人の参加を促進す

ることが必要です。 

 高齢者や障がいのある人などが消費者被害者となるケースが後を絶たないことか

ら、今後も啓発を進めることが必要です。 

 

主な課題 

高齢者が災害弱者とならないよう、自主防災組織などと連携・協働し、日頃から

の防災意識の啓発を進めるとともに、緊急時に的確に対応するための支援体制の整

備を促進します。 

また、詐欺などの経済的被害にあわないよう、情報提供や啓発強化に努めるとと

もに、相談体制の充実を図ります。 

施策・事業 

施策の方向 



－７８－ 

② 防犯対策の推進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

住民の支え合いによ 

る防犯対策の推進 

防犯委員会において、まちを明るくすることにより犯罪の減少を

目指す一戸一灯運動や季節ごとの地域安全運動、年末には夜警運動

を実施しています。 

今後は、隣近所が互いに声をかけ合うとともに、特にひとり暮

らし高齢者や夫婦のみ高齢者世帯に対しては、地域での見守り体

制の確立を支援します。 

消費者被害の防止と 

対応の充実 

 社会福祉協議会（小地域ネットワーク事業）やＪＡいずみの等

からの要望により、消費生活専門相談員による出前講座を実施し

ています。各種悪徳詐欺やクーリングオフの手法等をわかりやす

く解説するとともに、啓発グッズ等を配布しています、 

 地域からの要望等があれば同様の出前講座を実施するととも

に、防災担当、泉大津警察等と協力し、情報の周知徹底と早期解

決可能となるよう、住民の生活力アップを図ります。 

 

 

  



第４章 高齢者施策の展開方向 

－７９－ 

基本目標３ 尊厳と権利が守られた暮らしのための支援 
 

(１) 高齢者の人権尊重と虐待防止 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

   

① 人権意識の啓発 

施策・事業名 施策・事業の内容 

学校における福祉教 

育の推進 

子どもたちが高齢者福祉や障がい者福祉、社会福祉に対する理

解や関心を深められるよう、町社会福祉協議会や地域団体等との

連携を図り、地域の高齢者等との交流やボランティア体験などの

機会の充実を図ります。 

人権啓発の推進 

高齢者や障がいのある人、ハンセン病回復者などに対する理解

と人権意識を深められるよう、広報紙などを活用して人権啓発を

推進します。 

 

② 高齢者の虐待防止 

施策・事業名 施策・事業の内容 

高齢者虐待防止に関 

する意識啓発 

高齢者虐待を防止するため、高齢者虐待を発見した時は、身近

な民生委員・児童委員や警察、いきがい支援課、地域包括支援セ

ンター、町社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーに

通報することを周知し、町をあげて虐待防止や早期発見・早期対

応に取り組みます。 

 高齢者虐待については、「広報・普及啓発」「ネットワーク構築」「行政機関連携」

「相談・支援」など、体制整備が重要です。 

 養護者による虐待については、相談機能の強化・支援体制の充実など地域の実情

に応じた取組を行うことや、要介護施設従事者等による虐待については、研修や

ストレス対策などを適切に行うことが重要です。 

主な課題 

虐待は高齢者の基本的人権を侵害するものであることから、防止が必要です。「高

齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（高齢者虐待防止法）

の趣旨や通報義務などについて住民に周知徹底を図るとともに、地域での早期発見

や見守り体制の構築、加害家族等に対する相談支援等対応の強化を図ります。 

また、高齢者が施設等で虐待にあうことのないよう、事業所に対する意識啓発や

研修の充実を促進します 

また、特定健康診査や特定保健指導の勧奨に引き続き取り組み、生活習慣病の予

防や重症化の予防を進めます。 

施策・事業 

施策の方向 



－８０－ 

施策・事業名 施策・事業の内容 

虐待対応システムの 

充実 

高齢者の虐待防止に取り組むため、虐待予防をはじめ早期対応、

支援などを行う体制として、警察、医療機関、介護サービス事業

者、民生委員・児童委員などの関係機関との連携による、高齢者

虐待対応のためのケースカンファレンスを実施します。 

また、高齢者虐待防止・対応マニュアルの作成・活用について

検討します。 

措置制度の活用 
高齢者虐待の緊急性や状況に応じて、老人福祉法に規定するや

むを得ない事由による措置制度の活用を図ります。 

施設等における身体 

拘束ゼロの取組の促 

進 

身体拘束ゼロに向けた質の高い介護サービスの提供を行うよ

う、介護保険施設や認知症高齢者グループホーム等に対して、職

員研修の実施の働きかけを行います。 

また、大阪府と連携して、介護保険施設や認知症高齢者グルー

プホーム等に対する相談・指導に努めます。 

本人や家族に対する 

理解啓発 

 身体拘束の内容やその弊害について、パンフレット等により、

本人や家族に対する理解啓発を図ります。 

介護家族に対する相 

談支援の強化 

介護者に対して、心身の疲労の回復と介護負担の軽減を図るた

め、相談体制の充実を図るとともに、介護サービス等の利用促進

を図ります。 

 

  



第４章 高齢者施策の展開方向 

－８１－ 

(２) 高齢者の権利擁護 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

   

① 権利擁護事業の利用促進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

日常生活自立支援事 

業や成年後見制度の 

周知 

日常生活自立支援事業や成年後見制度についての普及啓発に努

めます。また、将来、認知症になる不安の解消として、事前に申

立てを行う任意後見制度についても周知を図ります。 

権利擁護体制の整備 

・充実 

日常生活自立支援事業や成年後見制度について、福祉関係者に

対し研修等を通じて理解を深めるとともに、民生委員・児童委員

の活動を支援し、福祉サービス利用者の権利擁護を推進します。 

高齢者の権利擁護に 

関する相談の充実 

地域包括支援センターにおいて、認知症高齢者をはじめとす 

る高齢者の権利擁護に関する相談に応じるとともに、日常生活自

立支援事業等の利用に繋げます。また、成年後見人となることが

できる団体を紹介します。 

成年後見制度の利用 

支援 

地域包括支援センター等の相談を通じ、制度の利用が必要であ

るが申立ての困難な人、低所得者に対して、申立てに係る費用や

成年後見人等の費用を助成します。 

また、身寄りのない認知症高齢者等が成年後見制度に基づく後

見人等の申立てが必要な場合は、町長申立ての活用を図ります。 

市民後見人の養成 

認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加に伴う成年後見制度

の需要の増大に対応するため、弁護士などの専門職のみでなく、

住民を含めた後見人も後見等の業務を担えるよう、市民後見人養

成講座等を実施し、住民が後見人になるための体制整備を行いま

す 

個人情報の適切な利 

用 

高齢者の権利擁護の取組を進めるため、個人情報の収集及び関

係機関等に対する提供にあたっては、忠岡町個人情報保護条例等

に基づいて、適切に対処します。 

 「成年後見制度の利用の促進に関する法律（成年後見制度利用促進法）」が平成28

年４月に公布され、同年５月から施行されました。成年後見制度利用促進法に基

づく取組の推進や日常生活自立支援事業の周知を図るとともに、老人福祉法に基

づく成年後見制度の市町村申立てを積極的に活用するなど、認知症高齢者等の権

利擁護に取り組むことが重要です。 

主な課題 

高齢者が介護を要する状態になっても、ひとりの人間として誇りを持ち、適切な

サービスを選択して、自分らしく暮らすことができるよう、成年後見制度の周知や

利用支援等、権利擁護施策の充実を図ります。 

施策の方向 

施策・事業 



－８２－ 

基本目標４ 安心できる暮らしのための介護保険制度の運営 
 

(１) 介護サービスの充実 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

   

① 在宅サービスの充実 

施策・事業名 施策・事業の内容 

事業者相互の連携促 

進 

利用者の多様なニーズに対応するとともに、適切なサービスを提

供できるよう、介護保険関係事業者連絡会の活動を支援します。 

医療との連携による 

きめ細やかなサービ 

スの提供 

病院退院者や難病患者、末期がんの要介護者等が在宅で適切な

サービスを受けながら、安心して暮らすことができるよう、医療

と介護支援専門員、介護サービス事業者との連携を図り、きめ細

やかなサービスの提供に努めます。 

人材の確保 
介護ニーズに対応するため、介護サービス事業者や大阪府との

連携を図りながら、介護職員など人材確保の支援を行います。 

短期入所サービス等 

の充実 

短期入所生活介護等、介護者が介護負担の軽減につながるとし

て要望が高いサービスについて、近隣市と連携し、導入の促進を

図ります。 

居宅サービス基盤の 

充実 

高齢者の自立支援に資するケアマネジメントについて理解を深

め、ケアマネジメントの質の向上を図ります。 

また、平成30年度から、居宅介護支援事業所の指定は、市町村

事務になりますが、引き続き広域事業者指導課にて行います。 

 

 

 利用者のニーズに対応して良質なサービスが提供されるよう、介護サービス事業

者との連携を図り、従事者の確保や資質向上に努めるとともに、高齢者にとって

可能な限り身近な地域で適切なサービスが利用できるよう、地域密着型サービス

の提供を進めていくことが必要です。 

 介護支援専門員の資質向上や、地域課題に対応する法定外研修を実施することが

必要です。 

介護を必要とする状態になっても、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らして

いけるよう、また、在宅での介護が困難な高齢者が安心して適切な施設サービスを

利用できるよう、介護保険事業計画に基づき、計画的に在宅・施設サービスの調和

のとれた基盤整備に努めます。 

 

施策・事業 

主な課題 

施策の方向 



第４章 高齢者施策の展開方向 

－８３－ 

② 居住性に配慮した施設整備 

施策・事業名 施策・事業の内容 

介護保険施設におけ 

る個室ユニットケア 

の導入促進 

利用者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重した介護が行われ

るよう、介護保険施設における個室ユニットケアの導入を促進し

ます。 

 

  



－８４－ 

(２) 家族介護への支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

   

① 介護者支援の推進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

介護知識についての

情報提供 

介護者などが、介護に関する正しい知識やちょっとした技術な

どを習得できるよう、広報誌やパンフレットなどを通じた情報の

提供や、地域での普及啓発を進めます。 

介護用品支給等事業 

の推進 

在宅の要介護者を介護している家族の経済的負担の軽減だけで

なく、生活環境の改善を含め在宅介護の維持を図るため、介護用

品支給等事業を引き続き実施します。 

家族介護慰労事業の 

推進 

要介護４または５に相当する町民税非課税世帯の在宅高齢者の

うち、過去1年間介護保険によるサービスを受けずに家族の介護に

より在宅生活を維持している家族（住民税非課税世帯）に対して、

その家族の慰労に寄与するとともに、要介護者の在宅生活の継続、

向上を図ることを目的に、家族介護慰労金の支給を引き続き実施

します。 

 

 

 

 

 

 

 高齢者介護実態調査から、要介護認定者の介護者が不安に感じる介護等は、「外出

の付き添い、送迎等」や「認知症状への対応」「入浴・洗身」などが上位にあげら

れます。今後、認知症への適切な対応の理解啓発が必要です。 

 高齢者介護実態調査から、介護者の仕事と介護の両立や介護負担の軽減のために

要望するサービスは、「必要な時にショートステイが利用できる体制の整備」がト

ップ、次いで「緊急時に夜間の泊まりができる施設の増設」及び「24時間対応の

在宅サービス（訪問介護、訪問看護、デイサービスなど）」となっていて、サービ

スの充実とともに、緊急時対応が必要です。 

 

主な課題 

介護を担う家族の負担の軽減を図るとともに、介護者同士の交流による心身のリ

フレッシュや情報の交換等が行えるよう、相談対応の充実を図るとともに、介護サ

ービスの利用促進や介護者同士の交流の機会の提供を図ります。 

施策の方向 

施策・事業 



第４章 高齢者施策の展開方向 

－８５－ 

(３) 介護保険制度の適正・円滑な運営 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

   

① 介護保険制度の普及啓発 

施策・事業名 施策・事業の内容 

介護保険制度等の普 

及啓発 

介護保険制度の改正について、高齢者やその家族等が理解を深

められるよう、ホームページをはじめ広報誌等多様な媒体や機会

を活用して、周知の徹底を図ります。 

また、広報に際しては、できるだけ平易な表現を用いるなど、

高齢者の多様な状況に配慮して実施するとともに、パンフレット作

成にあたっては、点字や音声版、外国語への翻訳やふりがななど、

障がいのある人や在日外国人などのコミュニケーションや情報入

手に支援を必要とする高齢者等への配慮に努めます。 

介護保険料算出等に 

ついての周知 

サービスの利用と費用の負担との関係に対する住民の理解を深

めるため、介護サービス量の見込み方から保険料額の算出に至る

までの仕組みについて、さまざまな機会を利用して周知していき

ます。 

 

 

 

 介護サービス評価システムの導入では、集団指導時に広域事業者指導課より、第

三者評価の利用周知を実施しています。今後も引き続き、サービスの質の向上を

促進することが必要です。 

 「介護給付適正化に向けた取組の推進」では、３か月毎に、利用者に対し、自身

の利用実績のわかる介護給付費通知書を郵送し、請求内容を確認していただいて

いますが、今後も介護給付適正化に向け、認定調査状況チェックをはじめ、ケア

プランのチェック、住宅改修実施調査、医療情報との突合・縦覧点検、介護給付

費の通知などを実施していくことが必要です。 

 

主な課題 

団塊の世代が後期高齢者になる2025年に向けて、より一層の介護サービスの質

的な向上と介護保険財政の安定的な運営に向け、介護給付適正化の一層の推進を図

ります。 

また、介護保険料の利用者負担の軽減を図るため、低所得者対策を推進します。 

施策の方向 

施策・事業 



－８６－ 

② 適切な要介護等認定の推進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

認定調査員、認定審

査会委員の研修の充

実 

要介護等認定項目等の改正、あるいはさまざまな疾病や障がい

などに対する理解を深められるよう、大阪府と連携し、認定調査

員や認定審査会委員の研修や指導に努めます。 

認定調査体制の充実 

認知症や障がいのある人、在日外国人などが、状態を的確に調

査員に伝えられるよう、日頃の状態や障がいによる生活面での困

難を的確に説明できる人を同席させる取組を推進します。 

また、コミュニケーションの確保を図るため、手話通訳や筆談

の利用などにより、調査員に対する意思の伝達を手助けする取組

を推進します。 

公平・公正で適正な

要介護等認定審査 

認定調査票や主治医意見書の点検や、認定調査員の能力向上の

ための指導を図ることで、公平・公正で適切な要介護等認定を実

施します。 

 

③ 介護サービスの質の向上 

施策・事業名 施策・事業の内容 

介護支援専門員の養 

成と資質の向上 

利用者のニーズや状況に応じた適切な支援が行えるよう、地域

包括支援センターの主任介護支援専門員（主任ケマネジャー）が

中心となり、居宅介護支援事業所が集まり事例検討会を開催し、

困難事例等についても検討するとともに、研修も実施します。 

介護保険事業者連絡 

会の支援 

介護サービス事業者に対し、介護保険関係事業者連絡会を通じ

て、利用者から寄せられる相談や苦情、介護保険に係るさまざま

な情報提供を行い、忠岡町と介護サービス事業者との情報の共有

化、連携の強化を図るとともに、改善に向けた指導・助言を行い、

介護保険制度の円滑な運営に努めます。 

介護サービス事業者 

への指導・助言 

介護サービスの質の向上を図り、利用者に対して適切なサービ

スが提供されるよう、広域事業者指導課と連携して、介護サービ

ス事業者に対する指導・助言を行います。 

地域密着型サービス 

に係る運営基準 

町の実情にあった地域密着型サービスの運営基準を定め、利用

者に対する適切なサービスの確保を図ります。 

介護サービス評価シ 

ステムの導入 

介護サービス事業者のサービス提供体制に関する自己評価や第

三者評価の導入を促進します。 

認知症高齢者グルー 

プホーム等第三者評 

価支援 

利用者が安心して介護サービス事業者を選択できるよう、認知

症高齢者グループホームや介護サービス事業者に対し、評価を受

けることを支援し、サービスの質の向上を図ります。 

介護給付適正化に向 

けた取組の推進 

適切な介護サービスの確保と制度の信頼感を高めるとともに、

持続可能な制度の構築を図るため、介護給付費の過誤請求等の防

止に向けた介護サービス事業者への介護サービス利用実績の確認

など、給付適正化への取組を行います。 

また、住宅改修工事の事後点検やケアプランの点検・評価等を

行います。 

 



第４章 高齢者施策の展開方向 

－８７－ 

施策・事業名 施策・事業の内容 

地域密着型サービス 

についての広域にお 

ける指導 

広域事業者指導課により、引き続き地域密着型サービス事業者

の指定、指導及び介護サービス事業者の実地指導等を広域的に行

います。 

 

④ 介護サービスの利用支援 

施策・事業名 施策・事業の内容 

介護サービス情報の 

提供 

利用者が介護サービスを適切に選択できるよう、すべての介護サー

ビス事業者に対し、介護サービスの内容や整備状況に関する情報及び

サービス評価の結果等の公開を促進します。 

サービスに関する相 

談・苦情体制の強化 

町は保険者として、あるいは利用者の一番身近な相談窓口とし

て、相談や苦情に対し適切かつ迅速な対応を行います。また、地

域包括支援センターにおいても、居宅サービス計画や介護サービ

ス事業者との契約に関する相談に応じるなど、相談体制をさらに

強化していきます。 

町での対応が難しい苦情や問題、町域を超えた広域的な苦情等

について、大阪府国民健康保険団体連合会と連携し、適切な問題

解決を図ります。 

また、大阪府介護保険審査会に申立てを行う行政不服審査請求

に関しては、住民の事前の相談に対応するとともに、迅速かつ適

切に対応します。 

地域包括支援センタ 

ーにおける利用者・ 

介護者への支援の充 

実 

高齢者が安心して必要なサービスを利用できるよう、相談内容

に応じ、指導・助言を行うとともに、必要に応じ訪問等による状

況把握を行い、関係機関や各種サービスへの連絡・調整を行いま

す。 

介護保険料の負担額 

の軽減 

介護保険制度の改正に伴い、低所得者の保険料軽減割合が拡大さ

れることについて、周知を図ります。 

また、保険料の所得段階に応じた弾力化を行い、低所得者に対

する保険料の引き下げに努めます。 

社会福祉法人等によ 

る利用者負担額減免 

措置制度の利用促進 

社会福祉法人等による生活困窮者に対する介護サービスに係る

利用者負担額減免制度事業の周知に努めるとともに、社会福祉法

人等に対して減額制度の実施を働きかけていきます。 

介護サービス利用者 

負担額の軽減制度の 

周知 

利用者負担額の軽減制度について、各種媒体により周知を行う

とともに、対象者には利用について勧奨を行います。 
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■基本目標・施策別成果指標 
 

  この計画の自立支援・重度化防止、介護保険の適正化の取組を含め、計画をより実効性

のあるものにするため、基本目標・施策別に成果指標を設定し、関連施策・事業を推進し

ます。 

 

■基本目標・施策別 成果指標一覧 

基本目標・施策 成果指標 
実績 目標値 

平  成 
28年度 

平  成 
30年度 

平  成 
31年度 

平  成 
32年度 

基本目標１ 健やかでいきいきした暮らしのための支援 

 

(1)健康づくりと生活習慣病 

の予防 

がん検診 

胃がん 

受診率(%) 

11.9 40 40 40 

大腸がん 11.2 40 40 40 

肺がん 8.5 40 40 40 

乳がん 24.3 50 50 50 

子宮がん 25.8 50 50 50 

特定健康診査 受診率(%) 32 35 40 45 

(2)生きがいづくりの推進 

老人クラブ 会員数(人) 479 500 510 520 

シルバー人材センター 会員数(人) 232 240 250 260 

世代間交流 開催回数(回) 3 4 4 4 

(3)高齢者が活動しやすい 

  生活環境づくり 
福祉バス 利用者数(人) 12,263 12,500 12,600 12,700 

基本目標２ 地域での自立した暮らしのための支援 

 
(1)相談支援・情報提供体制 

  の充実 

介護相談員派遣事業 受入事業所数(所) 13 14 14 14 

福祉事業所連絡会 
開催回数(回) 6 6 6 6 

参加事業所数(所) 14 16 16 16 

(2)地域包括支援センターの 

  機能強化 

地域ケア会議 開催回数(回) － 4 4 4 

事例検討会 開催回数(回) 0 3 3 3 

(3)介護予防・重度化防止の 

  推進 
介護予防教室 

開催回数(回) 11 11 11 11 

参加者数(人) 25 25 25 25 

(4)生活支援の充実 

街かどデイハウス 延利用者数(人) 2,500 2,500 2,500 2,500 

高齢者等配食サービス 配食数(食) 4,248 4,450 4,550 4,650 

緊急通報装置 設置台数(台) 53 55 57 59 

緊急時情報キット 配布数(件) 30 30 30 30 

(5)医療と介護の連携の推進 
イカロスネット 開催回数(回) 3 2 2 2 

在宅医療連携会議 開催回数(回) 2 2 2 2 

(6)認知症対策の推進 

認知症サポーター養成講座 
実施回数(回) 0 3 3 3 

新規登録者数(人) 0 20 20 20 

認知症初期集中支援事業 支援対象者数(人) 1 2 3 4 

徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク 新規登録者数(人) 4 2 2 2 

(7)参加と協働による地域福

祉活動の推進 

ボランティアセンター 
登録グループ数 6 6 7 7 

登録者数(人) 70 80 90 100 

官民パートナーシップ協定 締結事業所数(所) 2 3 4 5 

(8)防災・防犯対策の推進 

家具転倒防止器具取付支援事業 給付件数(件) 5 7 7 7 

日常生活用具給付事業 給付件数(件) 1 2 2 2 

災害時避難行動要支援者支援プラン 要支援者のマッチング率（％） 47.4   70 
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基本目標・施策 成果指標 
実績 目標値 

平  成 
28年度 

平  成 
30年度 

平  成 
31年度 

平  成 
32年度 

基本目標３ 尊厳と権利が守られた暮らしのための支援 

 (1)高齢者の人権尊重と虐待 

防止 
人権街頭啓発 実施回数(回) 2 2 2 2 

(2)高齢者の権利擁護 
成年後見制度町長申立 

申立件数(件) 0 2 2 2 

報酬扶助件数(件) 2 2 2 2 

市民後見人養成講座 開催回数(回) 1 1 1 1 

基本目標４ 安心できる暮らしのための介護保険制度の運営 

 
(1)介護サービスの充実 

生活援助サービス従事

者研修 

開催回数(回) － 1 1 1 

参加者数(人) － 5 5 5 

(2)家族介護への支援 介護用品支給事業 延対象者数(人) 62 64 66 68 

(3)介護保険制度の適正・円滑

な運営 

ケアプラン点検 実施事業所数(所) － 
3年間で町内全事業所 
を実施 

認定調査 
町職員による実施

割合(%) 
86.9 87 88 89 

介護認定審査会委員へ

の研修 
開催回数(回) 1 1 1 1 

住宅改修事前事後点検 訪問件数(件) 22 25 25 25 

医療情報との突合 照会件数(件) 1 3 5 7 

縦覧点検 照会件数(件) 6 10 10 10 

給付費通知 通知回数(回) 4 4 4 4 
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１ 日常生活圏域について 
 

高齢者が介護を必要になっても、住み慣れた地域で可能な限り生活を継続できるように

するため、地域密着型サービスによる支援があり、より身近な地域での利用を可能とする

ため、町域を日常生活圏域に分け、日常生活圏域ごとの計画を立てる必要があります。 

忠岡町では、平成17年の介護保険制度の改正に伴う日常生活圏域の設定基準である、人

口１万５千人～３万人、１号被保険者３千人～６千人に１か所程度を踏まえるとともに、

次の点を踏まえて１圏域と設定しました。 

●老人介護支援センターや民生委員・児童委員協議会の地区などと、できる限り整合性

を図っていくこと。 

●介護基盤整備の単位として考えた場合、あまり細かく分割すると、民間事業者などの

整備誘致が難しくなる点を考慮し、介護基盤整備に柔軟性を持たせるため、やや広目

に日常生活圏域を設定すること。 

第７期介護保険事業計画においても、日常生活圏域についてこれまでどおり１圏域の設

定とします。 

忠岡町における計画関連施設は、次表のとおりです。 

 

■計画関連施設一覧 

施設・サービス名 か所数等 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） １か所 100床 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 2か所  ３ユニット 27床 

ケアハウス １か所 50床 

小規模多機能型居宅介護施設 １か所（登録25人）  

有料老人ホーム １か所（24室） 

サービス付き高齢者向け住宅 ５か所（104室） 

地域包括支援センター（忠岡町役場内） １か所 

老人介護支援センター １か所 

街かどデイハウス １か所 

通所介護（デイサービス） 12か所 

認知症対応デイサービス １か所 

通所リハビリテーション（デイケア） 2か所 

総合福祉センター １か所 

老人いこいの家 １か所 

注）平成29年３月１日現在 
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２ 介護サービス量等の見込みの手順 
 

介護サービス事業量等の見込量の算定及びそれに基づく保険料の推計は、国が保険者に

配布する推計ツール※を基に行っています。その手順は以下のとおりです。 

 

■算定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今期の計画では、団塊の世代がすべて後期高齢者になる平成37年（2025年）に向けて、

地域包括ケアシステムの深化・推進を見据えた将来推計を行うため、第６期計画に引き続

き、本計画期間（平成30年度～平成32年度）だけではなく、平成37年度の見込量を推計

しています。 

 

 

※推計ツール：保険者の実数値を基に、介護保険サービスの見込量やそれに基づく保険料の推計を

各保険者が円滑に行うことができるよう、保険者に対する国の支援の一環として国

が保険者に配布する推計ツールのことです。 
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見込量を推計 
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３ 介護保険事業対象者等の推計 
 

(１) 将来人口の推計 

① 総人口と年齢３区分別人口 

計画の基礎となる人口推計は、平成22年～28年（各年9月末時点）の住民基本台

帳人口（外国人登録を含む）を基に、コーホート変化率法で行いました。 

その結果、第７期計画の目標年である平成32年には、総人口は16,748人と推計さ

れます。また、団塊の世代すべてが後期高齢者となる平成37年には、総人口が15,758

人と推計され、平成29年時点よりおよそ1,500人減少します。 

年齢３区分別では、０～14歳の年少人口は減少を続けるものと見込まれ、65歳以

上の高齢者人口も、平成30年をピークに減少に転じるものと見込まれます。これは第

６期計画策定時の推計と同様です。平成32年の総人口に占める割合は、年少人口が

11.9％、高齢者人口が28.8％と見込まれます。 

 

■総人口と年齢３区分別人口の推計 

 
資料：実績は住民基本台帳（外国人登録含む）（各年９月末現在） 
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9,447

4,720 4,804 4,828 4,882 4,856 4,818
4,617
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② 計画対象（40歳以上）人口 

65歳以上の第１号被保険者と40～64歳の第２号被保険者を合わせた40歳以上人

口の推計は、第７期計画の目標年である平成32年には10,500人に、平成３7年には

10,115人と推計され、平成32年及び平成37年の推計値は、第６期計画の推計値に

比べてそれぞれ141人、235人多くなっています。 

また、高齢者人口は平成32年には4,818人と推計され、その内訳は65～74歳の

前期高齢者が2,247人、75歳以上の後期高齢者が2,571人、高齢者人口に占める比

率はそれぞれ46.6％、53.4％となるものと推計されます。 

■計画対象（40歳以上）人口の推計 

 
資料：実績は住民基本台帳（外国人登録含む）（各年９月末現在） 

       ■計画対象（40歳以上）人口の推計     （単位 上段：人 下段：％） 

項目・年次 

年齢 

実績 第７期計画 推計 

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成37年 

総 人 口 
17,559 
100.0 

17,448 
100.0 

17,272 
100.0 

17,108 
100.0 

16,932 
100.0 

16,748 
100.0 

15,758 
100.0 

40歳以上 
10,486 

59.7 
10,561 

60.5 
10,582 

61.3 
10,583 

61.9 
10,543 

62.3 
10,500 

62.7 
10,115 

64.2 

40～64歳 
5,766 
32.8 

5,757 
33.0 

5,754 
33.3 

5,701 
33.3 

5,687 
33.6 

5,682 
33.9 

5,498 
34.9 

65歳以上 
4,720 
26.9 

4,804 
27.5 

4,828 
28.0 

4,882 
28.5 

4,856 
28.7 

4,818 
28.8 

4,617 
29.3 

65～74歳 
2,444 
13.9 

2,451 
14.0 

2,409 
13.9 

2,408 
14.1 

2,294 
13.6 

2,247 
13.4 

1,779 
11.3 

75歳以上 
2,276 
13.0 

2,353 
13.5 

2,419 
14.0 

2,474 
14.4 

2,562 
15.1 

2,571 
15.4 

2,838 
18.0 

資料：実績は住民基本台帳（外国人登録含む）（各年９月末現在） 

 

5,766 5,757 5,754 5,701 5,687 5,682 5,498

2,444 2,451 2,409 2,408 2,294 2,247
1,779

2,276 2,353 2,419 2,474 2,562 2,571
2,838

10,486 10,561 10,582 10,583 10,543 10,500
10,115
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③ 高齢化率 

高齢化率は、平成29年の28.0％が、平成32年には第７期計画の目標年である平成

32年には28.8％に、平成３7年には29.3％になるものと推計されます。高齢者人口

は平成30年をピークに減少に転じるものと見込まれますが、高齢化率は今後も上昇を

続けるものと見込まれます。 

■高齢化率の推移 

 

資料：全国の推計は、「日本の将来推計人口（平成29年推計、４月公表）」（国立社会保障・人口問題研究所 

による推計で、出生・死亡ともに中位推計） 
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(２) 要支援・要介護認定者数の推計 

要支援・要介護認定者数は、推計人口と認定状況の実績を踏まえて推計します。国の

推計ツールの場合、前期計画の実績の性別・年齢別・要介護度別認定率と伸び率をその

まま使用した自然体推計では、過去の増減の傾向をそのまま反映し、減少傾向にある要

介護度は減少を続け、増加傾向にある要介護度は増加を続け、その差が大きくなってし

まうため、人口推計結果や後期高齢者の増加、介護予防の実施等も踏まえて推計しまし

た。 

その結果は、以下のとおりで、第７期計画の最終年度である平成32年は、総数が

1,110人、認定率は23.0％と見込んでいます。 

また、団塊の世代がすべて後期高齢者となる平成37年は認定者総数が1,227人、認

定率が26.6％と見込んでいます。 

なお、大阪府の高齢者計画策定指針によると、大阪府の要介護認定率のピークは2035

年（平成47年）、介護需要のピークは2040年（平成52年）に到来することに留意する

こととしています。 

■要介護度別認定者数の推計 

 

 注）認定率（％）＝要介護等認定者総数÷第１号被保険者数×100 
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４ 介護サービス利用者数の推計 
 

(１) 施設・居住系サービス利用者数の推計 

介護保険施設及び居住系サービスの１か月あたりの利用者数の推計は、平成27年度か

ら28年度の利用率の伸びを踏まえて見込んでいます。 

■介護サービス別 施設・居住系サービス１か月あたりの利用者数の見込み  (単位：人) 

項目・年度 

サービス名・要介護度区分 

実績 第７期計画期間推計 将来推計 

平  成 
29年度 

平  成 
30年度 

平  成 
31年度 

平  成 
32年度 

平  成 
37年度 

(１) 居宅（介護予防）サービス  

 

特定施設入居者生活介護 

合 計 6 7 7 7 7 

うち要支援 1 1 1 1 1 

うち要介護 5 6 6 6 6 

(2) 地域密着型（介護予防）サービス  

 

認知症対応型共同生活介護 

合 計 22 22 23 24 27 

うち要支援 0 0 0 0 0 

うち要介護 22 22 23 24 27 

地域密着型特定施設入居者 

生活介護 
合 計 0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 
合 計 0 0 0 0 0 

(3) 施設サービス  

 介護老人福祉施設 合 計 43 44 44 46 47 

介護老人保健施設 合 計 26 28 28 30 31 

介護医療院 

(平成37年度は介護療養型医療施設を含む) 
合 計  0 0 0 4 

介護療養型医療施設 合 計 5 5 5 5  

注）平成29年度実績は、9月給付までの平均。 

平成37年度の介護医療院には介護療養型医療施設を含む。  

 

■必要利用定員総数    

項目・年度 

 

地域密着型サービス名・単位 

実績 計画 

平  成 
29年度 

平  成 
30年度 

平  成 
31年度 

平  成 
32年度 

認知症対応型共同生活介護 
利用定員総数（人） 27 27 27 27 

ユニット数（ユニット） 3 3 3 3 
注）必要利用定員総数は、稼働率を考慮して設定しています。 

 

  



第５章 介護保険事業 

－９７－ 

(２) 在宅サービス利用者数の推計 

１か月あたりの在宅サービス利用者数は、平成27年度から平成28年度の実績を基に、

利用率の伸びと認定者の伸びを踏まえて見込んでいます。 

■在宅サービス１か月当たりの利用者数の見込み        (単位：人) 

項目・年度 

 

サービス名・給付区分 

実績 第７期計画期間推計 将来推計 

平  成 
29年度 

平  成 
30年度 

平  成 
31年度 

平  成 
32年度 

平  成 
37年度 

居宅（介護予防）サービス 

訪問介護 
予防 83     

介護 353 359 366 375 418 

訪問入浴介護 
予防 0 0 0 0 0 

介護 17 17 17 17 18 

訪問看護 
予防 6 8 8 8 9 

介護 85 85 88 91 102 

訪問リハビリテーション 
予防 20 22 22 22 26 

介護 49 49 52 54 59 

居宅療養管理指導 
予防 6 8 8 9 11 

介護 150 151 157 161 180 

通所介護 
予防 37     

介護 228 228 235 243 267 

通所リハビリテーション 
予防 33 36 38 40 43 

介護 105 111 117 121 141 

短期入所生活介護 
予防 0 0 0 0 0 

介護 22 25 26 28 33 

短期入所療養介護 
予防 0 0 0 0 0 

介護 13 13 13 14 16 

福祉用具貸与 
予防 87 91 95 99 110 

介護 378 388 398 407 457 

特定福祉用具購入費 
予防 2 4 4 4 4 

介護 5 7 7 8 8 

住宅改修費 
予防 3 4 4 4 4 

介護 7 5 5 5 5 

介護予防支援・居宅介護支援 
予防 184 161 165 170 186 

介護 528 549 564 579 640 

地域密着型（介護予防）サービス 

定期巡回・随時対応型訪問 
介護看護 介護 1 2 2 2 2 

夜間対応型訪問介護 介護 0 0 0 0 0 

認知症対応型通所介護 
予防 0 0 0 .0 0 

介護 0 0 0 0 0 

小規模多機能型居宅介護 
予防 6 6 6 7 8 

介護 12 12 12 12 16 

看護小規模多機能型居宅介護 介護 0 0 0 0 0 

地域密着型通所介護 介護 60 62 64 67 77 

 



－９８－ 

５ 介護サービス事業量の推計 
 

(１) 在宅サービス利用回（日）数の推計 

在宅サービスの１か月あたりの利用回（日）数は、基本的には１人１か月あたりの利

用回（日）数を平成27年度から平成28年度の伸びを算出し、利用者数に乗じて見込ん

でいます。 

       

■１か月あたり在宅サービス利用回（日）数の見込み      (単位：回・日) 

項目・年度 

 

サービス名・給付区分 

実績 第７期計画期間推計 将来推計 

平  成 
29年度 

平  成 
30年度 

平  成 
31年度 

平  成 
32年度 

平  成 
37年度 

居宅（介護予防）サービス 

訪問介護 
予防      

介護 10,304 10,435 10,625 10,874 12,161 

訪問入浴介護 
予防 0 0 0 0 0 

介護 106 112 112 112 118 

訪問看護 
予防 28 38 38 38 43 

介護 86 88 90 91 106 

訪問リハビリテーション 
予防 214 214 214 214 252 

介護 582 615 654 679 743 

通所介護 
予防      

介護 2,367 2,425 2,501 2,587 2,848 

通所リハビリテーション 
予防      

介護 908 970 1,021 1,056 1,229 

短期入所生活介護 
予防 0 0 0 0 0 

介護 234 253 259 276 328 

短期入所療養介護 
予防 0 0 0 0 0 

介護 109 109 109 118 131 

地域密着型（介護予防）サービス 

認知症対応型通所介護 
予防 0 0 0 0 0 

介護 0 0 0 0 0 

地域密着型通所介護 介護 529 551 568 594 684 

 

  



第５章 介護保険事業 

－９９－ 

(２) 介護給付費の推計 

① 施設・居住系サービスの給付費 

施設・居住系サービスの給付費は、基本的には平成28年度のサービス別１人１か月

当たりの給付費を基に見込みました。 

            ■施設・居住系サービス給付費の見込み      （単位：千円） 

項目・年度 

 

サービス名・給付区分 

実績 第７期計画期間推計 将来推計 

平  成 
29年度 

平  成 
30年度 

平  成 
31年度 

平  成 
32年度 

平  成 
37年度 

(1) 居宅（介護予防）サービス 

特定施設入居者生活介護 
予防 1,114 1,120 1,121 1,121 1,121 

介護 10,645 12,775 12,781 12,781 12,781 

(2) 地域密着型（介護予防）サービス 

認知症対応型共同生活介護 
予防 0 0 0 0 0 

介護 70,272 70,654 73,800 77,351 86,788 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護 

0 0 0 0 0 

(3) 施設サービス 

介護老人福祉施設 117,854 120,595 120,649 126,184 132,870 

介護老人保健施設 87,838 91,279 98,249 98,249 101,339 

介護医療院 

(平成37年度は介護療養型医療施設を含む) 
 0 0 0 16,989 

介護療養型医療施設 21,274 22,090 22,100 22,100  

 

 

② 在宅サービスの給付費 

在宅サービスの給付費も、施設・居住系サービスと同様に、基本的には平成28年度

のサービス別１人１か月当たりの給付費を基に見込みました。 

            

  



－１００－ 

            ■在宅サービス給付費の見込み          （単位：千円） 

項目・年度 

 

サービス名・給付区分 

実績 第７期計画期間推計 将来推計 

平  成 
29年度 

平  成 
30年度 

平  成 
31年度 

平  成 
32年度 

平  成 
37年度 

(1) 居宅（介護予防）サービス 

訪問介護 
予防 20,345     

介護 321,243 325,328 331,205 338,721 377,880 

訪問入浴介護 
予防 0 0 0 0 0 

介護 15,449 16,312 16,319 16,319 17,097 

訪問看護 
予防 1,610 2,537 2,539 2,539 2,839 

介護 31,244 33,838 34,974 36,191 40,651 

訪問リハビリテーション 
予防 7,180 7,219 7,222 7,222 8,519 

介護 20,460 21,621 22,998 23,881 26,157 

居宅療養管理指導 
予防 1,189 1,288 1,289 1,452 1,775 

介護 26,257 26,433 27,487 28,182 31,579 

通所介護 
予防 12,163     

介護 222,151 229,151 236,424 244,418 269,942 

通所リハビリテーション 
予防 12,415 13,353 14,053 14,747 15,896 

介護 89,116 94,506 99,298 102,441 119,326 

短期入所生活介護 
予防 0 0 0 0 0 

介護 24,451 25,517 26,085 27,643 32,894 

短期入所療養介護 
予防 0 0 0 0 0 

介護 15,599 16,068 16,075 17,456 19,466 

福祉用具貸与 
予防 5,178 5,417 5,638 5,858 6,477 

介護 59,812 61,191 62,041 63,293 71,787 

特定福祉用具購入費 
予防 1,017 1,307 1,307 1,307 1,307 

介護 2,078 2,604 2,604 3,019 3,019 

住宅改修費 
予防 2,724 4,264 4,264 4,264 4,264 

介護 5,858 4,701 4,701 4,701 4,701 

介護予防支援・居宅介護支援 
予防 10,312 9,016 9,244 9,524 10,420 

介護 87,534 89,002 91,347 93,828 104,017 

(2) 地域密着型（介護予防）サービス 

定期巡回・随時対応型訪問 
介護看護 

介護 1,766 3,195 3,196 3,196 3,196 

夜間対応型訪問介護 介護 0 0 0 0 0 

認知症対応型通所介護 
予防 0 0 0 0 0 

介護 0 0 0 0 0 

小規模多機能型居宅介護 
予防 4,003 4,025 4,027 5,035 5,638 

介護 24,641 24,775 24,786 24,786 34,356 

看護小規模多機能型居宅介護 介護 0 0 0 0 0 

地域密着型通所介護 介護 48,007 51,691 53,087 55,245 63,347 
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－１０１－ 

③ 総給付費の見込み 

以上から、総給付費は以下のように見込まれ、平成32年度はおよそ14億7千万円

と見込み、平成37年度にはおよそ16億3千万円と見込んでいます。 

                             ■総給付費の見込み                   （単位：千円） 

項目・年度 

 

項目・ 

実績 第７期計画期間推計 将来推計 

平  成 
29年度 

平 成 
30年度 

平  成 
31年度 

平  成 
32年度 

平  成 
37年度 

予防給付費 79,250 49,546 50,704 53,069 58,256 

介護給付費 1,303,549 1,343,326 1,380,206 1,419,985 1,570,182 

総給付費 1,382,799 1,392,872 1,430,910 1,473,054 1,628,438 

第１号被保険者数（人） 4,845 4,882 4,856 4,818 4,617 

被保険者１人当たり給付費 285.4 285.3 294.7 305.7 352.7 

 

  



－１０２－ 

６ 地域支援事業の事業費の推計 
 

① 地域支援事業の制度 

平成29年度に、それまでの予防給付が介護予防・日常生活支援総合事業に移行し、

平成27・28年度に実施していた「一次予防事業及び二次予防事業」は、「一般介護

予防事業と介護予防・生活支援サービス事業」として改正されました。 

一般介護予防事業は、一次予防事業に介護予防把握事業や地域リハビリテーション

活動支援事業などが加えられました。 

忠岡町においては、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するととも

に、地域における包括的・継続的ケアマネジメントを強化する観点から、町が主体と

なって地域支援事業を推進します。 

地域支援事業は、1）介護予防・日常生活支援総合事業、2）包括的支援事業、3）

任意事業の３事業で構成され、財源構成は次のとおりです。 

■地域支援事業の財源構成 

＜第６期（前計画）＞            ＜第７期（本計画）＞ 

項目 

財源主体 

介護予防 

事業 

包括的支援事業 

・任意事業 

国 ２５.０％ ３９.０％ 

大阪府 １２.５％ １９.５％ 

忠岡町 １２.５％ １９.５％ 

第１号被保険者 ２２.０％ ２２.０％ 

第２号被保険者 ２８.０％ － 

合 計 １００ ％ １００ ％ 

 

 

  

項目 

財源主体 

介護予防 

事業 

包括的支援事業 

・任意事業 

国 ２０.０％ ３８.５０％ 

国調整交付金 ５.０％ － 

大阪府 １２.５％ １９.２５％ 

忠岡町 １２.５％ １９.２５％ 

第１号被保険者 ２３.０％ ２３.０％ 

第２号被保険者 ２７.０％ － 

合 計 １００ ％ １００ ％ 

 



第５章 介護保険事業 

－１０３－ 

② 地域支援事業費の見込み 

地域支援事業費の見込額は、平成32年度にはおよそ１億１千万円、また、平成37

年度にはおよそ１億３千万円と見込んでいます。 

            ■地域支援事業費の見込み                  （単位：千円） 

項目・年度 

 

項目・ 

実績 第７期計画期間推計 将来推計 

平  成 
29年度 

平 成 
30年度 

平  成 
31年度 

平  成 
32年度 

平  成 
37年度 

介護予防・日常生活支援 
総合事業 

38,014 62,912 65,685 68,597 85,491 

包括的支援事業・任意事業 35,614 40,614 40,614 40,614 40,614 

地域支援事業合計 73,628 103,526 106,299 109,211 126,105 

 

 

  



－１０４－ 

７ 第１号被保険者の介護保険料の推計 
 

(１) 介護保険の財源構成 

本計画の第７期事業期間では、高齢者数の増加を踏まえ、第１号被保険者の負担割合

は22％から23％へ、第２号被保険者の負担割合は28％から27％に変更になることが

予定されています。また、平成37年度には、第１号被保険者の負担割合は25％に変更

されることが予定されています。 

■介護保険の財源構成（居宅及び施設給付費） 

＜第６期（前期）＞           ＜第７期（今期）＞ 

項目 

 

財源主体 

居  宅 
給付費 

施設等 
給付費 

国 ２０.０％  １５.０％ 

国調整交付金 ５.０％ ５.０％ 

大阪府 １２.５％ １７.５％ 

忠岡町 １２.５％ １２.５％ 

第１号被保険者 ２２.０％ ２２.０％ 

第２号被保険者 ２８.０％ ２８.０％ 

合 計 １００％ １００％ 

  

   保険料収納の必要額は、第７期（平成30年度～平成32年度）の給付総額（サービス

給付に必要な費用）に第１号被保険者の負担分（負担率23％）を乗じた額です。 

 

 

 

 

 

  保険料賦課総額は、次の方法で算出しますが、予定保険料収納率は98.7％に設定して

います。 

 

 

 

 

 
 

  

第７期の給付費総額 

（標準給付費＋地域支援事業

費） 

第１号被保険者負担分 

23％ 

保険料収納 

必要総額 

 

          ÷           ＝ 
 

保険料収納率 

98.7％ 

項目 

 

財源主体 

居  宅 
給付費 

施設等 
給付費 

国 ２０.０％ １５.０％ 

国調整交付金 ５.０％ ５.０％ 

大阪府 １２.５％ １７.５％ 

忠岡町 １２.５％ １２.５％ 

第１号被保険者 ２３.０％ ２３.０％ 

第２号被保険者 ２７.０％ ２７.０％ 

合 計 １００％ １００％ 

 

保険料賦課総額 
保険料収納 

必要総額 

 

               ×          ＝ 
 

第７期の給付費総額 

(標準給付費＋地域支援事業費) 

第１号被保険者負担分 

２３％ 

保険料収納 

必要総額 



第５章 介護保険事業 

－１０５－ 

(２) 第１号被保険者の所得段階区分 

忠岡町では、低所得者に対する保険料の軽減を図るため、前期で所得段階を11段階に

しました。今期においても、引き続き11段階に設定しました。 

■所得段階区分と保険料率 

第１段階 基準額×0.45 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 

第１段階 基準額×0.45 
本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所
得金額の合計が80万円以下の人 

第２段階 基準額×0.63 
本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所
得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 

第３段階 基準額×0.75 
本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所
得金額の合計が120万円を超える人 

第４段階 基準額×0.88 
本人が住民税非課税（課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万
円以下）で世帯内に住民税課税の人がいる人 

第５段階 基準額×1.00 
本人が住民税非課税（課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万
円超）で世帯内に住民税課税の人がいる人 

第６段階 基準額×1.13 本人が住民税課税者で合計所得金額が120万円未満の人 

第７段階 基準額×1.25 本人が住民税課税者で合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 

第８段階 基準額×1.50 本人が住民税課税者で合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 

第９段階 基準額×1.70 本人が住民税課税者で合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 

第10段階 基準額×1.85 本人が住民税課税者で合計所得金額が400万円以上800万円未満の人 

第11段階 基準額×2.00 本人が住民税課税者で合計所得金額が800万円以上の人 

 

所得区分に基づく所得段階別加入割合及び加入者数は、次表のとおりとなります。 

■忠岡町の所得段階別加入割合及び加入者数 

所得区分 加入割合（％） 
加入者数(人) 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 

第１段階 25.4 1,240 1,234 1,224 

第２段階 8.8 430 428 424 

第３段階 10.2 498 495 491 

第４段階 11.9 579 576 572 

第５段階 11.5 561 558 554 

第６段階 11.6 567 564 560 

第７段階 10.3 503 500 496 

第８段階 5.3 257 255 253 

第９段階 2.3 110 110 109 

第10段階 1.9 95 94 94 

第11段階 0.9 42 42 41 

合 計 100.0 4,882 4,856 4,818 
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(３) 第１号被保険者の介護保険料（基準額）の算定 

第１号被保険者の介護保険料の算定は、原則３年ごとに見直しすることになっており、

第６期の介護保険料基準額は5,283円でした。第７期の介護保険料基準額は、平成30

年度から平成32年度までの給付見込額を基に算定しています。 

総給付費については、一定以上所得者の利用者負担の見直しに伴う財政影響額を考慮

するとともに、特定入所者介護サービス費等給付額についても、資産等勘案するなど補

足給付の見直しに伴う財政影響額を考慮した額にしています。 

第１号被保険者の介護保険料基準額の算定に関連する総給付費、及び標準給付費の見

込み額は次頁の表のとおりです。 

また、介護保険料算出プロセスに沿って算出した第１号被保険者の介護保険料基準額

は、6,557円となります。 

                   ■総給付費及び標準給付費の見込み              （単位：円） 

項目・年度 

項目・ 

第７期計画期間推計 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 

予防給付費 49,546,000 50,704,000 53,0069,000 

介護給付費 1,343,326,000 1,380,206,000 1,419,985,000 

総給付費           1,392,872,000 1,430,910,000 1,473,054,000 

一定以上所得者の利用者負担の見直しに伴う 

財政影響額 
918,762 1,413,411 1,455,696 

消費税率等の見直しを勘案した影響額 0 3,119,357 6,421,447 

総給付費（一定以上所得者負担の調整後）   (A) 1,391,953,238 1,432,615,946 1,478,019,751 
    

特定入所者介護サービス費等給付額              27,271,000 28,034,000 28,805,000 

特定入所者介護サービス費等給付額 

（資産等勘案調整後）                 (B)   
27,271,000 28,034,000 28,805,000 

高額介護サービス費等給付額            (C) 31,074,000 31,941,000 32,818,000 

高額医療合算介護サービス費等給付額      (D) 4,222,000 4,339,000 4,457,000 

算定対象審査支払手数料            (E) 1,505,994 1,546,980 1,588,978 
    

標準給付費見込額         (A)+(B)+(C)+(D)+(E) 1,456,026,232 1,498,476,926 1,545,688,729 

※特定入所者介護サービス費等：介護保険施設に入所または短期入所（ショートステイ）

した場合、食事や居住費は全額利用者負担となりますが、所得が少ない方の

負担が重くならないよう、利用者負担額に上限額が設けられています。施設

との契約により定められた利用者負担額から負担限度額を引いた額が特定

入所者介護（予防）サービス費として介護保険から支給されます。 

※高額介護サービス費等：介護サービスを利用して支払った1割の自己負担額が、1か月

の合計で上限額を超えた分（同一世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体

の負担額が上限を超えた額）を、高額介護（介護予防）サービス費として支

給（払い戻し）されます。ただし、この自己負担額には福祉用具購入費・住

宅改修費の1割負担や、施設入所中の食費・居住費（滞在費）及び日常生活

費等の利用料は含まれません。 
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※高額医療合算介護サービス費等：国民健康保険、後期高齢者医療制度、社会保険などの

各医療保険の世帯内において、医療費と介護費の自己負担額が高額となり、

一定の上限額を超えた場合、高額医療合算介護サービス費として、超えた分

が支給されます。ただし、各医療保険の世帯内において、医療費と介護費の

いずれか一方の自己負担額0円の場合は、支給の対象となりません。 

 

■地域支援事業費                 (単位：円) 

年度 
項目 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合 計 

地域支援事業費 103,526,302 106,299,467 109,211,290 319,037,059 

■保険料算定関連の数値              (単位：円) 

年度 

項目 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 合 計 

第１号被保険者数         (人) 4,882 4,856 4,818 14,556 

所得段階別加入割合補正後 
被保険者数             (人) 

4,537 4,513 4,478 13,528 

第１号被保険者負担分相当額   358,697,083 369,098,570 380,627,004 1,108,422,658 

調整交付金相当額         75,946,927 78,208,120 80,714,301 234,869,347 

調整交付金見込額           98,883,000 106,050,000 111,870,000 316,803,000 

介護給付費準備基金残高     0 0 0 0 

介護給付費準備基金取崩額   0 0 0 0 

市町村特別給付費等       200,000 200,000 200,000 600,000 

保険料予定収納率           (％) 98.7  

保険料の基準額（月額）   (円)    6,557 

 

 

■介護保険料算出プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 各年度（平成30～32年度）の介護保険サービスに係る総給付費 

＝介護給付費＋予防給付費 

B 各年度（平成30～32年度）の標準給付費見込額 

＝総給付費－一定以上所得者の利用者負担の見直しに伴う財政影響額＋

消費税率等の見直しを勘案した影響額＋特定入所者介護サービス費等

給付額＋高額介護サービス費等給付額＋高額医療合算介護サービス費

等給付額＋算定対象審査支払手数料 
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(４) 2025年のサービス水準等の推計 

第７期介護保険事業計画の策定にあたっては、団塊の世代が後期高齢者となる平成37

年（2025年）を見据えて、中長期的な視野に立った施策の展開を図ることが必要であ

り、忠岡町においても、サービス見込量や給付費等を推計しています。 

■平成37年(2025年)のサービス水準等の推計 

項 目 平成32年 平成37年 備 考 

給付の総費用 
町 約14.7億円 約16.3億円 約1.1倍増 

国 約10.7兆円 約21兆円 約2.0倍増 

保険料 
町 6,557円 8,276円 約1,700円増（1.3倍） 

国 5,514円 8,200円程度 約2,700円増（1.5倍） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 第１号被保険者の保険料の基準額（月額） 

＝３年間の第１号被保険者負担分（保険料収納必要額）÷保険料予定収納

率÷３年間の所得段階別加入割合補正後被保険者数÷12か月 

C ３年間（平成30～32年度）の第１号被保険者負担分（保険料収納必要額） 

＝｛（標準給付費見込額＋地域支援事業費）×第１号被保険者負担率

（23.0％）＋調整交付金相当額－調整交付金見込額｝×３年間－準備

基金取崩額＋３年間の町特別給付費等 

※調整交付金相当額＝標準給付費見込額×５％ 

 調整交付金見込額＝標準給付費見込額×｛（23％＋５％）－（23％×後期 

高齢者加入割合補正係数×所得段階別加入割合補正係数）｝ 


